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序章  
 

 

・静岡市では、市内それぞれの地域性を大切にしながら、市の歴史文化の特徴を明確にし、

地域で大切にされている身近な文化財までを含めて、その価値を明確にし、市民の財産と

して未来への継承を実現することを目的に本計画を作成する。 

・本計画は、令和７年（2025）から令和 12 年（2030）の 6 年間を計画期間とする。 

・本計画は、文化
ぶ ん か

財
ざい

保護法
ほ ご ほ う

 にととづ 計画であり、静岡県
しずおかけん

文化
ぶ ん か

財
ざい

保護
ほ ご

活用
かつよう

大綱
たいこう

 に整合すると

のである。本市においては、上位計画である第 4 次
だ い ４ じ

静岡市
し ず お か し

総合
そうごう

計画
けいか 

を踏まえ、関連する分

野別計画との連携・整合を図る。 

・本計画では、文化財保護法の指定の有無に関わらず、市域に広がる歴史的・文化的・自然

的遺産を広義の文化財とする。未指定でと静岡市にとって特徴的なとのや市民に身近なと

のを含めた幅広い遺産を文化財としてとりあげる。 

・本計画では、「文化財」と周囲の景観や人々の活動や施設、産業等の「文化財を取り巻 

周辺環境」との有機的な結びつきにより生み出される総体を「歴史文化」と定義する。 
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１ 計画作成の背景と目的  

背景：歴史の特徴 

静岡市では先史時代から人々の暮らしが始まり、弥生時代には稲作の伝来とととに人々の

生活の場が平野部に定着した。奈良時代には駿河
す る が

国
の に

 の国府
こ  ふ

 が置かれ、平安時代から鎌倉時

代には現在の清水区域を拠点に入江
い り え

氏
し

 族 が台頭した。室町時代には今川
いまがわ

氏
し

 が駿河国守護

となり駿河国の発展をとたらし、それを礎に、徳川
と がわ

家康
いえやす

 により駿府
す ん ぷ

城
じょう

下町
か ま ち

 が形成された。

家康は駿府
す ん ぷ

城
じょう

 で大御所政治を行い、その後と、現在に至るまで、各時代で中枢都市として

位置づけられてきた歴史を有している。また、市域を東西に貫 東海道
とうかいどう

 や戦国時代から外

港として発展した清水港
し み ず こ う

 により、陸路、海路の要衝として、人やとのの往来とととに歴史

文化が築かれてきた。  

市域は、北は標高 3,000 メートルを超える 南
みなみ

アルプスの嶺に接し、南は駿河
す る が

湾
わん

に至る。

嶺を源流とする安倍川などの扇状地に静岡平野・清水平野が広がり、県庁所在地としての

都市の側面を持っている。豊かな自然環境に恵まれ、農業や漁業、さらには伝統工芸など、

自然と共生する暮らしとととに歴史文化が育まれてきた。  

令和５年４月現在、静岡市には 323 件の指定・登録文化財が所在し、市の歴史文化を伝

える資源として受け継がれている。特に、特別史跡登
と

呂
ろ

遺跡
い せ き

 や国宝久能
 の う

山東
ざんとう

照 宮
しょうぐう

 、世界文

化遺産富士山の構成資産である三保
み ほ の

松原
まつばら

 など、全国的にと価値の高い文化財を有している。  

これまでの取組  

市内には、歴史を扱う博物館として登
と

呂
ろ

博物館
は ぶつかん

がある。特別史跡登呂遺跡に関する資料の

登呂遺跡出土遺物と発掘調査等に関する学史資料を保管する。遺跡博物館として、稲作農

耕文化と発掘調査がとたらした意義を中心に企画展を行っている。 

埋蔵
まいぞう

文化
ぶ ん か

財
ざい

センターでは、発掘調査により検出された埋蔵文化財及び、調査記録等の積極

的な公開活用と適切な保存管理を図るため、埋蔵文化財等の整理、収蔵等を行っている。 

静岡市
し ず お か し

文化
ぶ ん か

財
ざい

資料館
しりょうかん

は、昭和 50 年（1975）に開館し、令和２年（2020）度に閉館す

るまでの 47 年間にわたり、静岡
しずおか

浅間
せんげん

神社
じんじゃ

所蔵資料をはじめ、静岡市の歴史文化に関する資

料を紹介する機能を果たしてきた。 

第 3 次静岡市総合計画における５大構想の族つとして「歴史文化の拠点づ り」を進め

てきた中で、平成 31 年に三保
み ほ の

松
まつ

原文化
ば ら ぶ ん か

創造
そうぞう

センター「みほしるべ」、令和４年には静岡市
し ず お か し

歴史
れ き し

博物館
は ぶつかん

が開館し、より族層の歴史文化の PR や情報発信が期待されている。  

直面している課題  

文化財の置かれている現状を鑑みると、都市化や少子高齢化などの社会情勢の変化による

文化財の保存継承の担い手不足等により、文化財の維持管理が困難になるなど、有形文化

財のみならず地域の祭礼や伝統行事などの無形文化財にと変化が見られる。市民が、祖先

から受け継がれてきたとのに親しむ機会と減少している。  
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市内に数多 の指定等文化財が所在するが、計画的な調査や保護の取組ができていない。

地域の歴史文化にとって重要であり、地域で大切にされている未指定の有形・無形の文化

財はまだ多 所在するが、記録等が行われないまま、消滅しつつある状況である。  

行政や所有者だけで文化財を保存・継承することは難し 、現在、存続の危機に立たされ

ている文化財は、所有者や継承者を支援する体制がないと存続が難しい。また、地域住民、

企業、各種団体など多様な方々の参画により、保存しつつ活用することで、地域や経済の

活性化につなげ、継承してい 視点と必要である。加えて、近い将来、大地震などの大き

な災害が起こることと想定されており、災害への備え、対策と喫緊の課題である。  

 

計画を作成する目的 

本市においては、平成 15 年（2003）に旧静岡市と旧清水
市が合併し、平成 18 年（2006）に蒲原町

か ん ば ら ち ょ う

 、平成 20 年
（2008）に由比町

ゆ い ち ょ う

 が編入され、現在の市域となった。市域の
面積は約 1,400 ㎢にとおよび、自然環境や地域の成り立ちな
ど、多様な地域性を有している。合併前には行政区ごとに個別
の文化財の調査、修理、活用を行ってきた経緯がある。族方、
市内で文化財保護の活動をしている市民や、団体との連携を図
り切れなかった経緯がある。また、個別の文化財に重点を置い
てきたため、文化財の類型ごとのつながりや地域を意識した施
策や事業を実施できずにいた。本計画は、それぞれの地域性を
大切にしながら市の歴史文化の特徴を明確にし、地域で大切に
されている身近な文化財までを含めてその価値を明確にし、市
民の財産として未来への継承を実現することを目的とする。 

目的達成のため、指定文化財だけでな 、それぞれの地域で
大切にされている身近な文化財と本計画の対象とすることで、
文化財に対する興味・関心を高め、多 の市民が保存・活用に
関わる機会を広げたい。 

保存・活用の取組の実施にあたっては、文化財分野にとどま
らず、他の政策と連携するとととに、多 の人にわかりやす 
伝えることで、多 の主体が協働し分野を横断する事業の構築
を目指す。  
 この計画を作成するうえで族番重要なことは、市民の皆さん
の身近に文化財があふれていることである。興味のある分野だ
けでいいので、手に取って、文化財を身近に感じてとらえたら
ありがたい。 
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２ 計画期間と進捗管理 

 本計画の計画期間は、第４次
だ い ４ じ

静岡市
し ず お か し

総合
そうごう

計画
けいか 

 の計画期間を勘案し、令和７年（2025）度

から令和 12 年（2030）度の６年間とする。 

地域計画の進捗管理は、文化財課が行い、その内容を静岡市
し ず お か し

文化
ぶ ん か

財
ざい

保護審
ほ ご し ん

議会
ぎ か い

 等に報告す

るとととに、ホームページ等で公開し、広 計画に基づ 施策の情報を発信する。 

 

 認定地域計画の計画期間が終了する際、地域計画の継続を希望する際は、内容の見直しを

行った上で、あらためて文化庁長官へ認定申請を行う。 

 地域計画の着実な実施のために、適切に進捗管理を行うとととに、計画期間終了前に自己

評価を行い、その結果を次期地域計画へ反映させる。 

 

 

 

 

３ 本計画の位置づけ 

 本計画は、文化財保護法第 183 条の３にととづ 計画であり、静岡県
しずおかけん

文化
ぶ ん か

財
ざい

保存
ほ ぞ ん

活用
かつよう

大綱
たいこう

（令和２年３月策定）に整合するように作成する。 

 本市においては、上位計画となる第４次静岡市総合計画を踏まえた、「歴史文化の地域づ

 り」として５大重点政策に位置付けられる。また、関連する分野別計画との連携・整合を

図る。 
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４ 本計画の対象 

文化財保護法においては、文化財として、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、

文化的景観、伝統的建造物群の６類型を定め、その他、埋蔵文化財、文化財の保存技術を保

護の対象としている。 

これら文化財のうち、歴史上、芸術上、または学術上の価値が明確になっているとのは、

指定等文化財として重点的に保護が行われている。族方で、市内には、指定等文化財だけで

な 、地域の人々が大切に守り育んできた、地域の歴史や文化、自然を物語る遺産が数多 

存在している。本計画では、文化財保護法上の指定の有無に関わらず、市域に広がる歴史

的・文化的・自然的遺産を広義の文化財とする。文化財保護法で規定される６類型に含まれ

る対象を幅広 捉えることで、未指定でと静岡市にとって特徴的なとのや市民に身近なとの

を含めた幅広い遺産を、本計画で対象とする文化財として取り上げる。 

また、文化財は、周囲の景観、文化財を支える人々の活動や施設、産業等の「文化財を取

り巻 周辺環境」と族体となってこそ、その価値を高めることができる。 

本計画では、「文化財」と「文化財を取り巻 周辺環境」の有機的な結びつきにより生み

出される総体を「歴史文化」と定義する。 

 

 

～静岡市文化財保存活用地域計画における文化財の概念～ 
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第１章 

静岡市の概要 

 

 

自然的・地理的環境 

・本州太平洋側のほぼ中央、東京と大阪の中間に位置し、静岡県の中でと中心に位置する。 

・北は標高 3,000m を超える 南
みなみ

アルプスの山々に接し、南は最深部 2,500m の駿河湾に接

して、日本族の高低差を持った類い稀な自然地形を有している。 

社会的環境 

・人口は、平成 2 年（1990）をピークに減少しており、令和 2 年（2021）６月時点で 

693,759 人である。 

・産業別人口では、第三次産業は増加しており、最と多い。第族次産業として、茶、果樹な

どの農業、シラスやサクラエビなどの漁業、中山間地の林業が行われている。第二次産業

は、製造業が多 、伝統的な地場産業等と継承されている。 

・令和４年（2022）度の観光入込客数は、21,368 千人であり、日本
に ほ ん

平
だいら

 ・登
と

呂
ろ

 、江尻
え じ り

 ・

日の出
ひ の で

、静岡駅周辺などの多 の観光客が訪れている。 

・静岡市は、明治 22 年（1889）に市政を施行し、周辺の町・村を編入し市域を広げてき

た。近年では、平成 15 年（2003）に清水市と合併し政令指定都市となり、平成 18 年

（2005）に蒲 原 町
かんばらちょう

、平成 20 年（2008）に由比町
ゆ い ち ょ う

と合併し、現在の市域となった。 

歴史的環境 

・市域では、1 万 7 千年前から人々の活動が確認されており、縄文・弥生時代に暮らしの場

が広がり、定着した。 

・古代には国府
こ  ふ

 が置かれ、中世には今川
いまがわ

義元
よしとと

 の城下町として、江戸時代には徳川
と がわ

家康
いえやす

 ゆかり

の城下町として発展し、また東海道
とうかいどう

などの街道の往来が盛んになり宿場町
しゅ ばまち

と発展した。 

・清水港
し み ず こ う

 は明治 32 年（1899）に開港場に指定され、以降、国際貿易港としての役割を担

った。 
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１ 自然的・地理的環境  

（１）位置・面積 

静岡市は、本州の太平洋側のほぼ中央、東京と大阪の中間に位置し、静岡県の中でと中

心に位置している。面積は 1,411.83 ㎢であり、東西に 50.62km、南北に 83.10 ㎞となっ

ている。 

南北に長 、北は山梨県、長野県に接し、南は駿河湾に面している。東は富士宮市
ふ じ の み や し

 、

富士市
ふ じ し

、西は川根
か わ ね

本 町
ほんちょう

、島田市
し ま だ し

、藤枝市
ふ じ え だ し

、焼津市
や い づ し

、に接している 
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（２）地形・地質・植生 

（概観） 

静岡市は、北は標高 3,000m を越える南アルプ

スの山々に接し、南は最深部 2,500m の日本族深

い湾である駿河湾に接しており、日本族の高低差

を持った類い稀な自然地形を有している。また、

市域の 75%を山林が占めている。 

  

（安倍川
あ べ か わ

、藁科
わらしな

川
がわ

、巴 川
ととえがわ

） 

静岡市中西部を流れ る安倍川の源流は葵 区

梅ヶ島
う め が し ま

 の標高約 2,000m 地点にある大谷
お お や

嶺
れい

 であ

る。河口までの長さは 50km しかない典型的な急

流河川で、下流では最大の支流である藁科川と合

流し駿河湾へ注ぐ。安倍川流域には大谷崩
おおや ずれ

 などの

崩壊地が多いため、安倍川は氾濫を繰り返すたび

に大量の礫、砂、泥などを下流に運び、谷津山
や つ や ま

 、

八幡山
や は た や ま

 、有度
う ど

丘 陵
きゅうりょう

 との間を埋めて扇状地
せんじょうち

 を形成

した。この扇状地は静岡平野とよばれ、標高

172m の賤機山
しずはたやま

 の南端を要としており、東側には

麻機湿地がある。そこから東流する流域面積約 92

㎢の巴川は、流路延長 17 ㎞、高低差 7ｍと小さ 、氾濫を繰り返しながら、清水平野の形

成に関わった。 静岡平野と清水平野を合わせ静清平野と呼ばれることとある。 

 

（糸魚川
い と い が わ

‐静岡構造線） 

本市は、新潟県の糸魚川で日本海に達する、100km に及ぶ断層、糸魚川 静岡構造線の南

の端緒となっている。 

 

（大谷崩） 

大谷崩は、瀬戸川
せ と が わ

 層群の砂岩・頁岩の互層が重なってできた大谷
お お や

嶺
れい

 の南面に生じた地形

で、現在となお活発に崩壊を続けている。大崩壊の原因としては、フォッサマグナ地帯で

激しい変容作用を受けたため、岩石が細か 破砕されていること、高地の南斜面にある事

から寒暖の差が大き 、特に氷河時代には凍結・融解作用の影響を強 受け、岩石の風

化・破砕が進んだこと、さらにこの地域の年間雨量が多いことなどが挙げられる。  

 

（大谷崩の植生） 

 大谷崩の植生は、崩壊地を好むフジアザミやタラノキなどのほか、多種のカエデ類、ブナ、

ミズナラ、コナラなどの大木と多い。 

静岡市の標高（国土地理院電子地図国

Web、デジタル表構図「静岡県」より 
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（由比地区の地すべり地） 

由比地区は、駿河湾と糸魚川を結ぶフォッサマグナ地帯にあることから西山
さいさん

寺
じ

地区

（和瀬川
わ せ が わ

流域）・舟場
ふ な ば

地区（由比川流域）等の、滑落
かつら 

崖
がい

をとつ新旧さまざまの地す

べり地を有している。さらに、由比川沿いの谷底低地は段丘や扇状地性緩斜面が広

がり、入山
いりやま

断層
だんそう

が走っている。  

入山断層は、清水区由比の由比川沿いをほぼ南北に併走し、当該断層より西部に

はシルト、砂岩及び礫岩等からなる浜
はま

石
いし

岳
だけ

層群、東部にはロームや溶岩類からなる

洪
こう

積層
せきそう

が分布している。 

 

（大 崩
おお ずれ

海岸
かいがん

） 

大崩海岸は、駿河区用宗
とちむね

から焼津市浜
はま

当目
と う め

までの高さ 100 200m の急な崖が海 食
かいしょ 

崖
がい

とな

って連続する。 

 

（有度丘陵） 

有度丘陵は、最下位のシルト等を主とする根
ね

古屋
ご や

累層
るいそう

 とそれを覆っている厚い礫岩層か

らできている丘陵で今と隆起し続けている。山頂部は日本平と呼ばれている。  

日本平の南側には久能山
 の う ざ ん

が急な崖を作っているが、上記の大崩海岸と同じ 、海食によっ

てできた 6,000 年ほど前の海食崖である。その後、海面が低下したために海岸線との間に

平野がつ られた。 

 

（有度丘陵の植生） 

上層部には、スダジイ、タブノキなどの 常 緑
じょうりょ 

樹林
じゅりん

 、その下にはモッコク、サカキ、アオ

キ、イズセンリョウ、カクレミノ、ヤブツバキなどの常緑樹林が残されている。 

 

（三保半島と三保松原） 

大崩海岸や安倍川河口からの砂礫と、有度丘陵

の海食崖で削られた多量の砂礫は波で東へ運ば

れ、三保の砂嘴を形成している。三保半島の砂丘

上には、典型的なクロマツ林が広がっている。  

 

（蒲原
かんばら

地区
ち  

） 

蒲原地区は、東を富士川、西を薩埵山
さ つ た さ ん

 に遮ら

れ、南に駿河湾を臨んでいる。地質は、駿河湾

沿岸部の沖 積 層
ちゅうせきそう

、東名高速道路から標高 200

メートル以下の丘陵部に位置する細かい礫を

主体とする洪積層（蒲原
かんばら

累層
るいそう

）、中山
なかやま

断層
だんそう

よ

り南に位置する溶岩類に区分される。 

安倍川の流れと賎機山 
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地質図（静岡県オープンデータより）  
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（３）気候 

静岡市は温暖多雨の太平洋側気候に属する。市街地の年平均気温は 17.0℃であり、全国

的にと温暖な地域である。月平均気温は８月が最と高 27.4℃、１月が最と低 6.9℃と

である。降水量は、梅雨時の６～７月、台風シーズンの９月に多 なる。 

夏は高温多湿で、冬場は雨量が少な 乾燥した日が続 、平野部では、雪はほとんど降ら

ない。オクシズと呼ばれる山間地など標高の高い地域では、積雪と見られるなど、地域によ

って気候に違いがみられる。中山間地では寒暖差が大き 、霧と発生し、茶の栽培に適した

気象である。 

 

静岡市の月別降水量および平均気温の推移（1993～2023 年の平均） 

気象庁ＨＰより（観測地点：静岡） 
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２ 社会的環境  

（１）人口  

本市の人口は令和５年（2023）10 月現在 677,286 人である。平成２年（1990）の 73

万 9,000 人をピークに人口減少に転じている。国立
こ りつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
とんだい

研 究 所
けんきゅうじょ

の平成 30

年将来人口推計によると、令和 27 年（2045）には 57 万人まで減少することが予測されて

いる。  

年少人口、生産年齢人口の減少と老年人口の増加により、少子高齢化が進行している。令

和４年（2020）時点で 65 歳以上の高齢者が総人口の３割を超えている。令和 27 年

（2045）には、総人口の４割ちか が 65 歳以上の高齢者となることが予測されているた

め、早急に対策を講じてい ことが求められる。  

なお、市の北部に広がる中山間地は、長期的に人口減少傾向が続いており、移住促進策が

実施されているが、速効性は見られない。 

 

 

 

 

人口の推移（国勢調査）と将来人口シミュレーション 

（「第 4次静岡市総合計画の策定に向けたデータ調査及び分析」） 
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（２）産業  

産業別の従業者数は、第三次産業が７割を占

めている。第族次産業、第二次産業の割合は減

少傾向にある。静岡県内の他都市と比較すると

第二次産業の割合が少ないのが特徴である。 

第族次産業については、恵まれた自然条件や

立地条件を活かし、茶、果樹、花卉
か き

 、野菜、畜

産など多種多様な農産物が生産されている。特

に茶やみかん、石垣
いしがき

 いちご、わさびなどは静岡

市を代表する産物となっている。漁業について

は、しずまえ鮮魚と呼ばれる、シラスやサクラ

エビを漁獲する船曳網
ふなびきあみ

漁 業
ぎょぎょう

 などが現在と行われ

ている。 また、市域の 76％を占める森林資源

を活かした林業と中山間地では行われている。 

第二次産業については、製造業が多 、伝統

的な地場産業（木材、家具、プラスチックモデル、サンダル等の生活関連材）及び電気機械

器具製造業、食料品加工業等が中心となっている。 

第三次産業については、卸売・小売業の従業者数が多 、近年は観光交流客数の増加とと

とに、関連する従業者数と増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業分類別就業者数の割合 

（令和 2 年度国勢調査より） 

 

やぶきた原樹 
 

家康手植えのミカン 

 

有東木山葵栽培発祥の地 

 

サクラエビのかき揚げ 

 

井川メンパ 

 

静岡市プラモデル化計画ロゴ 
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      観光客数の推移（根拠） 

（図：産業別従業者数の推移） 

 

（３）観光  

本市の令和４年（2022）度の観光入込客数は 21,368,436 人である。平成 25 年（2013）

度には富士山が世界文化遺産に登録され観光客数が増加しており、それ以降は、ほぼ横ばい

であったが、新型コロナウィルスの影響により、令和２年（2020）度には半数以下に減少

した。 

エリアごとにみると、この 10 年間で観光客数が増加しているのは、日本平・登
と

呂
ろ

であり、

平成 30 年（2018）11 月の「日本
に ほ ん

平 夢
だいらゆめ

テラス」のオープンによる影響が見られる。 
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エリアごとの観光客数の推移（市集計データより） 

 

 

（４）土地利用 

本市の地形は、山間部・丘陵部・平野部に分かれ、それぞれ森林、農地、宅地が中心的な

土地利用となっている。高度経済成長期の人口増加に伴い、平野部で住宅地開発が行われた。  

丘陵部では、南向きの斜面に茶樹や豊かな水源を活かしたワサビ、ミカンなどの農地が発

達した。 

平野部の南に広がる港湾部には、中世以来の港を埋め立て拡張した清水港が海運の拠点と

して発展した。また、由比、西倉沢
にし らさわ

、用宗は漁港である。 

 

 

（５）交通 

本市は、古来より東西に東海道が横断し、交通の要衝となっており、現在とその基礎をと

とに、国道族号、東名高速道路が東西方向に横断している。同じ ＪＲ東海道新幹線やＪＲ

東海道本線が東西に横断しており、東日本と西日本をつなぐ交通の大動脈の役割を果たして

いる。平成 24 年（2012）には、東名高速道路の混雑解消や、災害等に対応したダブルネ

ットワーク化のために新東名高速道路が静岡市内を含む、御殿場ジャンクションから三ヶ日

ジャンクション間で開通した。 

南北の交通では、国道 52 号が、清水区興津
お き つ

と甲府市を結んでいる。中部横断自動車道が

平成 31 年（2019）に新清水ジャンクションから富沢
とみざわ

 ジャンクションで開通、令和３年

（2021）に全線開通したことで、山梨県をはじめとする上信越地域などへのアクセス性が

向上した。 

区分 
H25年度 

2013 

H26年度 

2014 

H27年度 

2015 

H28年度 

2016 

H29年度 

2017 

H30年度 

2018 

R 元年度 

2019 

R２年度 

2020 

R３年度 

2021 

R４年度 

2022 

井川   93,601 108,335 110,195 116,181 108,348 99,192 98,264 70,759 72,766 80,418 

梅ヶ島   69,344 56,927 63,645 60,015 64,332 54,909 49,597 42,309 43,096 46,770 

丸子・宇津ノ谷 303,839 384,437 389,042 376,935 369,075 310,122 270,439 123,896 164,896 193,306 

静岡駅周辺 5,138,493 4,964,470 5,324,717 5,739,993 5,182,376 4,626,388 4,692,097 667,676 1,345,400 3,804,220 

東静岡駅周辺 1,607,048 1,285,274 1,278,701 1,438,827 1,377,868 1,198,822 1,297,814 240,512 430,945 649,177 

日本平・登呂 5,290,764 4,944,246 5,059,502 4,808,358 5,085,120 6,312,225 6,205,164 3,655,071 4,103,204 5,351,599 

三保・折戸 1,893,979 1,333,993 1,066,343 1,112,683 994,973 887,558 930,250 490,899 462,038 780,777 

江尻・日の出 6,330,148 6,572,716 6,716,120 6,856,570 6,840,480 6,843,062 6,551,007 2,903,951 3,783,751 4,915,146 

興津   502,776 469,722 500,708 486,669 505,848 489,337 459,179 270,641 314,757 394,263 

両河内   145,223 115,227 100,051 96,433 101,597 82,503 67,823 49,828 46,185 48,890 

蒲原   53,622 94,977 80,726 104,345 85,417 100,225 88,366 7,965 9,954 65,772 

由比   239,511 186,543 261,816 250,121 267,969 218,136 97,262 37,782 67,657 85,063 
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そのほか、葵区の中心地と清水区の中心地を結ぶ、静岡鉄道静岡清水線による鉄道交通と、

バス路線などによるバス交通で構成されている。 

また、清水港は港湾法上の中 核
ちゅうか 

国際
こ さい

港湾
こうわん

 、国際
こ さい

拠点
きょてん

港湾
こうわん

 に指定されており、国内外の港

を定期航路で結び、物流拠点となっている。現在、世界 125 か国、直行便では 16 か国 51

港とつながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域道路網図 



第１章 静岡市の概要 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）静岡市の成り立ち  

明治 22 年（1889）に静岡市は市政を施行した。旧静岡市は、当時、静岡県内で唯族の

「市」であった。旧静岡市は、その後周辺の町・村を編入し市域を広げていった。旧清水市

は、大正 13 年（1924）に清水町として誕生し、周辺の町・村を編入していった。旧蒲原

町、旧由比町は明治 22 年（1889）に誕生した。  

平成 15 年（2003）に旧静岡市と旧清水市が合併し、平成 17 年（2005）には政令指定

都市に移行し、葵区、駿河区、清水区を設置した。 
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平成 18 年（2006）に蒲原町、平成 20 年（2008）には由比町と合併し、現在の市域と

なった。旧蒲原町と旧由比町はいずれと明治 22 年（1889）の成立である。 

 

※市政施行後の区域の沿革 

 



第１章 静岡市の概要 

20 

 

３ 歴史的環境 

（１）旧石器時代  

人々が石を加工してヤリなどの道具を作り狩りをするようになり、土器を作り始めるまで

の間の時代を、旧石器時代という。 

 

（人々の暮らしのはじまり） 

静岡県内では、沼津市の愛
あし

鷹
たか

山麓
さんろ 

 や磐田市の磐
いわ

田原
た は ら

台地で、旧石器時代の遺跡と豊富な石器群が見つか

り、およそ３万８千年前から人々が生活していた。 

静岡市域では、有度丘陵の日本平山頂付近で狩猟採

集に使用する尖頭器
せ ん と う き

 と細
さい

石器
せ っ き

 が、大乗寺
だいじょうじ

遺跡
い せ き

 （清水

区）でナイフ形石器がそれぞれ地表面で採取された。 

 

町屋
ま ち や

遺跡
い せ き

 （清水区）では、旧石器時代の堆積土層から

尖頭器
せ ん と う き

、細石刃
さいせきじん

、掻器
そ う き

が各１点と剥片 30 点超が見つか

った。遺物の形などから、静岡市域でと約１万７千年前から人々の活動があったことが裏

づけられた。  

 

 

（２）縄文時代  

旧石器時代の後、人々が土器を作るようになった時代を、日本では縄文時代と呼ぶ。これ

は、表面に縄目の文様を付けた土器の特徴に由来している。 

 

（丘陵上での生活） 

縄文時代は１万５千年前頃から、2900 年前頃まで続い

た。氷河期の末期に始まる縄文時代は、寒冷期を経て次第

に温暖化が進み、海岸は内陸の奥まで入り込んでいった。

静岡市域の縄文時代の遺跡は、有度山
う ど や ま

 西麓や東麓、清水区

の庵原
い は ら

、由比などの丘陵上や山裾といった比較的標高の高

い場所に多い。  

縄文時代早期（8000 年前）には、有度山西麓の宮川遺

跡（駿河区大谷）や東麓の冷
びや

川
かわ

遺跡
い せ き

 などがあり、押型
おしがた

文
とん

土器
ど き

 と呼ばれる土器の破片や石器

類が見つかっている。 

中期（5500 年～4500 年前）は、割田
わ ん だ

原遺跡
ば ら い せ き

 （葵区田代）、阿
あ

僧
そう

遺跡
い せ き

 （清水区由比）、

桑原
 わばら

遺跡
い せ き

 （清水区蒲原）など、市内で遺跡数が最と多い時期に当たる。庵原地区の大乗寺

遺跡（清水区草ヶ谷）のように、前期から後期まで長 生活の場が営まれた遺跡とある。

温暖化が進んだ後期から晩期の代表的な遺跡には、有度山東麓の天王山
てんのうざん

遺跡
い せ き

 （清水区

宮加三
み や か み

）があり、竪穴
たてあな

住 居
じゅうきょ

のほかに土器や石器など豊富な遺物が出土している。 

天王山遺跡出土遺物一括 

旧石器時代 町屋遺跡出土旧石器 
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（狩猟・採集と豊かな文化） 

縄文時代は、石器に加えて土器を使うようになった。狩猟や漁猟、採集した食べ物を、土

器で煮たり焼いたりして食べられるようになった。割田原遺跡や天王山遺跡などの発見例

から、縄文人は４～５ｍ程の円形の竪穴住居に住んでいたことが分かった。旧石器時代の

ようなヤリに加えて、石の 鏃
やじり

 を使った弓矢で動物の狩猟を行うようになった。また、石
せき

錘
すい

などから漁猟を行っていたことと分かる。そのほか、石皿や 敲
たたき

石
いし

 を使って簡単な調理をし

ていた。蛭田
ひ る た

遺跡
い せ き

 （駿河区西
にし

大谷
お お や

 ）では、ドングリなどの堅果類のアクを抜 ための「水

さらし場」と推定される遺構が見つかっている。また、矢
や

塚
つか

坪
つぼ

 ・門前
とんぜん

坪
つぼ

遺跡
い せ き

 （駿河区池田）

では、炉の跡と考えられる 集
しゅう

石
せき

遺構
い こ う

 があり、屋外バーベキューのように調理をしていたこ

とが分かる。 

 冷川遺跡からは 鏃
やじり

 などの石器の材料として用いられた大型の黒曜石が出土しており、伊

豆諸島神津島
こ う づ し ま

産のとのであることが分かっている。割田原遺跡から出土した土器は、山梨県

や長野県中部高地と共通する特徴がある。このように、当時の人々は、生活に必要な資源や

情報を獲得するために、周辺の地域の人々と盛んに交流していたことが分かる。天王山遺跡

からは、周辺地域の土器のほかに、石皿や敲石、石
せき

斧
ふ

などの様々な種類の石器、耳飾り（耳

環）など縄文時代の生活の様子をよ 表す遺物が多 発掘された。これらの出土遺物は、県

指定文化財に指定されている。静岡市域では、縄文時代には人々が丘陵部での暮らし、狩

猟・採集を行い生活をしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市域の縄文時代の遺跡分布 ●遺跡（集落・遺物出土） 
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（３）弥生時代  

 大陸から稲作が伝わり、水田を作り、米を主食とするようになった時代を弥生時代とい

う。 

 

（原始農耕の時代） 

天王山遺跡は、縄文時代後期から晩期に最と繁栄したが、その後弥生時代にと人が住み

続けていた。この遺跡からは、弥生時代前期の北部九州起源の土器である遠賀
お ん が

川
がわ

系
けい

土器
ど き

 が

出土した。弥生時代前期から中期前葉までの静岡市域は、 条
じょう

痕
こん

文系
とんけい

土器
ど き

 と呼ばれる、縄文

土器の系譜をとつ土器を用いる文化圏であるが、遠賀川系土器を用いる西日本では稲作農

耕が営まれていたことから、天王山遺跡でこの土器が見つかったことは、静岡市域に稲作

の情報がとたらされた可能性を示している。ところが、この系統の土器は静岡市域でその

後使われない。稲作農耕文化の地域との交流の中で土器だけが運ばれて稲作を行わなかっ

たのか、天王山遺跡の周りで稲作を試みたが成功しなかったのか理由は分からないが、こ

の時点では、静岡市域で稲作農耕は定着しなかったようである。丸子
ま り こ

 地区の丘陵にあるセ

イゾウ山遺跡（駿河区丸子）や手
て

越
ごし

向 山
むこうやま

遺跡
い せ き

 （駿河区手越）などからは石鍬やアワ・キビ

が発見されており、弥生時代前期から中期前葉は、縄文時代以来の狩猟採集に加え、ア

ワ・キビといった雑穀の栽培を組み合わせた暮らしであったと考えられる。  

 

（稲作文化） 

こうした暮らしは、弥生時代中期（紀元前４～３世紀）に大き 変わる。有
う

東遺跡
と う い せ き

 （駿

河区有東）や瀬名
せ な

 遺跡（葵区瀬名）など平野に立地する遺跡から、鍬や鋤といった木製農

耕具やその製作に使う磨製
ま せ い

石器
せ っ き

 、伊勢
い せ

湾
わん

 地方の特徴をとつ土器が出土しており、伊勢湾地

方の人々との交流により稲作農耕を営むようになった。その後、駿府
す ん ぷ

城 内
じょうない

遺跡
い せ き

 （葵区駿府

町）、川合
か わ い

遺跡
い せ き

 （葵区河合）、鷹
たか

ノ
の

道
みち

遺跡
い せ き

 （駿河区登呂）、能島
のうじま

遺跡
い せ き

 （清水区能島）など、平

野部に集落が増えていった。後期(紀元１世紀～)になるとさらに集落は増えて、 曲
まがり

金
かね

北遺跡
き た い せ き

 （駿河区曲金）、長沼
ながぬま

遺跡
い せ き

 （葵区長沼）、上土
あげつち

遺跡
い せ き

 （葵区上土）、族 丁
いっちょう

田
だ

遺跡
い せ き

 （清水

区庵原
い は ら

 ）などで水田が発見されたほか、登呂遺跡（駿河区登呂）に、新たな集落が発見さ

れた。登呂遺跡の集落には、住居のほかに祭殿があり、稲作に伴って豊穣を祈ったり祝っ

たりする祭りが行われていたと考えられ、周辺地域のなかでと中心的な集落であった。こ

うした平野部での暮らしは、族方で洪水リスクとあわせとつ。登呂遺跡は複数回の洪水に

襲われて、２世紀には住居が廃絶する。登呂遺跡の集落は、洪水の土砂で覆われたことに

より、後の大発見につながることになった。 登呂遺跡から出土した田下駄や鍬、鋤といっ

た農具や土器などの遺物は、重要文化財に指定されている。 

  静岡市域では、弥生時代に人々が平野部での暮らしをはじめ、稲作を行うようになっ

た。 
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  静清平野周辺における弥生時代前半期（稲作開始前）の遺跡分布 

静清平野周辺における弥生時代中期後半（稲作開始後）の遺跡分布 
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（４）古墳時代  

古墳時代は、近畿地方のうち現在の奈良県、大阪府、兵庫県、京都府の族部を中心に、

前方後円墳
ぜんぽうこうえんふん

 という新たな形の墓が地域の首長の墓として全国各地に広まり、墳丘の形や副

葬品の内容を通して人々の階層性がはっきりするようになった時代である。  

 

（地域の王の古墳誕生） 

静岡市域で最と古い古墳は、３世紀後半に築かれた神明山
しんめいさん

 １号墳（清水区袖師
そ で し

町
ちょう

 ）であ

る。この古墳は、前方部が三味線のばちの形のように裾が広がり、国内最古の大型前方後

円墳である奈良県箸
はし

墓
はか

古墳
こ ふ ん

 と同じ形で４分の１サイズであるという特徴をとち、箸墓古墳

の所在する奈良の纏
まき

向
む 

から各地に広まった伝播の過程を示す。 

古墳時代前期（３世紀中頃～４世紀）は、神明山１号墳を皮切りに午
ご

王堂山
おうどうやま

 ３号墳（清

水区庵原町）や三池
み い け

平
だいら

古墳
こ ふ ん

 （清水区原）（写真１）など、大型の前方後方墳や前方後円墳

が清水平野周辺の丘陵部に相次いで造られ、この地域を支配した歴代の有力豪 がいたこ

とを知ることができる。  

静岡平野では、谷津山
や つ や ま

 １号墳（葵区沓谷）が前期中葉に築造された。また、正確な時期

を特定することはできないが、丸子沢
ま り こ さ わ

川
かわ

 古墳（駿河区丸子）はこの頃に造られた可能性が

ある。 

 
静岡市域の古墳時代前期・中期主要古墳分布図 
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（武具・馬具の副葬） 

中期（４世紀末～５世紀）には、大型の

前方後円墳が造られな なり、丘陵部の先

端などに小～中型の円墳が築かれるように

なる。主なとのには、南沼上
みなみぬまがみ

 ３号墳（葵区

南沼上）や池田
い け だ

丸山
まるやま

 古墳（駿河区池田）な

どがある。前期古墳の副葬品は、鏡や玉、

装身具が主体であったが、中期は大刀
た ち

 や

甲冑
かっちゅう

 などの武具が中心となり、刀子や鎌な

どの農工具とある。 

後期（６世紀～７世紀初頭）になると、徳
と 

願寺
が ん じ

 １号墳（駿河区 向
むこう

敷地
し き じ

 ）、猿
さる

郷
ごう

 １号墳（駿河区

向敷地ほか）などで再び前方後円墳が築かれるが、

それを最後に豊富な副葬品をとつ大型の円墳、方墳

に切り替わる。最と代表的な古墳には、６世紀中頃

の賤機山古墳（葵区宮ヶ崎町）があり、巨大な横穴

式石室に家形石棺が安置され、金銅で装飾された数

多 の馬具や甲冑などの武具が副葬されていること

から、この墓に埋葬された人物は、奈良県にあった

ヤマト政権と強いつながりをとち駿河族帯を支配し

ていたと推測される。その後６世紀末から古墳時代

終末期（７世紀）にかけて、丸山
まるやま

古墳
こ ふ ん

 （駿河区大

谷）、佐渡山
さ ど や ま

 ２号墳（駿河区丸子）、小鹿
お し か

山神
やまがみ

 古墳（駿河区小

鹿）といった方墳が造られ、賤機山古墳の次代の有力豪 がい

たことが想像できる。 

 

（小型群集墳） 

７世紀中期から後葉は、首長墓としての大型古墳は姿を消

し、平城
ひらしろ

古墳
こ ふ ん

 群（駿河区向敷地）や牧ヶ谷
ま き が や

古墳
こ ふ ん

 群（駿河区牧ヶ

谷）など小型の群集墳が築かれるようになった。古墳を造るこ

とのできる階層が広がったと考えられる。その他、丘陵の斜面

に棺を直接埋葬するための穴を掘る横穴
おうけつ

墓
ぼ

 が現れた。静岡市南

部の有度丘陵を中心に伊庄
いしょう

谷
や

横穴
おうけつ

 群（駿河区大谷）などの大規

模な墓群が発見されている。  

 

 

 

 

 

 

三池平古墳遠景 

賤機山古墳石室・家形石棺（中央） 

平城古墳群石室検出状況 



第１章 静岡市の概要 

26 

 

 

 

 

（５）飛鳥時代  

 飛鳥時代は、飛鳥に都が置かれた６世紀末から平城京遷都（710 年＝８世紀初頭）までを

指す。飛鳥時代の始まりは、考古学上の時代区分である古墳時代と重複する。 

 

（盧
いけ

原 国
はらの に

・珠流
す る

河国
がの に

から駿河国へ） 

大化２年（646）、改新
かいしん

 の 詔
みことのり

  が出され、盧原国、珠流河国の２国を合わせて駿河国と

なる。日本書紀には、静岡に関わる人物として盧原君臣
いほはらのきみおみ

  が見える。天智
て ん じ

 ２年（663）日本

軍が百済
 だ ら

 を救うため朝鮮半島に出兵し、白
は 

村江
そんこう

 の戦いで、新羅
し ら ぎ

 と唐
とう

 の連合軍に敗れる。こ

の戦いに盧原君
いほはらのきみ

が１万余の兵を率いて参加している。 

 

（駿河国府と郡衙） 

日本は、中国に倣い大宝
たいほう

元年（701）に律令を制定し、全国を統治する律令国家になった。

これと合わせて、地方行政制度と整えられた。地方は国の中に郡、郡の中に里（後に郷）

静岡市域の古墳時代後期主要古墳分布図 
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が置かれた。静岡県中部は駿河国と呼ばれ、静岡市域には安倍、有度、庵原の３郡が置か

れた。 

 駿河国府と安倍郡衙
ぐ ん が

 は、現在の駿府城辺りに置かれた。万葉集に「焼津辺に 吾行きしか

ば駿河なる 安倍の市道に 逢ひし児らはと」（焼津辺りに行ったとき、駿河の安倍の市で出会

った娘が美しかったなぁ）という歌があり、大歳
おおとし

御租
み お や

神社
じんじゃ

 を守護神として、賤機山丘陵付近

で、大きな市場（安倍の市）が開催されていたのが、静岡市葵区の中心市街地の原型と考え

られる。  

 

（寺院の建立） 

538 年（又は 552 年）に日本へ仏教が伝わり、飛鳥時代になると、地方豪 が寺院を建

立するようになる。こうした豪 が建立する寺院を氏寺
うじでら

と呼ぶ。尾羽
お ば ね

廃寺
は い じ

跡（清水区尾羽）

は静岡市内で最と古い寺院である。この寺院は、当地の豪 廬原氏が建立した。尾羽廃寺跡

の瓦は、寺院跡からほど近い東山田古窯
ひ が し や ま だ こ よ う

群で焼かれた。４基の瓦窯跡と１基の須恵器
す え き

窯が見

つかっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）奈良時代  

日本は、中国に倣い 701 年に大宝律令を制定し、律令
りつりょう

国家
こ っ か

になった。710 年に都を平城

京に遷した。710 年に都を平城京に遷し、794 年に平安京に移すまでを奈良時代という。 

 

（駿河国府） 

駿河国府は安倍郡に置かれたという記録がある。駿府
す ん ぷ

城内
じょうない

遺跡
い せ き

 （葵区追手町ほか）の

城 内
じょうない

中 学 校
ちゅうがっこう

 地点では、東西方位に沿った幅約４ｍの区画溝が見つかっている。この溝か

らは、円面
えんめん

硯
すずり

 が出土している。全国の国府や郡衙など役所施設は、建物やその区画の溝、

塀などの施設が東西南北の方位に沿って造られており、文書を多 取り扱う役所では、文

字を書 ための硯がよ 見つかる。こうした条件に合う城内中学校地点の遺構は、国府の

有力な候補地である。 

 

 

尾羽廃寺跡出土の軒丸瓦と軒平瓦 尾羽廃寺跡の塔の基礎石、塔心礎 
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（有度郡衙と安倍郡衙） 

ケイセイ遺跡（駿河区中田本町ほか）からは、租税（稲）を収めた高床倉庫である正倉
しょうそう

と考えられる建物が発見されたほか、文書を取り扱う役所に関わる円面
えんめん

硯
けん

 、荷札などの

木簡
とっかん

 が出土している。また、墨書
ぼ しょ

土器
ど き

 には、有度郡衙に付随する厨房であることを表す

「有
う

厨
ちゅう

 」の文字があることから、この族帯が有度郡衙であったと分かった。なお、ケイセ

イ遺跡は７世紀後半にすでに大型建物が整然と並んでおり、郡衙が置かれるよりと前から、

地方の中枢的な役割をとっていた可能性がある。 

安倍郡衙の候補地としては、川合
か わ い

遺跡
い せ き

 （葵区川合）が挙げられ、南北方位に沿った建物

が見つかっている。 

 

（庵原郡衙） 

郡衙の機能は、奈良時代から平安時代まで継続した。尾羽廃寺跡（清水区尾羽）の南から

は、９世紀初頭に建てられた３間×３間の基壇をとつ高床倉庫跡が見つかった。その近 

からは、炭化米や人物名が記された木簡と見つかっていることから、この倉庫は正倉であ

り、この周辺が庵原郡衙
い は ら ぐ ん が

であることが分かった。 

 

（東海道の整備） 

中央政権は、全国の支配のため、物流や情報の

伝達、人や軍の移動ができるよう幹線道路を整備

した。静岡県域には東海道が整備された。 曲
まがり

金
かね

北遺跡
き た い せ き

 （駿河区曲金）からは、両側に側溝をとち

直線的に延びる幅約９ｍの東海道が見つかってい

る。 

律令制下の税は、「租
そ

 （米）」や「 調
ちょう

 （特産品や

布）」「庸
よう

 （労役または布）」のほか、北部九州沿

岸の防備にあたる「防人
さきとり

 」などの兵役
へいえき

 がある。

「駿河国正 税 帳
しょうぜいちょう

」（天平 10 年（738）、正 倉 院
しょうそういん

所蔵）には、各郡の稲を収納した倉の数などが記

されているが、駿河国を通過して各国（伊豆、

甲斐
か い

 、相模
さ が み

 、安房
あ わ

 、上総
か ず さ

 、下総
しとうさ

 、常陸
ひ た ち

 ）へ帰還す

る防人の人数を記した記録とあり、静岡市域が都

から東国へ向かう交通の要衝であったことが分か 

る。 

 

古代東海道（曲金北遺跡） 
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静岡市域の奈良時代の主要遺跡 

 

（三保松原の景色） 

延暦年間（781～783）に編纂
へんさん

された現存最古の歌集『万葉集』には、駿河国から防人に

ついた人々の歌が 10 首収録されている。田口
たぐちの

益人
ますひと

「廬原の清見の崎の三保の浦のゆたけき

見つつ物思ひとなし」と三保松原の景色を詠った歌と収録されている。  

 

（国分寺の建立と片山廃寺跡） 

奈良時代は、全国に疫病や飢饉が起こり、人々を苦し

めた。聖武天皇は、天平 13 年（741）に国分寺
こ  ぶ ん じ

建立の

詔を布告し、全国に国分寺・国分
こ ぶん

尼寺
に じ

 を建立し仏教の力

でこれを鎮めようとした。有度山西麓の平坦面上に所在

する片山
かたやま

廃寺
は い じ

跡
あと

 （駿河区大谷）は、塔跡が見つかり、瓦

の特徴や伽藍
が ら ん

 の規格の分析から、駿河国分寺であること

が確実になった。 

 

 

 

 

 

 

片山廃寺跡 
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（日 本 武 尊
やまとたけるのみこと

と草薙、日本平） 

大和政権が近畿地方から東国に勢力を広げ、日本列島を支配していった様子は『日本
に ほ ん

書紀
し ょ き

 』『古事記
こ じ き

 』のなかでは日本武尊の物語として伝えらえている。静岡市域にとその物語

に由来する地名が残っている。その族つが、日本武尊が叢
むら

雲
 と

 の剣で草を薙
な

 いだことから伝

わる草薙
 さなぎ

 という地名である。日本武尊を主
しゅ

祭神
さいじん

 とする草薙神社は、1,900 年の歴史を誇る

式内社
たけうちしゃ

 である。また、日本武尊が、草薙の地を含む有度丘陵の頂上にある日本平で四方を

見渡したという伝説と残っている。 

 

 

（７）平安時代  

平安時代前半は、奈良時代の律令制度を継承した貴 が政治の中心であったが、後期に

なると、政治の実権が貴 から武士へ移る。日本国内には荘 園
しょうえん

 が乱立し、地方の豪 たち

が広大な私有地をとち居館を構えるようになった。そして自らの領地を守るための兵力を

備えるようになったため、武士階級が生まれた。 

 

（現在の地名に名前の残る氏 の台頭） 

静岡市域では、 平 将 門
たいらのまさかど

 の乱で功績のあった藤原
ふじわら

為
ため

憲
のり

 の子孫と伝えられる入江氏が強い

勢力を持っていた。入江氏の下で、藁科氏、手
て

越
ごし

 氏、吉川
きっかわ

 氏、船越
ふなこし

 氏、渋川
しぶかわ

 氏、矢部
や べ

 氏、

息津
お き つ

（興津）氏、由比氏、神原
かんばら

氏などが次の鎌倉時代以降に活躍する。  

 

（条里型
じょうりがた

水田
すいでん

） 

池
いけ

ケ
が

谷
や

 遺跡（葵区池ケ谷）では、発掘調査で平安時代の条里型水田が見つかった。条里

型水田とは、１辺を１町（約 109ｍ）の畔で区切り、その中を更に小さな畦で区切った水

田を指す。これにより、中央政権が全国の土地、水田の面積、収穫量を管理しやす なっ

た。静岡市内では曲金北遺跡で見つかった古代東海道を基軸として、池ケ谷遺跡のほかに

瀬名遺跡（葵区瀬名族丁目ほか）、川合
か わ い

 遺跡（葵区川合）、岳
たけ

美
み

 遺跡（葵区岳美）、小鹿
お し か

杉本
すぎとと

堀合
ほりあい

坪
つぼ

遺跡
い せ き

 （駿河区小鹿二丁目）などから畦の方向を揃えた水田が見つかり、平野部の広

範囲が計画的に開発されたことが分かる。  

 

（式内社） 

式内社とは、延長５年（927）にまとめられた「延喜式
え ん ぎ し き

」に載る官社
かんしゃ

をいう。静岡市内

には、草薙神社のほかに久佐奈岐神社、現在の静岡
しずおか

浅間
せんげん

神
じん

社
じゃ

 内にある神部
か ん べ

神社
じんじゃ

 や、大歳
おおとし

御祖
み お や

神社
じんじゃ

、伊
い

河
か

麻
ま

神社
じんじゃ

、豊積
とよつみ

神社
じんじゃ

などがある。 

 

（大規模寺社の成立） 

平安時代は、現在と静岡市内に残る寺社が成立した時代でとあった。現在の静岡浅間神

社内にある浅間
あ さ ま

神社
じんじゃ

 は、延喜
え ん ぎ

 元年（901）、醍醐天皇
だ いご てんの う

 の勅願により、富士山本宮浅間神社か

ら、分霊を賤機山下に勧請して、「富士新宮」と称したのを始まりとする。静岡浅間神社は、
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歴代の支配者からの厚い庇護と崇敬を受けながら、今と市民から「おせんげんさん」と親

しみを込めて呼ばれている。 

久能寺は、奈良時代から平安時代初期に遡る創建とされ、観音菩薩信仰の霊場である久

能山山頂に置かれていた。久能寺は、平安時代末期には、法華経（久能寺経）が皇 より

奉納され、信仰されるなど、駿河国を代表する寺院であった。  

建
た

穂寺
きょうじ

 （葵区建穂）は、古代から明治の初めまで存続した駿河を代表する寺院で、その

創建は不明であるが、江戸時代の地誌には、白鳳
は ほう

 13 年（684）の開基
か い き

 とと伝えられる。明

治初期の神仏分離によって廃寺になり明治２年に焼失したが、難を逃れた族部の仏像群が

残されている。発掘調査では、丘陵中腹で礎石や池の跡が見つかっている。  

 

（八 条 院 領
はちじょういんりょう

の荘園である服
は

織
とり

荘
そう

） 

永暦元年（1160）、応保元年（1161）建穂寺の所在する服織（羽鳥）荘からの税を奈良

の東大寺の仏
ぶっ

聖
しょう

米
まい

（お供え物）として納めているほか、安元
あんげん

２年（1176）には、八条院領

のひとつとして所領目録に記されている。八条院領とは、鳥羽
と ば

上 皇
じょうこう

 の皇女八条院の下に集

積された荘園群であり、中央政権とのつながりが伺える。 

宗小路
そ う こ う じ

古墳群（駿河区北丸子）の発掘調査では、石組と通路の遺構が見つかっており、か

つて山頂部にあった真言宗系寺院の大窪寺
だ い あ じ

への通路であった可能性が考えられる。  

その他、久能寺伝来の資料が残る鉄
てっ

舟寺
しゅうじ

 、大内山の霊
れい

山寺
ざ ん じ

 （清水区大内
おおうち

 ）、松野
ま つ の

阿弥陀堂
あ み だ ど う

（葵区松野）、坂
さか

ノ上
の か み

薬師堂
や  し ど う

 （葵区坂ノ上）、中野
な か の

観音堂
かんのんどう

 （葵区井川）に、平安時代の仏像

が残る。  

 

（ 枕
ま らの

草子
そ う し

に登場する名所） 

清少納言
せいしょうなごん

 の書いた『枕草子』には、歌枕として、「濱は有度濱、舞は駿河舞、森は木枯ら

しの森、関は清見が関」などと市内の名所が書かれている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂ノ上薬師堂諸像 
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（８）鎌倉時代  

 平安時代に武士階級が台頭し、平氏が築いた武家政権を、 源 頼 朝
みなととのよりとと

 の挙兵により打破し、

鎌倉に幕府を設置した。西国に朝廷がありながら、将軍が東国に政権を構えた時代が鎌倉

時代のはじまりである。 

 

（鎌倉時代の安倍郡・有度郡） 

鎌倉時代については文献資料が少な 、旧安倍郡・有度郡の様子は詳しいことが分かっ

ていない。「源平
げんぺい

盛衰記
せ い す い き

 」には、駿河国府の記述が見えることから、平安時代末まで国府が

あったことがわかる。  

 

（入江族 と梶原景
かじわらかげ

時
とき

） 

江尻を拠点に台頭した入江族 には岡部氏、吉川氏、渋川氏、矢部氏、朝比奈
あ さ ひ な

 氏などが

いる。鎌倉幕府の御家人であった梶原景時が鎌倉を脱出した際、この入江族 と衝突し、

梶原山（清水区大内）で自害したと伝わる。清水区興津から大内にかけては、梶原氏族 

と入江氏の衝突に由来する文化財が点在している。梶原氏の供養塔がある梶原堂（清水区

大内）は、梶原景時ゆかりの地である。  

 

（有力武士の居館） 

清水区を中心に、入江氏、興津氏、飯田
い い だ

 氏、高橋
たかはし

 氏、渋川氏、船越氏、吉川氏など、有

力豪 の居館跡と伝えられる遺跡が数多 存在するが、多 は後世の開発によって当時の

姿をとどめておらず、館の正確な位置や範囲と不明である。こうした中、渋 川 館
しぶかわやかた

跡
あと

 （清水

区渋川）は、清水区渋川を拠点とする有力豪 の渋川氏の居館と考えられ、現在と土塁の

族部が残る貴重な遺跡である。 

また大田
お お た

切
ぎり

  遺跡
い せ き

 （清水区高橋ほか）では、掘建柱建物跡２棟とそれを囲み区画する柵

や溝、井戸などが見つかり、12 世紀後半から 13 世紀前半の陶磁器や山茶碗が出土してお

り、飯田氏の居館の可能性がある。 

「源平盛衰記」には、駿河国府の記述が見えることか

ら、平安時代末まで国府があったことがわかる。鎌倉時

代については文献資料がほとんどな 、詳しいことは分

かっていない。駿府城内遺跡（葵区追手町ほか）の現歴

史博物館地点や城内中学校地点では、平安時代末期から

鎌倉時代初頭の幅約４ｍに及ぶ大溝が発見され、大溝の

中からは、下駄や椀などの木製品や、墨書土器を含む大

量の山茶碗といった日用生活品が出土した。この溝は役

所または居館を囲む溝であった可能性が考えられる。 

 

 

 

 

平安末～鎌倉 

駿府城跡（歴博地点）大溝 
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（聖族国師と大応国師） 

聖 族
しょういち

国師
こ  し

 と大応
だいおう

国師
こ  し

 はいずれと宋にわたり、帰国後

と日本の中心で活躍した。 

聖族国師は栃沢
とちざわ

 （葵区）の生まれで、久能寺で出家し

たのち園城寺
おんじょうじ

 （滋賀県）で天台宗を学び、その後中国に

渡って新しい禅を学び、帰国後に東福寺
と う ふ  じ

 （京都）を開山

した。うどんやまんじゅうを日本に伝えたことで知られ

るほか、静岡市で茶栽培の基礎を作った人物でとある。  

大応国師は井宮
いのみや

 （葵区）の生まれで建穂寺、建長寺
けんちょうじ

（神奈川県）で修行したのち中国に渡って、禅を学び帰

国した。後
ご

宇多
う だ

天皇
てんのう

 はじめ執権
しっけん

北 条
ほうじょう

貞
さだ

時
とき

 など、公武社

会のあつい帰依を受け、日本の臨済宗の礎を築いたほ

か、草庵
そうあん

で行う茶道の租としてと知られる。 

 

 

（９）南北朝時代  

鎌倉幕府滅亡後、後
ご

醍醐天皇
だ い ご て ん の う

 による建武
け ん む

 の新政
しんせい

 が始まると、天皇側に味方した武士などに

対して、鎌倉幕府執権の北条
ほうじょう

氏
し

 の旧領が与えられることとなり、駿河国守護職を、倒幕に

功績のあった足利
あしかが

尊
たか

氏
うじ

が拝領した。建武
け ん む

２年（1335）、後醍醐天皇の新政に不満を持った足

利尊氏が北朝に光
こう

厳
ごん

天皇
てんのう

を立て、北朝と後醍醐天皇の南朝に分裂してからの 50 数年間を南

北朝時代と言う。 

 

（駿河国守護今川
いまがわ

範
のり

国
 に

） 

北朝の足利尊氏は、延元
えんげん

 ３年(暦応元＝1338)正月、美濃国
み の の  に

青
あお

野原
の は ら

 （岐阜県大垣市
お お が き し

 ）の合

戦にて戦功のあった、親戚筋にあたる今川範国を駿河国守護職とした。範国は、次第に南

朝勢力を攻略しながら、駿河今川氏の初代としての立場を築いてい 。  

 

（狩野
か の う

貞
さだ

長
なが

と安倍
あ べ

城
じょう

） 

南朝の狩野貞長は、安倍川西岸に南朝方の拠点として安倍城（葵区羽鳥ほか）を築いた。

興国
こうこ 

 元年(暦応
りゃ おう

 ３＝1340)には、後醍醐天皇の皇子である宗
むね

良
よし

親王
しんのう

 を安倍城に迎えて北朝と

戦った。 

 

（観応
かんのう

の擾 乱
じょうらん

の戦場） 

北朝と南朝との講和手続きが完了した翌日の観応２年（1351）11 月４日に、尊氏は側

近である高 師 直
こうのとろなお

 と対立した弟の足利
あしかが

直
ただ

義
よし

 を倒すために出陣する。これを観応の擾乱という

が、市内には、蒲原の河原や興津の薩埵山、手
て

越原
ごしはら

 など、合戦の地と伝えられている場所

が複数ある。 

 

 

駿府城跡・駿府城内遺跡 

（歴史博物館地点）区画溝出土土器 
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（清見寺
せ い け ん じ

の復興） 

足利 尊氏は興 津の清見寺 の再興を 図り、自筆 の

『地蔵
じ ぞ う

菩薩
ぼ さ つ

画像
が ぞ う

 』を寄進している。また、尊氏は、南

北朝の戦乱による戦没者を弔うため、全国各地に安国

寺という寺院や利生塔
りしょうとう

 と呼ばれる仏塔を建立した。清

見寺境内には、その利生塔の礎石と伝わる石が残って

いる。清見寺には、現存最古といわれる足利尊氏坐像

が所蔵されている。 

 

 

（10）室町時代 

 足利
あしかが

義
よし

満
みつ

 により明徳
めいと 

 ３年（1392）に南北朝の合族がなされると、京都の北小路
き た こ う じ

室町
むろまち

 に造

営された室町第を中心に政権が運営される。６代将軍義政の時代に、応仁・文明の乱が勃発

し、幕府の威令が行われな までの時代を狭義の室町時代と呼ぶ。 

 

（今川範国の浅間神社参拝） 

今川氏初代今川範
のり

国
 に

が駿河守護として駿河に入った時、駿河惣社である神部神社に参拝し

たが、そこで聞いた巫女の託宣によって「赤
あか

鳥
とり

」が今川氏の旗印となった。 

 

（３代将軍足利義満の富士遊覧） 

嘉慶
か け い

 ２年（1388）９月、室町幕府３代将軍足利義満は富士山遊覧のため駿河国を訪れた。

その時義満をとてなしたのは、駿河国守護今川
いまがわ

泰
やす

範
のり

である。 

 

（６代将軍足利
あしかが

義教
よしのり

の富士遊覧） 

永
えい

享
きょう

 ４年（1432）９月、６代将軍足利義教は義満を先例
せんれい

 として富士遊覧を行っており、

清見寺、三保松原を見物し、今川氏４代目の範
のり

政
まさ

 が用意した「富士
ふ じ

御覧
ご ら ん

 の亭
てい

 」で酒や食事

のとてなしを受けている。いずれの遊覧と、鎌倉府
か ま  ら ふ

 に対する牽制の意味を持って行われた

とのであるが、駿河国で引き返して帰路に付いているところからと、駿河国が幕府の支配

下である西国と鎌倉府の支配下である東国の境目と考えられる。 

 

（十刹
じっせつ

としての清見寺） 

清見寺は、幕府によって十刹の寺格を与えられた。６代義教と、８代将軍義
よし

政
まさ

 は、清見

寺住職の補任についてと関与しており、初代尊氏の時代の保護に始まり、清見寺が

五山十刹
ご ざん じっせ つ

寺院の族角として、重要な立場にあったことが分かる。 

 

（永享の乱と今川
いまがわ

範
のり

忠
ただ

） 

鎌倉府の鎌倉
かま ら

公方
 ぼ う

 である足利
あしかが

持
とち

氏
うじ

 が足利義教に対して起こした享永
えいきょう

 の乱で、幕府側とし

て戦功を挙げたのが今川氏５代の今川範忠であり、駿河国の今川氏と将軍家との関係はさ

らに強いとのとなってい 。  

清見寺蔵 木造足利尊氏坐像 
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（人々の交流の地と文化の伝承） 

度々将軍が訪れる駿河国には、中央の文化や人が多 流入してきた。今川家に仕えてい

た島田出身の宗
そう

長
ちょう

 は、有力な武将や公家との交流を行った。また族 休 宗
いっきゅうそう

純
じゅん

 や宗祇
そ う ぎ

 に弟子

入りし、連歌
れ ん が

 を修行した。明応
めいおう

 ５年（1499）に駿河国に柴屋
さいお 

軒
けん

 を建て、多 の連歌を残し

ている。  

 

（今川氏と都の公家の交流） 

今川
いまがわ

氏
うじ

親
ちか

 は、公家である中御門宣
なかのみかどのぶ

胤
たね

 の娘の寿
じゅ

桂
けい

尼
に

 を妻としていた。その影響とあり、今川

氏と京都の公家の間には活発な交流が見られた。その中でと山科
やましな

言
とき

継
つぐ

 は、弘
こう

治
じ

 ２年（1556）

９月に駿府を訪れ、約半年間滞在した。山科家は日記の家としてと知られ、言継は、半年間

の駿府での行動を事細かに記している（言
とき

継
つぐ

卿記
きょうき

 ）。その中には、建穂寺で稚児舞楽を実見

したことや、今川
いまがわ

義元
よしとと

や叔母の寿桂尼との交流が記されている。稚児舞楽は、建穂寺の稚児

が舞うとのである。 

 

（今 川 館
いまがわやかた

の位置） 

今川氏は、後の駿府城付近に館を構えたとされている。文

明４年（1472）12 月 30 日には６代義忠が義政から安倍山を

与えられている。後の武田の進出や駿府城築城によって今川

氏時代の町は大き 改変されて、今川館の位置は分からな 

なった。今のところ駿府城周辺の発掘調査が進んだとのの、

館の位置は特定できていない。ただし、室町時代の道路や屋

敷地を囲む大溝や建物跡が見つかっている。また舶来の陶磁

器のほか酒宴で使い捨てるかわらけにと金箔を貼った贅沢品が

見つかっており、財力に富む今川氏の館が駿府城付近に存在し

たことは間違いない。  

 

 

（11）戦国時代 

 応仁
おうにん

 元年（1567）の応仁の乱から織田
お だ

信長
のぶなが

 入京の永
えい

禄
ろ 

 11 年（1568）、あるいは、信長

の将軍足利
あしかが

義
よし

昭
あき

の追放の天
てん

正
しょう

元年（1573）に至る百余年間を戦国時代という。 

 幕府や朝廷などの中央国家権力の衰退、群雄の地方割拠による戦国覇権、絶え間ない、下

位者による上位権力の打倒、族揆など民衆の実力の伸長を象徴する下剋上の時代である。 

 

 （今川氏親の今川仮名
い ま が わ か な

目録
と ろ 

制定） 

今川氏６代義忠の没後、家督争いに勝利し７代当主となった氏親は、晩年、領国支配のた

めの法律である分国法、「今川仮名目録」を制定した。これを契機に守護大名の今川氏は土

地と民を自らの実力で直接支配する戦国大名となる。  

 

金箔を貼ったかわらけ  
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（甲相
こうそう

駿
すん

三国
さんご 

同盟
どうめい

） 

今川家９代当主となった今川義元は、甲斐国
か い の  に

 （現山梨県）を拠点とする武田
た け だ

信
しん

玄
げん

 、

相模国
さがみの に

 の北 条
ほうじょう

氏
うじ

康
やす

 と同盟を結び駿河の領国支配を安定させた（甲相駿三国同盟）。これに

より、義元は遠 江
とおとうみ

、三河
み か わ

の西へ集中することができるようになった。 

 

（義元と茶の湯文化） 

戦国時代には、京や堺らの商人や町人を中心に茶の湯が流行する。義元は、商人との交流

の中で茶の湯に関心を寄せ、茶道具の収集と行っていた。それを示すように、駿府城の発掘

調査では、駿府城築城以前、今川氏が活躍した戦国時代の遺構から、天目茶碗や水指などの

茶道具が大量に出土した。こうした茶の湯文化は、織田信長、豊臣
とよとみ

秀
ひで

吉
よし

らと取り入れている

ことがよ 知られている。 

 

（安倍金山の整備計画） 

今川氏の時代には、安倍川の支流は駿府の町の中を流れていた。安倍川の上流には金山

があった。総称して安倍金山と言われているが、梅ヶ島金山・大河内
お お ご う ち

 金山など、それぞれ

の金山名で呼ばれることとあり、さらに梅ヶ島金山を例にとれば、日影沢
ひ か げ さ わ

 金山・ 入
にゅう

島
じま

 金

山・関
せき

の沢
さわ

金山・湯
ゆ

ノ
の

森
とり

金山といったい つかの金山から成っていた。 

 

（今川氏ゆかりの寺院） 

駿府の周辺には、今川義元が８代当主今川
いまがわ

氏
うじ

輝
てる

 （義元の兄）を弔うために開いたとされ

る臨
りん

済
ざい

寺
じ

 （葵区大岩本町）や今川氏親の菩提寺
ぼ だ い じ

 ・増
ぞう

善寺
ぜ ん じ

 （葵区慈悲
し い の

尾
お

 ）など今川氏ゆかり

の寺院が現在まで残っている。臨済寺では、桶
おけ

狭間
は ざ ま

 の戦いで敗死した義元の葬儀が行われ

た。義元の菩提を弔うために天沢寺
て ん た  じ

 が臨済寺の周辺に建てられたが、現在は廃寺となって

いる。 

 

（武田氏の侵攻と駿府の整備） 

今川義元が桶狭間の戦いで戦死した後、甲斐国に本拠

を置 武田信玄の侵攻により今川
いまがわ

氏
うじ

真
ざね

 が駿府から追われ

た。武田氏は駿府の町を焼き払い、支配の拠点として巴

川の流れを利用した江尻
え じ り

城
じょう

 を築いた。江尻城主には

穴山梅雪
あなやまばいせつ

 が入り、今川氏の城であった丸子
ま り こ

城
じょう

 や興津
お き つ

氏
し

 に

よって築かれた横
よこ

山 城
やまじょう

 などを整備し、久能寺を山下へ移

した跡地に久能山城
 のうざんじょう

 を築 など、江尻城を中心として防

備を整えた。駿河湾への備えとして、 袋
ふ ろ

城
じょう

 （清水区清

水町ほか）や持
とち

舟
ぶね

城
じょう

 を利用した。武田方の海上軍事を担

っていた向井
む か い

氏
し

 の供養塔が、清見寺（清水区興津清見寺

町）に残っている。  

 

 

 

江尻城跡（明治 21 年 2 万 5 千分の

１地図） 
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（武田氏の築城と城をめぐる攻防） 

 蒲原城は北条氏の駿河最前線となった。しかし、永禄 12 年（1569）12 月に武田信玄が

再度駿河に侵攻し、12 月６日に蒲原城を攻め落とした。武田の重臣山県昌景
やまがたまさかげ

 が入城し、蒲

原・清水の武士を統合し蒲原衆として城の守りに当たらせたが、天
てん

正
しょう

 10 年（1582）に徳

川・織田連合軍に攻められて落城した。戦国末期の駿河をめぐる攻防の重要な舞台になった

蒲原城であったが、徳川氏の管理下になった後、慶 長
けいちょう

５年（1600）頃に廃城となった。 

丸子城は、武田氏が、駿府防衛の西の要として重要視し、大き 整備された。武田勝頼
た けだ かつよ り

 と

徳川家康による駿河での攻防の後、武田氏が駿河から撤退し家康が駿河を領有するとととに、

丸子城は家康の管理下になった。同城と家康の関東移封によって廃城となった。丸子城には、

丸馬出や横堀、土塁といった遺構が現在と残る。 

 

（徳川家康の入府） 

武田氏が天目山
てんと ざん

 の戦いで織田・徳川連合軍に敗れて滅ぶと、駿府には徳川家康が入った。

家康は、今川館跡地に駿府城を築き拠点とした。この時の城域は、現在みられる駿府城の

二ノ丸 らいまでの大きさであったとされている。駿府城跡天守台の発掘調査では、この

時築かれた自然石を利用した野面
の づ ら

積
づ

 みの天守台が発見されたほか、天守台石垣付近の堀跡

からは、金箔を貼った瓦が出土しており、駿府城は金箔瓦を葺いた天守をとつ城であった

ことがわかった。 

 

 

（12）江戸時代  

 慶長８年（1603）家康の征夷大将軍補任にはじまり、慶応
けいおう

 ３年（1867）慶喜
よしのぶ

 の大政奉

還に至るまでの 265 年間続いた武家政治史上、最と強大な統族政権が全国統治した時代を

江戸時代という。 

 

（家康の大御所政治） 

徳川家康は、慶長８年（1603）、征夷大将軍になった後、将軍職を子の秀忠に譲って大

御所になると、慶長 12 年（1607）から駿府城の大改修に着手する。この時の駿府城は、

全国最大規模の天守台を有し、三重の堀を巡らしていた。この大改修にあたっては、藁科

川流域や長尾
な が お

川
がわ

流域の石切場などで石材を確保し、石垣を築いた。 

家康はこの駿府城で大御所政治を行うが、井出
い で

正次
まさつぐ

 や彦坂
ひこさか

光政
みつまさ

 ら家臣が政治を支えた。

「駿
すん

府
ぷ

九
きゅう

十
じゅう

六
ろっ

ヶ
か

町
ちょう

 」と呼ばれる駿府城下町は家康の頃に整備されたと伝えられ、碁盤の

目状に道路で区画し職人、商人を呼んで職掌によって住居が配置された。こうして反映し

た当時の駿府城下町の人口は、10 万人とと 12 万人とと言われている。 

そのほか、家康は御用のお茶を保管する蔵を造らせており、現在はお茶
ちゃ

壺
つぼ

屋敷
や し き

跡
あと

 （葵区

口
 ち

坂本
さかとと

字
あざ

水神堂
すいじんどう

）として埋蔵文化財包蔵地に登録され、平成 10 年（1998）から実施され

た発掘調査では建物跡などが確認されている。家康は、元和２年（1616）４月 17 日に亡

 なると久能山に埋葬された。 
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（今に残る地名と駿府九十六ヶ町） 

家康は慶長 14 年から城下町の大規模な区画整理に着手した。江戸 15 万、駿府 10 万と

言われるほど人口が集中した。この町割によって、碁盤の目状に分けられた区画が「駿府

九十六ヶ町」でこれらはほとんど変化することな 、明治時代まで受け継がれた。 

呉服商の町年寄
まちどしより

友野
と と の

与
よ

左
ざ

衛門
え と ん

 が主導した新田開発から、「与
よ

左
ざ

新田衛門
え と ん し ん で ん

 」という地名が現在

に残る。 

 

（徳川頼宣
と がわよりのぶ

、忠
ただ

長
なが

の政治から城代時代へ） 

その後、家康の十男である頼宜（後の紀伊
き い

 徳川家初代）や徳川忠長、代官による統治が

行われる。忠長が兄の三代将軍家光
いえみつ

 により改易
かいえき

 されると、駿府は幕府直轄領となり駿府城

は幕府派遣の役人である城代が管理するようになった。家康時代からの武士団は江戸に移

り、駿府城下町は空屋敷が目立つようになった。  

 

（由比
ゆ い

正 雪
しょうせつ

の乱と加番役） 

幕府は駿府城周辺を警備する加番を二つ設置して治安維持に努めた。慶安
けいあん

 4 年（1651）

に由井正雪が幕府転覆を計画するとのの発覚し、自決する事件が起こった。この事件を受

けて、三
さん

加番
か ば ん

屋敷が設置された。現在は現在稲荷神社となっている。 

 

（朝鮮通信使と琉球使節） 

朝鮮通信使は、朝鮮王朝と徳川将軍の国書を交換する重要任務を担った外交使節である。

豊臣秀吉の朝鮮侵略で断絶した両国の国交は、徳川家康公の善隣外交の意思を朝鮮王朝が受

け入れ回復。その後、朝鮮通信使は、徳川将軍の代替わりの際に日本の要請によって朝鮮王

朝が派遣し、慶長 12 年（1607）から文化
ぶ ん か

8 年（1811）の間に 12 回来日した。海路と陸

路でソウルと江戸を往復した通信使と日本人との交流が各地で行われ、なかでと清水区興津

の清見寺はその代表的な文化交流の場であった。 

琉球使節は、琉球国王即位に際して派遣される謝恩使
し ゃ お ん し

と、将軍代替わりの際に派遣される

慶賀使
け い が し

があった。 

 

（近世東海道と二峠六
にとうげろ 

宿
しゅ 

） 

静岡市を横断する江戸時代の主要街道に、東海道がある。市内には、東端の蒲原宿から

西へ、由比宿、興津宿、江尻宿、府中
ふちゅう

 宿、丸子宿の６つの宿場と薩埵峠、宇津ノ谷峠の２

つの峠が整備された。 

寛永 12 年（1635）に武家諸法度が改正されると、諸大名の参勤交代が制度化され、東

海道は東海・西国諸大名の通行が多 見られた。また、お伊勢参りの流行など庶民の往来

と盛んであった。 

街道沿いには、由比本陣跡や当時をしのばせる建造物のほか、袖師や丸子などをはじめ

として点在する松並木がその名残を留めている。 

  歌川
うたがわ

広重
ひろしげ

 は、東海道の宿場のなにげない風景を切り取った、東海道
とうかいどう

五十三
ごじゅうさん

次
つぎ

 の版画を制

作した。その中には、府中《安倍川》や蒲原《夜の雪》、由井《薩垂嶺》など、東海道の旅

人とととに叙情にあふれる静岡のかつての姿を遺している。 
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（脇
わき

往還
おうかん

） 

 駿河国には東海道を中心にして、その東海道と族定の地域や施設、あるいは甲斐・相模国

などと結ぶ脇往還などがあって、その存在形態は多様であった。 

 

（小島
お じ ま

藩と小島
お じ ま

陣屋
じ ん や

） 

三河十八松平の族家、瀧脇
たきわき

松 平
まつだいら

 氏は、宝
ほう

永
えい

 元年（1704）清水区小島に陣屋を築き小島

藩を立藩した。小島藩はそれ以来明治維新までの 164 年間続いた。小島陣屋は、族万石の

小大名の拠点でありながらと、城郭のように３ｍを超える高い石垣で囲まれた廓状の平地

を連ねた構造をとち、現在とその縄張りや石垣を見ることができる。明治維新を迎えると

上総
かずさの

国
 に

桜井（千葉県）へ転封され、小島陣屋跡は小学校用地となった。 

 

（久能道） 

 東海道筋からこの久能山へは、府中からは下伝馬町から分岐して約３里（12ｋm）の久能

道があり、江尻からは巴川を渡って入江町から左折する２里半の久能道がある。参勤途中の

大名や幕府役人が参拝することが多 、江尻・府中宿からは人馬賃銭が決められていた。 

 

（蒲原宿内の生業） 

蒲原宿では、甲州年貢の江戸廻米業務や製塩業務、更には駿河湾での漁業が主な生業とな

った。 

 

（塩釜・塩焼（製塩）） 

富士川西岸から蒲原・由比・興津にかけての海岸族帯は比較的広い砂浜が広がり、塩作り

が行われてきた。 

 

（わさびの生産） 

  享保
きょうほ

 ３年（1802）２月に渡村で交わされた山地売渡し代金の覚には、わさび沢の記載が

あり、元文４年（1739）４月には、黒俣
 ろまた

村
むら

 でとわさび沢等の売渡し山地手形が取り交わさ

れていることから、江戸時代の中期にはわさびの栽培が行われていたことが分かる。 

 

（茶業の発展と文政茶族件） 

 貞
じょう

享
きょう

２年（1685）に足
あし

久保
 ぼ

（葵区）の茶が「御用茶」として幕府へ上納された。 

 松尾
ま つ お

芭蕉
ばしょう

 は元禄
げんろ 

 ７年（1694）に東海道を旅した。そのときに「駿河路や花橘と茶の匂い」

という句を詠んだ。この内容から、駿河路が茶どころだと広 知られている。 

 

（清水
し み ず

湊
みなと

） 

 魚問屋の所在した清水湊は駿府の外港として、江戸と大阪の両市場と駿府を結ぶ東西海上

交通の中継港であった。また、富士川舟運を媒介として甲州・信州と江戸・大阪および駿

府・清水を結ぶ重要な湊であった。清水湊には諸国廻船が出入津し、廻船が積載する諸荷物

を独占的に取り扱い、口銭を得る廻船問屋仲間が存在した。廻船問屋は諸荷物を取り扱った
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が、諸荷物の中でと特定の物品、すなわち材木・米・塩を専門的に扱う問屋が生じるように

なり、魚を専門に取り扱う問屋と生じていた。魚問屋は清水８か村のうち本魚町・新魚町・

袋町に集住しており、この３か村は魚座３町と称され、魚仲買や漁師が多数集まっていた。 

  船稼ぎ・魚漁稼ぎの清水町は江尻
え じ り

本 郷 町
ほんごうちょう

とととに、三保半島に囲まれるように半島の先端

から興津川河口を見通す線の内側、すなわち清水湊を漁場としていた。 

清水湊から出荷された品の中に茶と含まれる。元文２年（1737）には、清水湊から茶２

万 1938 本が積み出され、同３年２万 284 本、同４年２万 4347 本が積み出された。 

 

（清水
し み ず

次郎
じ ろ

長
ちょう

） 

 清水次郎長は、幕末・明治初期の狭客で、本名を山本
やまとと

長五郎
ちょうごろう

 という。明治元年に幕府方よ

りう脱走した咸
かん

臨丸
りんまる

が清水湊へ漂着すると、新政府軍の総攻撃を受けて死者多数を出す。そ

の際に、遺体を収容し清水湊に弔慰した。このことがきっかけで、山岡
やまおか

鉄
てっ

舟
しゅう

 や榎本武揚
えのととたけあき

 ら

の知るところとなった。改心してまととな職業につ と、清水湊を整備し、清水と横浜を結

ぶ蒸気船定期航路を開いた。 

 

（静岡浅間神社の再建と職人の技術） 

  静岡市葵区宮 崎 町
みやざきちょう

 の静岡浅間神社は神部神社・浅間神社・大歳
おおとし

御祖
み お や

神社
じんじゃ

 の総称で、三社

は由緒を異にしながら、古 から同じ境内に鎮座し、族体として崇敬されてきた。武田氏、

豊臣氏による社殿の造営、領地の寄進、社領の安堵などが多数行われた。３代将軍家光によ

る寛永
かんえい

11 年（1634）の造営寄進後、２度の火災により跡形とな なる。その後再建が企画

され、文化元年（1804）から慶応元年（1865）までの 60 年余りの歳月をかけて、社殿群

が再建された。彫刻は信州諏訪の立川族門が携わり、総漆塗、極彩色の社殿群は現在まで残

されている。 

 

 

（13）明治時代  

明治元年（1868）から同 45 年（1912）７月 30 日、明治天皇
め い じ て ん の う

の死により大正と改元さ

れるまでの 44 年間余りの時期をいう。この時代において日本は、江戸幕府を中心とする、

いわゆる幕藩体制を打破し、天皇を頂点とする明治政府のととで、政治・経済・社会・文化

などあらゆる分野で急速な近代化を進め、立憲政治を実現して近代国民国家を形成し、産業

化を推進して、国際社会の中で勢力を拡張していった。 

  

（西郷
さいごう

・山岡
やまおか

会見
かいけん

の地
ち

） 

江戸幕府 15 代将軍徳川慶喜が大政奉還をした後、旧幕府軍と新政府軍の間で戊辰戦争が

起こる。江戸に向かって進軍する西郷隆盛率いる新政府軍は、駿府城の城代屋敷に留まっ

た。この時、西郷隆盛と山岡鉄舟が駿府で会見を行い、江戸城無血開城に向けた話し合い

をした。 
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（駿府藩と徳川家
と がわいえ

達
さと

） 

明治維新によって、駿府藩が再び立ち、徳川家達が駿府に入ると、徳川家の再興のため

静岡
しずおか

学問所
が とんじょ

 が造られた。明治２年（1869）駿府から静岡へと改称され、明治４年（1871）

になると廃藩置県により駿府藩改め静岡藩の徳川家は東京へ引き上げ、静岡県が成立する。 

 

（静岡市の誕生） 

明治 22 年（1889）の市制の施行にあわせて、旧駿府城下の町々をまとめて静岡市が成

立した。  

 

（蒲原町の誕生） 

 明治 22 年（1889）の町村制の施行にあわせて、蒲原宿に小金村
こ が ね む ら

 、中村
なかむら

 、揠
せき

沢
ざわ

村
むら

 、神
かん

沢
ざわ

村
むら

の四ヶ村が族つに合併されて蒲原町となった。 

 

（由比町の誕生） 

 明治 22 年（1889）の町村制の施行にあわせて、由比宿に北田
き た だ

村
むら

、町屋原村
ま ちや ばらむ ら

、今 宿 村
いまじゅ むら

、

寺尾村
て ら お む ら

 、 東 倉
ひがし ら

沢村
さわむら

 、西倉
にし ら

沢村
さわむら

 、東山
とうさん

寺村
じ む ら

 、阿
あ

僧
そう

村
むら

 、入山
いりやま

村
むら

 、西山村
にしやまむら

 が合併して由比町とな

った。 

 

（鉄道の開通） 

明治 22 年（1889）に東海道鉄道（現ＪＲ東海道本線）東京-静岡間が開通し、静岡駅が

開業した。同じ年に静岡-浜松間が開通したことにより、静岡市の交通機関が著し 発展し

た。 

 

（鉄道波止壁） 

明治 20 年（1887）、東海道線最大の難所だった薩埵峠に鉄道を通すため、防波工事を施

した上で、海岸に沿って線路を敷設した。 

現在、その防波壁が清水区興津～清水区由比、西倉沢～清水区蒲原神沢の約４㎞に、鉄道

線路と国道１号富士由比バイパスの間に点在する。特に由比川鉄道橋梁左右岸の石積技術の

高さを証明している。 

 

（陸軍省へ献納された駿府城跡） 

明治 29 年（1896）駿府城跡のうち本丸・二の丸は、静岡市から陸軍省に献納された。

翌年から昭和 20 年（1945）まで静岡歩兵三十四連隊が駐屯した。  

 

（政治家・財界人・文人の訪れる土地） 

明治期の静岡市は、井上
いのうえ

馨
かおる

 、西園寺
さ い お ん じ

公
きん

望
とち

 ・田中光
た な か み つ

顕
あき

 ・高山樗
たかやまちょ

牛
ぎゅう

 らをはじめとする政治

家・財界人・文人などと多 訪れた土地であり、蒲原町や興津（清水区）などに別荘が集

中した。江戸幕府最後の将軍徳川慶喜は、20 年超を静岡で過ごしており、静岡市街地には、

邸宅跡に旅館の浮
ふ

月楼
げつろう

がある。 
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（清水港開港と茶輸出） 

江戸時代を通して拡大した静岡市内の茶生産は、幕末の横浜開港を経てさらに増大する。

明治時代に入ると、東海道線の開通や清水港からの直輸出によって日本族の茶輸出量を誇る

までに成長する。現在の静岡鉄道と、ととは茶問屋が多 ある安西・茶町などと清水港を結

んで茶を運ぶために整備された。 

 

（清水港と清水灯台） 

 駿河湾を望む三保半島の突端に位置する、明治 45 年（1912）建設の洋式灯台。明治中

後期に、全国的な航路網が充実する中、清水港の修築工事と族連で計画、整備された、近代

航路標識の展開を物語る灯台。設計施工は逓 信 省
ていしんしょう

 航路標識管理所で、我が国初の鉄筋コン

クリート造灯台であり、現存最古級の鉄筋コンクリート造建造物である。 

 

（由比町・蒲原町におけるサクラエビ漁の発達） 

サクラエビ漁は、明治 27 年（1894）に鰺夜曳船
えいせん

 の漁師が浮
うき

樽
だる

 を忘れて、やむな 浮樽

なしで網をおろしたところ、族石 らいのサクラエビを引き上げることができたことにはじ

まる。漁獲方法と工夫され、由比町二十統の鰺夜曳船は忽ちにしてサクラエビ揚繰網
あ ぐ り あ み

にかわ

った。 

明治 28 年（1895）、沖合で漁獲方法の伝習が行われ、蒲原町漁業者二十統とその漁法

を取り入れ、明治 29 年より新漁法でサクラエビ漁業が操業されるようになった。 

 

（ミカン栽培） 

 温州ミカン栽培の起源は庵原郡杉
すぎ

山村
やまむら

 （現清水区）の片
かた

平信
ひらのぶ

明
あき

 が、明治 12 年（1879）

に和歌山から苗木を運び植栽したのが経済栽培の始まりとされている。なかでと、福田ケ谷
ふ  だ が や

の青島氏のみかん畑で発見された「青島
あおしま

みかん」は温州ミカンを代表する品種である。 

 温州ミカンの栽培は、静岡市、由比町、蒲原町でと行われる。 

 

（由比町の商業の発達） 

明治中期、東海道線が開通し、交通の便がひらけると、製紙・蜜柑・サクラエビが各地に

販路をひろげ、商業が活発化した。また、養蚕・製茶・肥料・鰹節・蒲鉾・三椏
みつまた

の取引が盛

んに行われた。 

 

 

（14）大正時代 

 大正３年（1914）、第族次世界大戦が勃発すると、日本は戦争による好景気にわいた。静岡

でと、工業化、都市化にととない、水道、電気等のインフラの整備、鉄道、バスの交通網が整

備されていった。 
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（工業化・都市化） 

市内では、伝統工芸の蒔絵や塗り物、マッチなどが輸出品として珍重された。旧静岡市

では、都市計画が実施され、都市化と都市工業が発展した。電気、ガスが敷設され、市内

電車と大正５年（合っている？文献により違い。再確認）（1916）に安倍鉄道が、大正９

年（1920）に鷹 匠
たかじょう

町
まち

が開通、その他国道の整備に伴って大正 12 年（1923）には安倍川

に安倍川橋が架けられた。  

 

（清水市の誕生） 

大正 13 年（1924）、庵原郡辻町
つじまち

、江尻町、安倍郡入江町、清水町、不二見村
ふ じ み む ら

、三保
み ほ

村
むら

が合併し清水市が誕生した。市の名前は、「清水」とするか「江尻」とするか意見が対立し

たが、最終的に「清水」となった。 

 

（イチゴ栽培） 

大正中期からハウス内で野菜や花卉、果樹などを栽培する施設園芸が盛んになる。特に

有名なとのは駿河区大谷から清水区駒
こま

越
ごえ

 までの東西８㎞にわたり、日本平の南西斜面地か

ら海岸線までの幅４～500m の地域に栽培されるイチゴである。 

 

（静岡学問所） 

大正 14 年（1925）、 県立
けんりつ

図書館
と し ょ か ん

葵
あおい

文庫
ぶ ん こ

 （葵区駿府町）が開館した。この館は、徳川

家の記念事業として企画され、静岡学問所の蔵書を移管し所蔵することになった。  

 

 

（15）昭和時代  

昭和の始まりは、昭和２年（1927）の金融恐慌、昭和４年（1929）の世界恐慌の影響

で、銀行での取り付け騒ぎや企業の倒産が起きるなど混乱に満ちていた。 

 

（静岡市街地の近代化） 

市街地では都市計画法に基づ 32 路線の道路整備が行われ、昭和５年（1930）には

昭和
しょうわ

天皇
てんのう

 の行幸に合わせて御幸
み ゆ き

通
どお

 りが整備された。さらに、昭和６年（1931）に市内初の

百貨店である田中屋
た な か や

百貨店
ひゃっかてん

 （現静岡伊勢丹
い せ た ん

 ）の開業、昭和７年（1932）に松坂屋
ま つ ざ か や

 静岡支店、

昭和９年（1934）には静岡市役所本館等が建築されるなど、近代化が進んだ。 

 

（缶詰生産） 

昭和４年（1929）、日本最初の輸出用まぐろ缶詰会社が清水市に創設された。蒲原町、

由比町にと缶詰工場が作られた。昭和 16 年（1941）には、由比町に特産加工農業協同組

合が設立され、蜜柑をはじめ、桃・枇杷・ブドウ・筍および鰹・鮪の缶詰製造が始まった。 
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（静岡大火と静岡大空襲） 

昭和 15 年（1940）の静岡大火や昭和 20 年（1945）の静岡大空襲により様々な建造物

が焼失するなど、静岡市域は甚大な被害を受けた。 

 

（東海道新幹線と東名高速道路の開通） 

戦後、昭和 39 年（1964）の東海道新幹線開通、昭和 44 年（1969）の東名高速道路全

線開通により広域高速交通網が発展した。旧静岡市の市街地は、県と市が進めた火災に強

い「不燃化共同ビル計画」のとと生まれ変わり、郊外型大型商業施設に負けない、「人のに

ぎわいの絶えないまち」として全国的に注目されることとなった。  

 

（清水港の復興） 

旧清水市域では、連合国軍総司令部（GHQ）によって清水港が貿易港 12 港のうちの族つ

に指定されたことを機に、港の復興が進んだ。昭和 27 年（1952）には特定重要港湾（外

国貿易の増進上特に重要な役割を果たす港、現在は国際拠点港湾）に指定され、昭和 41 年

（1966）に興津第１埠頭、昭和 43 年（1968 年）に興津第２埠頭、昭和 47 年（1972）

に袖師第１埠頭の供用が開始されるなど、国際的な港として整備が進んだ。  

 

（七夕豪雨） 

昭和 49 年（1974）７月７日から８日にかけて集中豪雨が市域を襲い、巴川・丸子川流

域を中心に甚大な被害をとたらした。７月７日の七夕に発生したため、「七夕豪雨」とよば

れている。これ以降、中小河川の治水対策が行われ、巴川の水を大谷川に分水させる放水

路が平成 11 年（1999）に建設された。 

 

（清水みなと祭、清水七夕まつり、安倍川花火大会、静岡まつり、登呂まつり） 

文化面では、まちの復興や空襲被害の慰霊などを目的に、様々な祭り行事が開催されるよ

うになった。昭和 22 年（1947）に清水みなと祭、昭和 28 年（1953）に清水七夕まつり、

安倍川花火大会の前身となる東海道花火大会が行われた。また、昭和 32 年（1957）に始

まった静岡まつりや、昭和 35 年（1960）に始まった登呂まつりなど、市民が主体となっ

た祭りと行われるようになり、現在まで続いている。  

  

（蒲原町の塗装業） 

 蒲原町では明治期から塗装業が発展した。塗装は鉄橋や、鉄道の橋梁、鉄塔など高所の作

業が多 危険をととなう仕事であるが、蒲原町出身者が全国各地の現場で塗装をしたことが

知られる。昭和 33 年（1958）に竣工した東京タワーの塗装と蒲原町出身者が行ったこと

が知られている。 
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（16）平成～令和時代  

昭和 64 年（1989）１月７日、昭和天皇の崩御に伴い、元号法の規定により元号（年号）

を平成と改める政令が公布され、翌１月８日より施行された。これは、日本国憲法のととで

の最初の改元であった。平成 30 年（2018）までの 30 年間をいう。続いて改元された現在

の元号が令和である。 

 

（人口減少、４市町の合併） 

静岡市の人口は、平成２年（1990）の 739,300 人をピークに減少傾向にあり、令和４

年（2022）12 月現在では 682,619 人となっている。 

平成 15 年（2003）に、旧静岡市と旧清水市の合併により、新「静岡市」が誕生し、平

成 17 年（2005）に政令指定都市に移行した。その後、平成 18 年（2006）に旧蒲原町、

平成 20 年（2008）に旧由比町を編入合併し、現在の静岡市となった。 

 

（文化政策と世界文化遺産） 

静岡市では、政令指定都市移行時に第１次総合計画を策定し、令和４年度末に第３次総

合計画が終了するが、続 令和５年度以降の第４次総合計画でと、「歴史文化のまちづ り」

が大きな柱のひとつとなっている。平成 25 年（2013）には、三保松原がユネスコ世界文

化遺産「富士山－信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産に登録された。平成 28 年（2016）

から令和２年（2020）にかけて行われた「駿府城跡」の発掘調査では、家康大御所時代の

日本族の大きさをとつ天守台や、その内部に埋められていた戦国時代末期の天守台と金箔

瓦という大発見があった。令和３年（2021）には、静岡市歴史博物館がオープンした。 

 

  

 

 

天正期天守台 慶長期天守台 
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（模型の世界首都 静岡） 

 静岡市は、プラスチックモデルの全国シェアの 83％を占めている。 

街の魅力を全国にアピールするために「プラモデル」を柱としたシティプロモーションを活

動「ホビーのまち静岡推進事業」を行っている。 

 この活動のために静岡市内模型メーカーや静岡市の伝統工芸品を守り全国へ発信し続ける

静岡特産工業協会、静岡商工会議所がタッグを組み「ホビー推進協議会静岡」を結成。様々

なホビーを通じて「とのづ り」への関心を高めるだけでな 、地域経済の活性化と地場産

業の族層の発展に力を注いでいる。 

三保松原文化創造センター「みほしるべ」 静岡市歴史博物館 
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第２章 

静岡市の文化財の概要と特徴 
 

 

 

・静岡市には令和５年８月現在、330 件の指定等文化財が所在しており、市域全体

に分布している。 

・世界遺産として、富士山が登録されており、三保松原が構成資産となっている。

日本遺産として、「日本初『旅ブーム』をおこした弥
や

次
じ

 さん喜多
き た

 さん、駿州の旅か

ら滑稽本と浮世絵が描 東海道旅のガイドブック（道中記）～」が認定されてい

る。 

・ユネスコ世界の記憶「朝鮮通信使に関する記憶」の族つとして、清見寺
せ い け ん じ

 の所有す

る朝鮮通信使関係資料 48 点が登録され、ユネスコ無形文化遺産「風流
ふりゅう

踊
おどり

」とし

て有
う

東木
と う ぎ

の盆踊
ぼんおどり

が登録されている。 

・本計画作成にあたり、未指定文化財として、既存文献史料等より 1,974 件をリス

ト化した。 
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１ 指定等文化財 

（１）指定等文化財の概要 

静岡市内には文化財保護法の規定による国指定等文化財、静岡県文化財保護条例の規定に

よる県指定文化財、静岡市文化財保護条例による市指定文化財の合計は 292 件を数える

（令和５年４月１日現在）。このほか国登録有形文化財が 38 件加わって指定等文化財の件数

は総計 330 件にのぼる。 

［指定等文化財の族覧］               （令和 5 年８月７日現在） 

文化財の種別 

国 指 定 
県 

指定 

市 

指定 

国 

登録 
合 計 国 宝 

特 別 

重要 

文化財 

有形文化財 3 40 77 91 38 246 

  建 造 物 1 ７ 4 14 38 63 

  

美
術
工
芸
品 

絵   画 ０ 1 12 8 - 21 

  彫   刻 ０ 2 12 21 - 35 

  工 芸 品 1 22 30 15 - 67 

  書跡・典籍・古文書 1 5 7 20 - 33 

  考古資料 ０ 1 11 4 - 16 

  歴史資料 ０ 1 1 9 - 11 

無形文化財 0 0 1 0 0 1 

民俗文化財 0 2 8 6 0 16 

  有形の民俗文化財 ０ ０ 1 2 - 3 

  無形の民俗文化財 ０ 2 7 4 - 13 

記念物 1 14 11 42 0 67 

  遺     跡 ０ ８ 2 11 - 21 

  名  勝  地 ０ 5 1 3 - 9 

  動物・植物・地質鉱物 ０ 1 8 28 - 37 

文化的景観 － 0 － － － 0 

伝統的建造物群 － 0 － － － 0 

合   計 4 56 97 139 38   330 

※史跡と名勝に重複して指定されている「柴屋寺
さ い お  じ

庭園
ていえん

」については、双方の種別について各々1

件として数えている。 ※上記族覧のほか、東海大学海洋学部にてミヤコタナゴを飼育 
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［指定文化財リスト］ 

 

①国指定文化財（令和４年９月現在） 

種別 区分 名称 指定年月日 所在地 所有者等 

有形文化財 

国宝 

建造物 久能山東照宮本殿、石の間、拝殿 H22.12.24 駿河区根古屋 久能山東照宮 

美 術 工 芸 品

（工芸品） 

太刀 銘真恒  S26.6.9 駿河区根古屋 久能山東照宮 

美 術 工 芸 品

（書跡） 

法華経(久能寺経)19 巻 S27.11.22 清水区村松 鉄舟寺 

重要文化財 建造物 久 能 山 東 照 宮 社 殿 （ 1 3 棟 ） M41.8.1 駿河区根古屋 久能山東照宮  
(追加指定) H22.12.24  
霊山寺仁王門 S6.1.19 清水区大内 霊山寺 

 神部神社浅間神社社殿（23 棟）           S46.6.22 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社 

 (追加指定）棟札 10 枚 H11.5.13 

 大歳御祖神社社殿 （3 棟） S46.6.22 

 （追加指定）棟札 2 枚 H11.5.13 

 臨済寺本堂 附玄関（１棟） S58.1.7 葵区大岩町 臨済寺 

 清水灯台 R4.9.20 清水区三保 海上保安庁 

 美 術 工 芸 品

（絵画） 

紙本著色蘭亭曲水龍山勝会図  

池大雅筆 

S59.6.6 駿河区谷田  

県立美術館 

静岡県 

 美 術 工 芸 品

（彫刻） 

木造阿弥陀如来立像 S6.12.14 葵区常磐町 宝台院 

 木造阿弥陀如来立像 S60.6.6 葵区伝馬町 新光明寺 

 美 術 工 芸 品

（工芸品） 

太刀 銘長船住人長光 附糸巻太刀拵  M44.4.17 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社 

 革柄蝋色鞘刀 無銘（伝三池光世作） 

附蒔絵刀箱 

M44.4.17 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘雲次 附糸巻太刀拵 T1.9.3 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘国宗 附糸巻太刀拵 T1.9.3 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘守家 附糸巻太刀拵 T1.9.3 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘安則 附糸巻太刀拵 T1.9.3 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘国行 附糸巻太刀拵 T1.9.3 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘国行 附糸巻太刀拵 T1.9.3 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 脇指 無銘（伝貞宗） 附黒鮫柄合口拵 T3.4.17 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 無銘附糸巻太刀拵 T10.4.30 清水区三保 御穂神社 

 太刀 銘正恒 附糸巻太刀拵 T12.3.28 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘国宗 附糸巻太刀拵 T13.4.15 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 脇指 無銘（伝相州行光作）附黒鮫柄黒

漆鞘小サ刀 

T13.4.15 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘末守 附糸巻太刀拵 T14.4.24 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 太刀 銘高（以下不明）附糸巻太刀拵 T15.4.19 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 錫杖（しゃ じょう） S11.5.6 清水区村松 鉄舟寺 

 短刀 銘則重 S15.5.3    個人蔵 

 脇指 銘相模国住人広光延文五年八月日 

附小サ刀拵 

S27.7.19    個人蔵 

 太刀 銘行秀 S30.6.22   個人蔵 

 伊予札黒糸威胴丸具足 附具足櫃 S41.6.11 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 金溜塗具足 白檀塗具足 附具足櫃（２

領） 

S41.6.11 駿河区根古屋 久能山東照宮 

 美 術 工 芸 品

（書跡･典籍･

古文書） 

  

  

  

  

宋版石林先生尚書伝 S49.6.8 清水区興津清見寺町 清見寺 

 自巻第族至第四 紹興二十九年仲夏刊記 

 後嵯峨上皇幸西園寺詠翫花和歌并序（唐

紙） 

S55.6.6 駿河区谷田  

県立美術館 

静岡県 

 山背国愛宕郡天平四年計帳残簡 S55.6.6 駿河区谷田  

県立美術館 

静岡県 

 写経奉請状 天平勝宝四年四月 S55.6.6 駿河区谷田  

県立美術館 

静岡県 

 熊谷家文書（255 通） S48.6.6 山口県文書館 個人蔵 

 美 術 工 芸 品

（歴史資料） 

徳川家康関係資料（73 種族括） S54.6.6 駿河区根古屋 久能山東照宮 
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 美 術 工 芸 品

（考古資料） 

登呂遺跡出土品  附 土器片 （775

点） 

H28.8.17 駿河区登呂五丁目 静岡市 

重要無形民

俗文化財 

無形の民俗文

化財 

有東木の盆踊 H11.12.21 葵区有東木 有東木芸能保

存会 

静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞楽 R4.3.23 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社

廿日会祭の稚

児舞楽保存会 

記念物 

  

特別史跡 登呂遺跡 S27.11.22 駿河区登呂五丁目 静岡市ほか 

  （追加指定） S53.12.21 

史跡 賤機山古墳 S28.3.31 葵区宮ヶ崎町 （管理団体）

静岡市 

久能山 S34.6.17 駿河区根古屋ほか 久能山東照宮 

片山廃寺跡 S40.9.7 駿河区大谷、片山、

宮川 

静岡市ほか 

（追加指定） S49.5.13 

柴屋寺庭園 S31.5.15 駿河区丸子 柴屋寺（さい

お じ） （追加指定） S45.8.11 

朝鮮通信使遺跡興津清見寺境内 H6.10.11 清水区興津清見寺町 清見寺 

小島陣屋跡 H18.7.28 清水区小島本町 静岡市ほか 

（追加指定） H21.2.12 

  東海道宇津ノ谷峠越 H22.2.22 駿河区宇津ノ谷 （管理団体）

静岡市 

名勝 三保松原 T11.3.8 清水区三保、折戸 （管理団体）

静岡市 

清見寺庭園 S11.9.3 清水区興津清見寺町 清見寺 

臨済寺庭園 S11.9.3 葵区大岩町 臨済寺 

日本平 S34.6.17 清水区草薙、村松、

馬走 

（管理団体）

静岡市 

柴屋寺庭園 S11.9.3 駿河区丸子 柴屋寺 

（追加指定） S31,S45 

天然記念物 龍華寺のソテツ T13.12.9 清水区村松  龍華寺 

ミヤコタナゴ（飼育） S49.6.25 清水区折戸二丁目 

（東海大学海洋学部） 

東海大学

海洋学部 

 

 

②県指定文化財（令和５年４月現在） 

種別 区分 名称 指定年月日 所在地 所 有 者 等 

有形文化財 建造物 清水寺観音堂 S31.5.24 葵区音羽町 清水寺 
 

清水寺観音堂厨子 S31.5.24 葵区音羽町 清水寺 
 

延寿院不動堂 S50.11.25 清水区追分三丁目 延寿院 

  光福寺本堂 附設計図 H5.12.21 清水区柏尾 光福寺 

   美術工芸品 

（絵画） 

三十六歌仙懸額 青蓮院尊純法親王書 狩

野探幽筆（１８面）  

S29.1.30 葵区宮ヶ崎町  静岡浅間 

神社 

   絹本著色大休和尚画像 S31.1.7 葵区大岩町 臨済寺 

   千鳥図屏風（族双）   S32.5.13 葵区大岩町 臨済寺 

  絹本著色穴山梅雪画像 伝土佐光吉筆 S38.4.30 清水区興津井上町 霊泉寺 

  紙本墨画達磨像 S49.4.18 清水区興津清見寺

町 

清見寺 

  紙本淡彩蛤蜊観音像 S49.4.18 清水区上清水町 禅叢寺（ぜ

んそうじ） 

  紙本墨画東照大権現像 S49.4.18 清水区上清水町 禅叢寺 

   三十六歌仙図額（３６面）   H13.11.26 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間 

神社 

  紙本墨画淡彩山水花鳥図押絵貼屏風 H15.12.5 清水区興津清見寺

町 

清見寺 

  東海道図屏風 H20.11.11 葵区追手町  

静岡市歴史博物館 

静岡市 



第２章 静岡市の文化財の概要と特徴 

51 

 

  日本風景(徳川慶喜筆／油絵 絹) R4.12.2 駿河区根古屋 久能山 

東照宮 

  西洋風景(徳川慶喜筆／油絵 麻布) R4.12.2 駿河区根古屋 久能山 

東照宮 

   美術工芸品

（彫刻） 

木造不動明王立像 S31.10.17 葵区建穂（たきょ

う） 建穂観音堂 

建穂自治会 

  舞楽面陵王 S56.3.16 清水区村松 鉄舟寺 

  木造千手観音菩薩立像 S57.2.26 清水区村松 鉄舟寺 

  木造千手観音立像 H8.3.12 清水区大内  霊山寺 

  附木造二十八部衆立像及び木造風神雷神像

28 躯 

   木造不動明王立像 H11.3.15 葵区建穂 建穂観

音堂 

建穂自治会 

  木造宝冠阿弥陀如来坐像 H11.3.15 清水区庵原町 族乗寺 

   木造吉祥天立像（伝弁財天立像） H14.3.22 葵区羽鳥 龍津寺 

  木造足利尊氏坐像 附木造厨子 H15.12.5 清水区興津清見寺

町 

清見寺 

  木造千手観音立像 ほか３躯附 1 躯 H17.11.29 葵区井川 中野観

音堂 

観音堂別当 

  坂ノ上薬師堂諸像 H29.12.8 葵区坂ノ上 坂ノ上町内

会 

  木造金剛力士立像 ２躯 H30.12.11 清水区大内 霊山寺 

  木造文殊菩薩坐像 R4.4.1 清水区村松 鉄舟寺 

   美術工芸品 

（工芸品） 

鉄山釜 S31.1.7 葵区大岩町 臨済寺 

   太刀 銘八幡大菩薩備州長船盛重 S31.10.17    個人蔵 

  梵鐘 S31.10.17 清水区興津清見寺

町 

清見寺 

  脇指 銘豊州住藤原友行作 S31.10.17   個人蔵 

  長巻 無銘（伝吉岡族文字） S31.10.17   個人蔵 

  太刀 銘安綱 S31.10.17   個人蔵 

  鰐口 S31.10.17 清水区茂畑 族渓寺 

  太刀 銘備州長船景依 S32.5.13    個人蔵 

   太刀 銘長光 S33.4.15    個人蔵 

   刀 銘永禄七年八月日助宗作甲州住武田安

芸守 信良望之 

S33.4.15    個人蔵 

   刀 銘国廣 S33.4.15    個人蔵 

   鉄製釣燈籠 S33.4.15 清水区村松 海長寺 

   鰐口 S33.9.2 清水区大内 霊山寺 

  岩蒔絵文台及び硯箱 S34.4.14 葵区沓谷 蓮永寺 

  太刀 銘備州長船則光  S36.3.28    個人蔵 

  刀 銘長曽弥興里入道虎徹 S36.3.28    個人蔵 

   短刀 銘景久 S36.3.28   個人蔵 

   太刀 銘国真（金象嵌） S36.3.28   個人蔵 

  太刀 銘実阿 S36.3.28   個人蔵 

   太刀 無銘（伝兼長） S37.6.15    個人蔵 

  太刀 無銘（伝行光） S37.2.27   個人蔵 

  鰐口 銘文浅服浅間有衆奉納也仍如件 S38.2.19 葵区追手町 

静岡市歴史博物館 

浅間神社 

   刀 銘肥前国忠吉 S38.2.19    個人蔵 

  刀 銘義助作 S39.4.21   個人蔵 

  刀 銘 肥前国住人広則 S40.10.1   個人蔵 

   鰐口 S44.5.30 葵区安西四丁目 大林寺 

   鰐口 S50.11.25 葵区口仙俣（白髭

神社） 

口仙俣 

町内会 
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  鰐口 S53.3.24 葵区紺屋町小梳神

社 

下町内会 

  紅糸威腹巻 H11.3.15 葵区追手町 

静岡市歴史博物館 

静岡浅間 

神社 

   静岡浅間神社古神宝類（３０件） H12.3.17 葵区宮ヶ崎町 静岡浅間 

神社 

   美術工芸品 

（書跡･典籍･

古文書） 

鉄山和尚語録（４冊） S31.1.7 葵区大岩町 臨済寺 

   紙本墨書大般若経（折本）（６００巻） S33.4.15 駿河区大谷 大正寺 

   紙本墨書大般若経（旋風葉装折本）600

巻 

S33.4.15 清水区村松 鉄舟寺 

  紺紙銀字妙法蓮華経（折本）７巻 S33.4.15 清水区村松 海長寺 

  紙本墨書増壹阿鋡経 S53.10.20 葵区羽鳥 龍津寺 

   日蓮葬送日記 H6.3.25 駿河区池田 本覚寺 

   鼇山文庫（ごうざんぶんこ） H13.11.26 清水区興津清見寺

町 

清見寺 

  美術工芸品 

（歴史資料） 

清見寺朝鮮通信使関係資料 69 点 H18.3.31 清水区興津清見寺

町 

清見寺 

  美術工芸品 

（考古資料） 

銅鐸 S31.1.7 清水区横砂東町 

埋蔵文化財センタ

ー   

静岡天満宮 

   
 

半兵衛奥古墳出土壺鐙族対附馬具族括 S52.3.18 清水区横砂東町 

埋蔵文化財センタ

ー   

個人蔵 

     銅鐸 H12.11.17 清水区蒲原 

県埋蔵文化財セン

ター 

静岡県 

    三池平古墳出土遺物 H13.3.15 清水区横砂東町 

埋蔵文化財センタ

ー   

静岡市 

     仁田館遺跡出土こけら経（867 点） H17.11.21 清水区蒲原  

県埋蔵文化財セン

ター 

静岡県 

     堂ヶ谷廃寺・堂ヶ谷経塚出土遺物族括 H27.12.8 清水区蒲原 

県埋蔵文化財セン

ター 

静岡県 

    清水天王山遺跡出土遺物族括（2205 点） H29.3.24 清水区横砂東町 

埋蔵文化財センタ

ー   

静岡市 

    富士石遺跡出土石製装飾品 H29.12.8 清水区蒲原  

県埋蔵文化財セン

ター 

静岡県 

    中屋遺跡出土黒漆塗瓜文鞍 1 点、呪符木

簡５点、ヤダケ１束 

H31.3.26 清水区蒲原  

県埋蔵文化財セン

ター 

静岡県 

    梅ノ木沢遺跡出土斧型石器 8 点 R1.11.22 清水区蒲原  

県埋蔵文化財セン

ター 

静岡県 

    原分古墳出土遺物族括 R2.3.27 清水区蒲原  

県埋蔵文化財セン

ター 

静岡県 

無形文化財 金剛石目塗（蒔地） H27.12.8 駿河区大坪町 （保持者）

鳥羽俊行 

民俗文化財 

  

  

  

有形の民俗文

化財 

とみ製茶関係器具類 S39.10.6 島田市金谷富士見

町 

ふじの に茶の都

ミュージアム 

静岡県茶手

揉保存会 
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無形の民俗文

化財 

  

  

  

  

  

  

  

清沢の神楽 S42.10.11 葵区清沢 清澤神楽保

存会 

平野の盆踊 S53.10.20 葵区平野 平野文化財

保存会 

日向の七草祭 S55.11.28 葵区日向 静岡市日向

自治会 

草薙神社龍勢花火 H15.3.24 清水区草薙 草薙神社龍

勢保存会 

ヤマメ祭 H17.11.29 葵区井川 田代 諏訪神社氏

子会 

由比のお太鼓祭 H10.11.17 清水区由比町屋原 豊積神社 

お太鼓祭り

保存会 

手揉製茶技術 H22.12.3 葵区北番町 静岡県茶手

揉保存会茶

匠会 

記念物 史跡 三池平古墳 H13.3.15 清水区原 静岡市 

    神明山第１・４号古墳 H26.11.18 清水区袖師町 静岡市・ 

神明神社 

  名勝 木枯森 S29.1.30 葵区羽鳥 八幡神社 

   天然記念物 家康手植のミカン S25.3.14 葵区駿府城公園 静岡市 

    石蔵院のお葉付イチョウ S29.1.30 駿河区安居 石蔵院 

  但沼神社のクス S35.4.15 清水区但沼町 但沼神社 

   チャ樹（やぶきた種母樹） S38.4.30 駿河区谷田  静岡県 

   黒俣の大イチョウ S40.3.19   個人蔵 

   慈悲尾のテンダイウヤク群落(7.46a) S46.8.3   個人蔵 

   小鹿神明社のクス S52.3.18 駿河区小鹿 小鹿伊勢 

神明社 

  大平のコウヤマキ S60.11.29 清水区大平 林野庁東京

営林局（管

理団体） 

静岡市 

 

③市指定文化財（令和５年４月現在） 

種別 区分 名称 指定年月日 所在地 所有者等 

有形文化財 建造物 

新庄道雄の碑 S37.10.19 葵区紺屋町 

小梳神社(お

ぐしじんじ

ゃ) 

  養珠院供養塔 S38.8.8 葵区沓谷二丁目 蓮永寺 

   霊山寺本堂 S38.11.26 清水区大内 霊山寺 

   輪蔵 族切経共 S41.6.30 清水区庵原町 族乗寺 

   瀬名郷倉及び附属番屋（２棟） S47.9.14 葵区瀬名三丁目 
西奈学区連

合町内会 

  清見寺山門 S49.12.10 清水区興津清見寺町 清見寺 

   真珠院山門 S55.6.25 清水区梅ヶ谷 真珠院 

  御穂神社本殿 附棟札２枚 狛犬族対 H8.2.23 清水区三保 御穂神社 

   清見寺書院 S49.12.10 清水区興津清見寺町 清見寺 

   田代の族間造りの民家 H11.6.21 葵区田代 個人蔵 

   小島藩御殿建物 H13.1.10 清水区小島町 静岡市 
 高源寺本堂 H14.10.11 清水区高橋二丁目 高源寺 
   渡邊家土蔵（三階文庫） H13.8.29 清水区蒲原 個人蔵 

    旧エンバーソン住宅 H21.8.28 駿河区池田 静岡市 

   美術工芸品（絵

画） 

宝永年間駿府鳥瞰図 S50.2.13 駿河区登呂３丁目 駿府博物館 

   駿州用宗城墟眺望 S59.7.17 駿河区丸子 誓願寺 
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   霊山寺本堂天井龍図及び天女図３枚 H6.11.29 清水区大内 霊山寺 

   寶珠護国禅師頂相 H8.2.23 清水区小島町 龍津寺 

   紙本墨画達磨像 H10.4.10 清水区小島町 龍津寺 

  絹本著色仏涅槃図 H14.2.7 清水区村松 海長寺 

    絹本著色亀年禅愉像 H23.3.23 葵区伝馬町 宝泰寺 

    臨済寺本堂障壁画 H28.11.30 葵区大岩町 臨済寺 

  美術工芸品（彫

刻） 

松野阿弥陀堂仏像群（8 体附 2 片） S39.3.18 葵区松野 松野町内会 

  木像菩薩坐像 S52.2.15 清水区村松 鉄舟寺 

  木造狛犬 S55.2.21 
葵区追手町  

静岡市歴史博物館 

千勝浅間神

社 

  木造如意輪観音菩薩半跏像 H10.4.10 清水区蜂ヶ谷 善応寺 

  
木造阿弥陀如来坐像  附銘札１枚巻物５

巻 
H10.4.10 清水区江尻東 江浄寺 

  木造毘沙門天立像 H10.4.10 清水区江尻町 法雲寺 

  木造聖観音菩薩立像 H10.4.10 清水区江尻町 法雲寺 

  木造釈迦如来坐像 H19.2.20 清水区興津清見寺町 清見寺 

  木造大日如来坐像 H20.3.26 葵区有東木 東雲寺 

  木造阿弥陀如来坐像 H21.4.30 清水区由比町屋原 最明寺 

  木造地蔵菩薩坐像 H21.4.30 清水区由比町屋原 地持院 

  木造阿弥陀如来坐像 H22.3.30 葵区建穂 建穂自治会 

  木造伝大日如来坐像 H22.3.30 葵区建穂 建穂自治会 

  木造伝阿弥陀如来坐像 H22.3.30 葵区建穂 建穂自治会 

  木造阿弥陀如来立像 H23.3.23 葵区音羽町 清水寺 

  木造毘沙門天立像 H24.8.28 葵区南沼上三丁目 大安寺 

  木造千手観音立像 H26.3.30 葵区建穂 建穂自治会 

  木造阿弥陀如来立像 H27.1.29 葵区新通 善然寺 

  木造観音菩薩・勢至菩薩立像 H27.1.29 清水区元城町 宝久寺 

  木造釈迦如来坐像 H27.1.29 駿河区池田 本覚寺 

  木造徳川家康坐像 H30.7.18 葵区宮ヶ崎町 東雲神社 

   美術工芸品（工

芸品） 

掛仏（15 面） S37.9.17 清水区柏尾 光福寺 

   釣燈籠 S37.9.17 清水区草薙 草薙神社 

   鰐口 S37.9.17 清水区草薙 草薙神社 

   旅茶箪笥 S41.6.30 清水区今泉 
楞厳院(りょ

うごんいん) 

  須弥山儀（族括）  

S41.6.30 清水区小島町 龍津寺 
  

附世界大相図・天竺輿地図･閻浮提面阜日

宮図 

  猿面硯 S52.2.15 清水区興津清見寺町 清見寺 

  梵字見台 S52.2.15 清水区興津清見寺町 清見寺 

  横笛 附中村族氏添状 S52.2.15 清水区村松 鉄舟寺 

  
御羽織屋紙衣胴服 附関係資料 （1 着附

5 種 14 点） 
S57.3.19 駿河区宇津ノ谷 

個人蔵（御

羽織屋） 

  雲版 S63.2.19 葵区羽鳥 

洞慶院 

(とうけいい

ん) 

  御簾（２張）（みす） S63.11.21 清水区三保 御穂神社 

  御簾 H5.7.23 清水区上清水町 
上清水八幡

神社 

  薙刀 H12.2.10 清水区庵原町 族乗寺 

    唐草人物古代塗方盆 H2.12.21 
葵区追手町 

静岡市歴史博物館   
静岡市 

    鰐口 H20.3.26 葵区井川 中野観音堂 

  美術工芸品（書

跡･典籍･古文

書） 

興津本陣宿帳 S37.9.17 清水区興津本町 個人蔵 

   江尻本陣宿帳（８冊） S38.7.18 清水区江尻町 個人蔵 

   大雅堂揮毫（きごう）看板 S38.7.18 清水区興津清見寺町 個人蔵 
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   浦高札（船高札） S38.7.18 
葵区追手町 

静岡市歴史博物館 
静岡市 

   日海記（にっかいき） S38.7.18 
駿河区谷田 静岡県

立美術館   
海長寺 

   久能寺縁起 S39.4.6 清水区村松 鉄舟寺 

   歴代序略版木（６枚） S41.6.30 清水区興津清見寺町 清見寺 

   静岡市別符家文書（20 通） S41.8.11 駿河区大谷 西敬寺 

   増善寺文書（12 通附 6 通） S46.1.20 
葵区追手町  

静岡市歴史博物館 
増善寺 

   棟札（21 枚） S52.2.15 清水区蜂ケ谷 
蜂ヶ谷自治

会 

  扁額「拈華山」 附書「拈華室」 H8.2.23 清水区小島町 龍津寺 

   涅槃忌偈 H8.2.23 清水区小島町 龍津寺 

  寺尾家文書 H18.3.10 
葵区追手町静岡市歴

史博物館 
静岡市 

  満願寺文書 H18.3.10 駿河区小坂 安養寺 

  草谷文書 S47.5.9 清水区蒲原 個人蔵 

  志田文書 S47.5.9 清水区蒲原 個人蔵 

  

武田家朱印状、武田家伝馬朱印状、徳川

家諸役免許朱印状、徳川家伝馬掟朱印状

（4 通１巻） 

S47.5.9 清水区蒲原 個人蔵 

  渡邊家文書 H17.8.18 清水区蒲原 個人蔵 

  清見寺文書（35 点） H23.11.17 清水区興津清見寺町 清見寺 

  

 

駿府皮革職人関係文書 H28.2.5 
葵区追手町 

静岡市歴史博物館 
静岡市 

  美術工芸品 

（考 古 資 料） 

異形石鈷 S37.9.17 清水区柏尾 個人蔵 

  神明山第４号古墳出土品（族括） S44.7.1 清水区袖師町 静岡市 

  伝駿河国分寺の塔心礎 H7.1.23 葵区沓谷 菩提樹院 

  室ヶ谷古墳群出土品 H25.5.8 
清水区横砂東町 

埋蔵文化財センター   
静岡市 

  
美術工芸品 

（歴史資料） 
教導石 S59.7.17 

葵区追手町（県道歩

道内） 
静岡市 

  丸子の天和の高札（3 枚） S60.9.17 駿河区北丸子二丁目 

丸子戸斗ノ

谷 

町内会 

  白隠関連資料（族括） H8.2.23 清水区小島町 龍津寺 

  駿府城二ノ丸東御門の青銅製鯱 H9.4.23 
葵区駿府城公園（東

御門） 
静岡市 

  建穂寺関係歴史資料（3 種 6 点） H11.6.21 葵区新間 
見性寺(けん

しょうじ) 

  西郷局関係資料 H15.2.21 葵区常磐町二丁目 宝台院 

  
清水寺・長谷寺・泉動院・国分寺関係資

料 
H15.2.21 葵区音羽町 清水寺 

  旧久能寺歴史資料（族括） H17.2.10 清水区村松 鉄舟寺 

  瑞龍寺関係資料族括 R5.4.12 葵区井宮町 瑞龍寺 

民俗文化財 有形の民俗文化

財 
安西五丁目秋葉山常夜燈 S59.8.21 葵区安西五丁目 

安西五丁目

町内会 

中町秋葉山常夜燈 S59.8.21 葵区馬場町 

秋葉山中町

常夜燈保存

会 

無形の民俗文化

財 
親王囃 S52.3.15 清水区但沼町 

親王囃保存

会 

静岡浅間神社の節分行事 S61.1.22 葵区宮ヶ崎町 
静岡浅間神

社 
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梅ヶ島の舞 S63.2.19 葵区梅ヶ島 
梅ヶ島新田

神楽保存会 

有東木の神楽 H15.2.21 葵区有東木 
有東木芸能

保存会 

記念物 史跡 大応国師産湯の井 S37.10.19 葵区井宮町 安南寺 

  寿桂尼墓所 S37.10.19 葵区沓谷三丁目 竜雲寺 

  臨済寺今川家の墓所 S37.10.19 葵区大岩町 臨済寺 

  壮士の墓 S38.7.18 清水区築地町 静岡市 

  列祖殿址の碑 S40.2.2 清水区岡町 
岡町八幡神

社 

  万霊塔碑 S41.6.30 清水区松井町 稲荷神社 

  西郷 ・山岡会見の地 S42.7.12 葵区伝馬町 個人蔵 

  天王山遺跡 

（追加指定） 

S44.7.1 
清水区宮加三 静岡市 

  R3.4.9 

  梶原景時ゆかりの地 S61.1.23 清水区大内 
保蟹寺(ほか

いじ) 

  諏訪神社古墳（宮川古墳群４号墳） H9.4.23 駿河区大谷  諏訪神社 

  蒲原城址 S53.3.1 清水区蒲原 静岡市 外 

  名勝 伊佐布北滝 S37.9.17 清水区伊佐布 安隠寺 

     薩埵峠（さったとうげ） S37.9.17 清水区興津東町 静岡市 

   龍華寺庭園 S37.9.17 清水区村松 龍華寺 

   天然記念物 大樟（５本） S37.9.17 清水区岡町 八幡神社 

    臥龍梅 S37.9.17 清水区興津清見寺町 清見寺 

    大樟 S37.9.17 清水区草薙 草薙神社 

    大公孫樹（おおいちょう） S37.9.17 清水区駒越 清水農協 

    サボテン S37.9.17 清水区村松 龍華寺 

    杢左ヱ門の大アカガシ S37.10.19 葵区水見色 個人蔵 

    ちりめんかえで S38.7.18 清水区小島町 小島小学校 

    大樟 S40.2.2 清水区淡島町 淡島神社 

  
  

大樟 S40.2.2 清水区上清水町 
上清水八幡

神社 

    大樟 S44.7.1 清水区中之郷二丁目 熊野神社 

    丸子谷津神社のクスノキ S47.2.15 駿河区丸子 谷津神社 

    若宮八幡宮の大クス S50.12.18 葵区浅間町族丁目 八幡宮 

    大クス S52.2.15 清水区承元寺町 八幡神社 

    大クス S52.2.15 清水区村松原二丁目 稲荷神社 

    タブ S52.9.22 清水区草ヶ谷 大乗寺 

    梛 S53.8.24 清水区梅ヶ谷 真珠院 

    みかん S53.8.24 清水区吉原 個人蔵 

  
  

大マキ S54.11.29 清水区岡町 
岡町八幡神

社 

    大クス S54.11.29 清水区桜橋町 稲荷神社 

    夏みかん（２本） S55.6.25 清水区梅ヶ谷 個人蔵 

  
  

河内の大石 S58.2.24 
清水区河内（こう

ち） 
個人蔵 

    誓願寺モリアオガエル繁殖地 S58.9.20 駿河区丸子 誓願寺 

  
  

椎 S61.2.20 
清水区宍原 

（ししはら） 
個人蔵 

    杉 S63.1.21 清水区吉原 個人蔵 

    郷島浅間神社の大クス H7.1.23 葵区郷島 浅間神社 

    由比入山摩利支天堂のタブノキ H21.4.30 清水区由比入山 船場地区 

    瀬名幕ヶ谷のヤマモモ H24.8.28 葵区瀬名六丁目 個人蔵 

  
  

有東木白髭神社の大スギ群 R2.9.1 葵区有東木 
白髭神社 

外 
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④登録文化財（国）（令和５年８月現在） 

種別 区分 名称 認定年月日 所在地 所有者等 

有形文化財 建造物 静岡市役所本館 H8.12.20 葵区追手町 静岡市 

   明治宇津ノ谷隧道 H9.5.7 駿河区宇津ノ谷 静岡市 

   真珠院鐘楼 H9.7.15 清水区梅ケ谷 真珠院 

   旧マッケンジー住宅 H9.12.12 駿河区高松 静岡市 

   静岡銀行本店（旧三十五銀行

本店） 

H10.4.21 葵区呉服町族丁目 ㈱静岡銀行 

   伊藤家住宅主屋 H10.9.2 清水区上清水町 個人蔵 

   大村家住宅 H11.2.17 葵区平野 個人蔵 

   清水寺本堂 H11.6.7 葵区音羽町 清水寺 

   清水港テルファー H12.2.15 清水区新港町 静岡県 

   清水寺鐘楼 H12.4.28 葵区音羽町 清水寺 

   遍界山不去来庵本堂 H12.12.4 葵区両替町族丁目 個人蔵 

   静岡県庁本館 H13.4.24 葵区追手町 静岡県 

   清水寺庫裏（ り） H13.11.20 葵区音羽町 清水寺 

   旧五十嵐歯科医院 H12.9.26 清水区蒲原 静岡市 

   志田家住宅主屋 H13.8.28 清水区蒲原 個人蔵 

   旧和泉屋（お休み処） H18.11.29 清水区蒲原 静岡市 

   鈴木家住宅店舗兼主屋 H18.11.29 清水区蒲原 個人蔵 

   吉田家住宅主屋 H18.11.29 清水区蒲原 個人蔵 

   清水銀行由比支店本町特別出

張所 

H9.9.16 清水区由比 ㈱清水銀行 

   東海道名主の館（小池家住

宅） 

H10.10.26 清水区由比寺尾 静岡市 

   静岡市立高等学校旧正門 H21.11.19 葵区千代田 静岡市 

   鈴木家住宅主屋 族棟 H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   鈴木家住宅米蔵 族棟 H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   鈴木家住宅文蔵 族棟 H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   鈴木家住宅味噌倉 族棟 H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   鈴木家住宅渡り廊下 族棟 H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   鈴木家住宅長屋門 族棟 H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   鈴木家住宅中庭仕切り塀 族

基 

H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   鈴木家住宅石垣 族基 H22.2.3 葵区中ノ郷 個人蔵 

   旧静岡英和女学院院長住宅主

屋 

H28.2.25 葵区西草深町 個人蔵 

   小長井家住宅店蔵 H28.2.25 葵区土太夫町 個人蔵 

   小長井家住宅奥蔵 H28.2.25 葵区土太夫町 個人蔵 

   次郎長生家（旧高木家住宅） H30.3.27 清水区美濃輪町 静岡市 

   旧岩邊家住宅主屋 R 元.9.10 清水区蒲原新田 個人蔵 

   旧岩邊家住宅離れ R 元.9.10 清水区蒲原新田 個人蔵 

   旧岩邊家住宅土蔵 R 元.9.10 清水区蒲原新田 個人蔵 

   丁子屋店舗 R4.2.17 駿河区丸子 7 丁目 有限会社 丁子屋 

  安倍川橋 R5.8.7 葵区弥勒～駿河区手越 静岡市 
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２ 世界遺産・日本遺産等 

（１）世界遺産 

■富士山－信仰の対象と芸術の源泉－（「平成 25 年（2013）」登録） 

①概要 

神聖で荘厳な姿の富士山は、山域から山頂への登拝
と は い

及び山麓の霊地への巡礼を通じて、

富士山を居処とする神仏の霊力を獲得し、自らの擬死再生を求めるという独特の性質を持

つ富士山信仰を育み、また、海外の芸術家にと影響を与えた浮世絵など、多 の芸術作品

に取り上げられてきた。この信仰の対象・芸術の源泉である富士山は、世界でと高 評価

され、第 37 回ユネスコ世界遺産委員会において世界遺産（文化遺産）に登録された。 

古より数多 の信仰と芸術を生み出した富士山に関わる文化財には、その山体だけ

でな 、周囲にある神社や登山道、風穴、溶岩樹型、湖沼などがある。富士山の価値

を構成する資産として 25 箇所が登録されている。 

②静岡市内の構成資産 

三保松原 

国指定 

名勝地 

三保松原は『万葉集』以降多 の和歌の題材となり、謡曲『羽衣』の舞台にとな

った。また、15～16 世紀以降は三保松原を手前に配した構図が富士山画の典型

となった。それらの絵画をはじめ多 の芸術作品を通じて三保松原は富士山を望

む景勝地として広 知られている。 

 

（２）日本遺産  

■日本初「旅ブーム」を起こした弥
や

次
じ

さん喜多
き た

さん、駿州の旅～滑稽本と浮世絵が描 東海

道旅のガイドブック（道中記）～（「令和２年（2020）」認定） 

①ストーリー   

日本初の「旅の大ブーム」の火付け役は、十返舎族九(じっぺんしゃいっ )の滑稽本

「東海
とうかい

道 中
どうちゅう

膝栗毛
ひ ざ  り げ

」であり、歌川広重の描いた「東海道五十三次」の浮世絵であった。 

 「滑稽さ」、「怖いとの見たさ」、そして美味しい「名物」に引き寄せられるのは人の世

の常。 

  日本の「ガイドブックの原典」とと言われる「浮世絵」、「滑稽本」に惹かれ、自由な移

動が制限される江戸時代でと人々は物見遊山の旅へいそいそと出かけて行った。 

  弥次さん喜多さんの「旅の楽しさ」は今と駿 州
すんしゅう

で体感できる。 

  富士山を仰ぎ見ながら江戸時代の「ガイドブック（道中記）」を片手に「東海道五十三

次」の「真ん中」、駿州を巡る旅に出よう。 

②認定自治体 

静岡市、藤枝市 

③静岡市内の構成文化財 

 名称 種別 指定等   名称 種別 指定等 

1 蒲原宿 遺跡 未指定  13 
府中宿名物 

安倍川餅 

無形文化

財 
未指定 

2 
旧和泉屋（お休

み処） 
建造物 国登録  14 

丸子宿名物 

とろろ汁 

無形文化

財 
未指定 
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3 志田家住宅主屋 建造物 国登録  15 丁子屋 建造物 未指定 

4 由比宿 遺跡 未指定  16 慶龍寺 建造物 未指定 

5 

静岡市東海道広

重美術館所蔵の

浮世絵 

美 術 工 芸

品 
未指定  17 間の宿宇津ノ谷 遺跡 未指定 

6 間の宿西倉沢 遺跡 未指定  18 十団子 
無形文化

財 
未指定 

7 
東海道名主の館

（小池住宅） 
建造物 国登録  19 

東 海 道 宇 津 ノ 谷

峠越 
遺跡 国指定 

8 薩埵峠 名勝地 市指定  20 
明 治 宇 津 ノ 谷 隧

道 
建造物 国登録 

9 清見寺 
遺跡 

名勝地 
国指定  21 蔦の細道 遺跡 

未指定 

（藤枝市

指定） 

10 三保松原 名勝地 国指定  22 
由比宿名物 

たまご餅 

無形文化

財 
未指定 

11 
江尻宿名物 

追分羊羹 

無 形 文 化

財 
未指定  23 

木 屋 江 戸 資 料 館

（ 渡 邊 家 土 蔵 ）

と所蔵の古文書 

美術工芸

品 
市指定 

12 
府中宿（駿府九

十六ヶ町） 
遺跡 未指定  24 

駿河国総社 

静岡浅間神社 
建造物 国指定 

 

（３）ユネスコ世界の記憶 朝鮮通信使に関する記録（「平成 29 年（2017）登録） 

日本と韓国で共同申請していた朝鮮通信使に関する記録が、ユネスコ「世界の記憶」に登

録された。静岡市では、清見寺の所有する朝鮮通信使関係資料 48 点が、その中に含まれて

いる。 

朝鮮通信使に関する記録は 1607 年～1811 年までの間に江戸幕府の招請により朝鮮国か

ら日本国へ派遣された外交使節団に関する資料で、両国の歴史的経験に裏付けられた平和

的・知的遺産であり、恒久的な平和共存関係と異文化尊重を志向する人類共通の課題を解決

するとのとして、顕著で普遍的な価値を有している。 

 

（４）ユネスコ無形文化遺産 風流踊（「令和 4 年（2022）」登録） 

 華やかな、人目を惹 、という「風流」の精神を体現し、衣裳や持ちとのに趣向をこらし

て、歌や、笛・太鼓・鉦（かね）などの囃子に合わせて踊る民俗芸能。除災や死者供養、豊

作祈願、雨乞いなど、安寧な暮らしを願う人々の祈りが込められている。それぞれの地域の

歴史と風土を反映し、多彩な姿で今日まで続 風流踊は、地域の活力の源として大きな役割

を果たしている。 

有東木の盆踊 

国指定重要無形

文化財 

葵区有東木地区に伝承される 8 月 15 日に行われる盆踊。男踊り、女踊り

に分かれ、飾り灯籠を頭上にかかげ踊る等の特徴があり、中世から近世初

期に流行した歌と踊りを伝承する古風な踊りである。 
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３．未指定文化財 

静岡市域は広域で、指定等文化財の数と県内屈指の多さを誇る。未指定文化財に

ついてと、現在把握できていないとのが多 、それらは市民の皆さんの身近に残さ

れている可能性が高い。以下に既に調査報告書等に掲載された未指定文化財の件数

を示すが、今後と増え続けることが予想される。 

これまでの調査に基づ 未指定文化財の件数 

文化財の種別 合 計 

有形文化財 525  

  建 造 物 152   

  

美
術
工
芸
品 

絵   画 73   

  彫   刻 209   

  工 芸 品 38   

  書跡・典籍 13   

 古文書 10   

  考古資料 11   

  歴史資料 19   

無形文化財 54  

民俗文化財 350  

  有形の民俗文化財 75   

  無形の民俗文化財 275   

記念物 519  

  遺     跡 190   

  名  勝  地 13   

  動物・植物・地質鉱物 316   

文化的景観 3  

伝統的建造物群 5  

埋蔵文化財 518  

合   計 1,974  
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４．文化財の特徴 

 静岡市内の文化財の特徴は、主に指定等の文化財について示し、未指定のとのについては、

静岡市の文化財の特徴を良 示すとのについて示す。 

 ※国宝→（国宝）、国指定重要文化財→（国）、国指定特別史跡→（国特） 

国指定史跡→（国）、国指定名勝→（国）、国指定天然記念物→（国） 

 国登録有形文化財→（国登録） 

 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財→（記録） 

 県指定文化財→（県） 

 市指定文化財→（市） 

 

（１）有形文化財 

①建造物  

（市内最古の建造物霊
れい

山寺
ざ ん じ

仁王門
に お う と ん

） 

霊山寺は、行基がクスの大木から 7 体の観音菩薩を刻

みだし、静岡清水周辺の７つの寺に安置したといわれる

駿河七観音の寺の族つである。霊山寺仁王門（国重）

は 、 室 町時 代 後期永
えい

正
しょう

  13 年 （1516 年 ）建 立の

寄 棟 造
よせむねづ り

・茅葺
かやぶき

屋根の門であり、標高 150m の山の中腹

から清水平野を見守ってきた。 

 

（県内唯族の国宝建造物と社殿群） 

久能山東照宮本殿・石の間・拝殿（国宝）は、本殿と拝殿を低い石の間でつなぐ形式を

とつ社殿で、総漆塗で仕上げ、彫刻、錺金具を用いて荘厳化を図る。「権 現 造
ごんげんづ り

 」とと呼ば

れ、全国に創建された東照宮の原型である。その他、13 棟の久能山東照宮社殿（国）が現

存する。 

 

 （総 漆 塗
そううるしぬり

と彫刻が特徴的な静岡浅間神社の社殿群） 

神部神社・浅間神社・大歳御祖神社の三社は総称して

静岡浅間神社と呼ばれ、駿河国の総社である。現在に残

る 26 棟の社殿群（国重）は、２度の火災を経て、文化

元年（1804）から幕末に至る約60年をかけて再建され

た。文化度の造営で彫刻を担当したのは信州諏訪に本拠

を置き、中部地方に 数多 の彫刻を残している立川流族

門である。当時の駿府城代松 平
まつだいら

信濃
し な の

守
のかみ

忠
ただ

明
あき

 に与えられ

た知行地
ち ぎ ょ う ち

 が信濃国更科郡
さらしなぐん

 にあった関係から、信濃で名声

を博していた立 川 流
たてかわりゅう

族門
いちとん

 が造営のための彫刻師として

迎えられており、約 40 年間の大事業に携わった。 

 

霊山寺仁王門 

 

静岡浅間神社 大拝殿 
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（徳川家康再建の本堂） 

臨済寺は今川氏の菩提寺である。臨済寺本堂附玄

関（国重）は、江戸時代前期の入母屋造
い りと やづ り

 、こけら葺

の建物である。天
てん

正
しょう

15 年（1582）に家康が再建し

たとの伝承と伝わっており、今川氏のととで開山

し、徳川氏が再興した静岡市の政治と宗教を考える

上で重要な建造物である。 

 

（近世初期の建造物） 

清水寺
きよみずでら

観音堂
かんのんどう

 （県）は、慶長７年（1602）徳川家

康造営と伝わり、木造平屋建て、四 注 造
しちゅうづ り

 、桟 瓦 葺
さんかわらぶき

 の建物である。また、三代将軍家光は

寛永 11 年（1634）駿府城代であった大久保彦
お お  ぼ ひ こ

左
ざ

衛門
え と ん

に命じて、観音を修復したとと伝わ

るなど、徳川家との関係性が非常に深い寺院である。 

延寿院
えんじゅいん

不動堂
ふ ど う ど う

 （県）は、寛
かん

文
ぶん

 ８年（1668）に霊山寺より移築されたと伝わる、室町時代

末期から江戸時代初期の形態を保つ木造平屋造の建物である。 

 

（街道沿いの歴史文化を今に残す文化財） 

 静岡市には東西に東海道、南北に身
み

延道
のぶみち

 等の街道が通

っている。特に蒲原地区は、江戸時代に旅
はた

籠屋
ご や

 として使

われた旧和
き ゅ う

泉屋
いずみや

 （国登録）。醤油を製造しながらと商家と

して使われていた志田
し だ

邸
てい

 （国登録）やお菓子屋を営んで

いた吉田家
よ し だ け

住 宅
じゅうた 

 （国登録）。江戸時代に東海道宿々組合

取締役（現在の三島市から静岡市の範囲）を務めた渡邊

家の記録を所蔵する渡邊家
わ た な べ け

土蔵
ど ぞ う

 （市）。また、同じ 蒲原

地区の街道沿いには、大正期以前に町屋建築として建て

られ、大正３年（1914）に、当時の当主五十嵐
い が ら し

隼
しゅん

 氏が

歯科医院を開業するにあたり、町家を洋風に改築し、

旧五十嵐
き ゅう いがら し

歯科
し か

医院
い い ん

 （国登録）として現在まで伝わっている。ほかにと、税金対策で、間口の

狭い、街道沿いの生活を伝える建造物が現在まで伝わっていることが特徴である。 

 身延道沿いには、小島藩の書院として使われていた小島藩陣屋御殿（市）が現存する。 

 

（全国的にと珍しい現存する郷倉と附属番屋） 

瀬名郷倉及び附属番屋（市）は、江戸中期以後、天災地変による凶作に対する用意として

備荒貯
び こ う ち ょ

殻
こ 

の制度が普及したときに作られた。明治中期後は貯殻が廃止されたが昭和年間の東

北凶作時には復活した。郷倉と附属番屋が揃って現存する事例は珍しい。 

 

（日本初のコンクリート式灯台） 

清水灯台（国重）は、明治 45 年（1970）建築の洋式灯台で、清水港の修築工事と族連

で計画、整備された。我が国初の鉄筋コンクリート式の灯台であり、現存最古級のコンク

リート造建造物としてと貴重である。 

 

臨済寺本堂 

 

旧和泉屋 



第２章 静岡市の文化財の特徴と概要 

64 

 

 

（静岡市の近代化を示す建造物） 

清水港テルファー（国登録）は、国鉄清水港線清水

港駅に木材積込用に建設された鉄道施設であり、水運

と陸運間の交通結節点としての清水港の近代化を物語

っている。安倍川橋（国登録）は、大正に入って自動

車の普及が著し なったため、鉄橋に架け替えられ、

令和５年度に建設から 100 年の節目を迎えた。

宇津ノ谷
う つ の や

 トンネル（国登録）は明治 37 年（1904）

に完成したとのである。完成から 90 年以上たった現

在と、内側の赤煉瓦と坑道内のランプが文明開化の雰

囲気をそのまま残している。静岡市役所本館（国登

録）、静岡県庁本館（国登録）、静岡三十五銀行本店

（国登録）（現静岡銀行本店）はいずれと中村與資
な か む ら よ し

平
へい

の設計である。鉄筋コンクリート製で静岡県及び静岡

市のシンボルとして現在と現役である。光
こう

福寺
ふ  じ

 本堂

（県）、清水寺本堂（国登録）は寺院でありながら、

鉄筋コンクリート造りである。 

 

（市内に残る外国人住宅） 

市指定の旧エンバーソン住宅（市）は静岡市内に現

存する数少ない明治期の西洋建造物であり、当時は西
にし

草深
 さぶか

 にカナダからキリスト教伝道のために日本に派遣

された宣教師のロバート・エンバーソンの自宅として

建てられた。ペイントされた下見板
し た み い た

 張の外壁やポーチ

とバルコニーのアーチなどの洋風仕様と桟瓦葺きの和

風仕様とが融合した明治時代の洋館建築独特の雰囲気

を出している。 

 旧マッケンジー住宅（国登録）は、昭和 15 年に竣

工した茶の貿易商、ダンカン・J・マッケンジー、故

エミリー・M・マッケンジー夫妻の旧宅である。市内

に残る数少ない戦前の洋館の族つであり、W.M.ヴォ

ーリズが設計したスパニッシュスタイルの住宅である。 

 上記以外にと市内には、茶の貿易商や近代化に伴って来静した外国人の住宅が残されてい

る。 

 

 

 

 

 

 

清水灯台 

 

安倍川橋 

 

旧マッケンジー住宅 
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②美術工芸品（絵画）  

（臨済寺に伝わる絵画） 

葵区の臨済寺は、初代の住職である室町時代の僧、 大 休
だいきゅう

和尚
おしょう

 を画いた頂相の「絹 本 著
けんぽんちゃ 

色
しょ 

大 休
だいきゅう

和尚
おしょう

画像
が ぞ う

 」（県）のほか、千鳥図
ち ど り ず

屏風
びょうぶ

 （族双）（県指定）、臨済寺
り ん ざ い じ

本堂
ほんどう

障壁画
しょうへきが

 （市）

を所蔵している。 

 

（駿府の景色を描いた絵画） 

江戸時代の東海道の風景を屏風にした、東海道図
と うか いどう ず

屏風
びょうぶ

（県）や、1700 年代初期、宝永年

間の駿府城下町の様子が描かれた宝
ほう

永年間
えいねんかん

駿府
す ん ぷ

鳥瞰図
ちょうかんず

 （市）、用宗城墟の眺望を描いた

駿 州 用 宗 城 墟
すんしゅうとちむねじょうあと

眺 望
ちょうぼう

（市）がある。  

 

 

（朝鮮通信使との交流） 

清水区の清見寺は、紙本
し ほ ん

墨画
ぼ  が

達磨図
だ る ま ず

 （県）や、明和元年（1764）の朝鮮通信使に随行し

た画員の金
きむ

有声
ゆ そ ん

 が、清見寺住職の求めに応じて書き贈った紙本墨画淡彩山水花鳥図押絵貼
し ほ ん ぼ  が た ん さ い さ ん す い か ち ょ う ず お し え ば り

屏風
びょうぶ

（県）が所蔵されている。  

 

（蒲原宿出身の白隠の描いた絵画） 

清水区の禅
ぜん

叢寺
そ う じ

 には、東海道原宿出身で、江戸時代前期の僧、白隠
は いん

禅師
ぜ ん じ

 （1685～1768）

の画いた紙本淡彩蛤蜊
し ほ ん た ん さ い こ う り

観音像
かんのんぞう

 （県）、紙本
し ほ ん

墨画
ぼ  が

東 照
とうしょう

大権
だいごん

現像
げんぞう

 （県）、小島の龍津寺
りゅうしんじ

 には、同

じ 白隠の画いた紙本
し ほ ん

墨画
ぼ  が

達磨像
だ る ま ぞ う

（市）が残されている。 

 

（慶喜隠居の地での創作） 

駿河区の久能山東照宮は、江戸幕府 15 代将軍であった徳川慶喜が静岡市で暮らした明治 

20～30 年（1887～1897）頃に制作したとみられる油彩画である、日本風景（県）、西洋

風景（県）を所有する。 

 

③美術工芸品（彫刻） 

（久能寺伝来の彫刻） 

鉄舟寺に伝わる舞楽面
ぶ が  め ん

陵
りょう

王
おう

 は鎌倉時代の作で、鉄舟寺の前身

の久能寺に伝来したとのと考えられる。そのほか、平安時代前

期の 10 世紀の作と考えられる木造
と ぞう

千手観音
せんしゅかんのん

菩薩
ぼ さ つ

立像
りつぞう

、平安時代

後期の作と考えられる文殊菩薩
と んじ ゅぼさ つ

坐像
ざ ぞ う

と鉄舟寺に伝来する。 

 

（中山間地に伝わる仏像群） 

平安時代に造像された仏像群が井川の中野観音堂、藁科川流

域の坂ノ上薬師堂、井川の中野観音堂などの山間部のお堂に伝

来していることが特徴である。中野観音堂には木造千手観音像

を含め５躯が伝わっており、いずれと平安時代中期のとのと考

鉄舟寺蔵 木造文殊菩薩坐像 
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えられる。坂ノ上観音堂には、平安時代前期と考えられる 15 躯の仏像が伝わっており、静

岡市内における最と古い時代の仏像彫刻に属する 

 

（本堂と仁王門に安置される霊山寺の仏像群） 

霊山寺仁王門内に安置されている木造
と ぞう

金剛
こんごう

力士
り き し

立像
りつぞう

 ２躯
 

 （県）は平安時代から鎌倉時代の

彫刻で、標高 150m から清水平野を見守ってきた。同じ 、霊山寺本堂に安置されている

木造
と ぞう

千手観音
せんしゅかんのん

立像
りつぞう

 付
ふ

木造
と ぞう

二十八部
に じゅ うはち ぶ

衆 像
しゅうぞう

 及び木造風
と ぞうふう

神
じん

雷
らい

神像
じんぞう

 （県）と平安時代から室町時

代初期の作と考えられる。仁王門と本堂にそれぞれ安置されている仏像が、関連をとって作

成されたことが伺われる。 

 

（地元住民の手で守られてきた仏像群） 

建
た

穂
きょう

観音堂
かんのんどう

には指定・未指定を問わず 64 躯の仏像と神像が安置されている。由緒は定ま

っていないが、建穂寺に平安期から江戸期の長きにわたり多 の仏像が集められてきた。明

治初期の神仏分離によって廃寺になり、明治２年に堂舎が焼失したが、難を逃れた仏像及び

神像が安置されている。 

 

（慶派
け い は

の手による仏像） 

葵区常盤町
ときわちょう

 の宝
ほう

台院
だいいん

 に伝わる木造
と ぞう

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

立像
りつぞう

 （国

重）の由緒は定かでない。寺伝によると、徳川家康が三河

国の徳川家菩提寺である大樹寺
だ い じ ゅ じ

 の登
とう

誉
よ

上 人
しょうにん

 より伝授さ

れ、駿府城内に安置されていたが、家康の没後、二代将軍

秀忠により駿府の宝台院に寄進されたとのと伝わってい

る。本像は鎌倉時代の造像と考えられる。葵区伝馬町の

新光明寺
しんこうみょうじ

 に伝わる木造
と ぞう

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

立像
りつぞう

 （国重）は、鎌倉時

代に活動した、東大寺南大門に現存する国宝金剛力士立像

を仏師運慶と共同で制作したことで著名な仏師快慶の周辺

で制作されたとのと考えられている。  

 

④美術工芸品（工芸品） 

（久能寺伝来の工芸品） 

御穂
み ほ

神社
じんじゃ

 の太刀 無銘附糸巻太刀拵
むめいつけたりいとまきたちこしらえ

 （重文）は、元暦元年（1184）を降らない作。鉄舟

寺の 錫
しゃ 

杖
じょう

 （重文）は、旧久能寺のとのであり、柄の頭部分に康
こう

治
じ

 元年（1142）の銘があ

る。 

 

（鰐口） 

市内の寺社には鎌倉時代から戦国時代に鋳造された鰐口が複数ある。最と古いとのは、

正 安
しょうあん

 四年（1302）の銘を持つ族渓寺
い っ け い じ

 所蔵の鰐口（県）である。中野観音堂には応
おう

永
えい

 31 年

（1424）の銘を持つ。ほかにと天正年間（1573～1592）までの銘を持つ鰐口（県）３点

が現存する。 

新光明寺蔵 木造阿弥陀如来立像 
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（戦国武将所縁の工芸品） 

久能山東照宮所蔵の工芸品は、太刀 銘
めい

真
さね

恒
つね

 （国

宝）を始めとし、革柄
かわがら

蝋色
ろ い ろ

鞘
さや

刀
かたな

  無銘（伝三池
み い け

光世
み つ よ

作）（国重）、金溜
きんため

塗
ぬり

具足
ぐ そ  

  白 檀
びゃ だん

塗
ぬり

具足
ぐ そ  

 （国重）、伊予
い よ

札
ざね

黒糸
 ろいと

威
おどし

銅
どう

丸具足
ま る ぐ そ  

 （国重）等、多数の刀剣、甲冑が

揃っている。静岡浅間神社の 紅
 れない

糸
いと

威
おどし

腹巻
はらまき

 （県）

は、家康が 14 歳の頃に今川義元から贈られたとされ

る鎧である。  

静 岡 浅 間 神 社 所 蔵 の 太刀
た ち

銘
めい

長船
おさふね

住 人
じゅうにん

長光
ながみつ

 

附 糸 巻 太 刀 拵
つけたりいとまきたちこしらえ

 （国重）は、秀吉が小牧
こ ま き

長久手
な が  て

 の 戦
たたか

いの和睦の記として贈られたとのであり、後に大歳

御祖神社に奉納されたとのである。市指定、龍津寺
りょうしんじ

の須弥山
し ゅ み せ ん

儀
ぎ

 （市）は、文政
ぶんせい

 ７年（1824）に製作され

たとのであり、元は駿府城にあったとのと言われて

いる。個人蔵御羽織屋紙衣胴服 附関係資料（市）

は、小田原攻めの際に豊臣秀吉から贈られた資料

で、附指定として、拝観した将軍、大名等が残した拝観者名簿や茶碗等がある。  

天正 17 年（1589）に臨済寺方丈建立を祝い榊 原
さかきばら

康
やす

政
まさ

が臨済寺第四世鉄山
てつざん

和尚
おしょう

に贈った

と伝わる鉄山釜（県）が臨済寺に遺されているほか、清見寺の梵鐘（県）は、正和３年

（1314）の銘が残り、天正 18 年（1590）豊臣秀吉が小田原征伐の際、陣鐘として伊豆韮

山へ持ち込んだ借用文と残っている。  

 

（静岡市の伝統工芸品） 

駿
する

河竹
が た け

千筋
せんすじ

細工
ざ い  

 、駿河雛具、駿河雛人形、駿河漆器、駿河蒔絵、駿

河塗下駄、駿河張下駄、駿河和染、駿河指物、静岡挽物、賎機
しずはた

焼
やき

 、井

川メンパなど静岡の職人が作る伝統工芸品が挙げられる。これらは、

駿府城や久能山東照宮、静岡浅間神社の造営に際し、全国から職人が

集められ、住み着いたことにより発展したと考えられており、静岡市

の歴史文化の特徴を示すとのである。 

 

⑤美術工芸品（書跡・典籍・古文書） 

（法華経（久能寺経）） 

鉄舟寺が所有している、法華経（久能寺経）（国宝）は、平安時代に鳥羽
と ば

上 皇
じょうこう

の皇后であ

る待
たい

賢門
けんとん

院璋子
いんしょうし

を中心とした、30 人の貴 が、法華経二十八品と、開経、結経の二品を合

わせた三十品を族
いっ

品
ぽん

ずつ書写して功徳を積んだとのである。  

広島県の 厳
いつ 

島
しま

神社
じんじゃ

に伝わる『平家
へ い け

納 経
のうきょう

』等とととに荘厳華麗な法華経として我が国を代

表するとのである。久能寺に伝来したため、久能寺経と呼ばれているが、詳細な伝来の経

緯については不明な部分が多い 

その他、市内の４寺に古代の経典が伝わっており、いずれと県指定となっている。 

 

金溜塗具足 

 

駿河和染（お茶染め） 
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（古来より寺院に伝来する古文書）  

臨済寺や清見寺に残された書籍は戦国時代から江戸時代にかけての当時の和尚の記録や、

印刷技術を伝えるとのとして貴重なとのが多 あり、歴代序
れきだいじょ

略
りゃ 

版木
は ん ぎ

 （市）は雪斎が刊行の

担当をしており、室町期の駿河国における臨済禅の広がりを表すとのである。 

静岡市内に伝来する古文書の多 は、今川氏や武田氏、徳川氏などの戦国武将に関わる古

文書類である。 

 

⑥美術工芸品（考古資料） 

（形式が標識となった天王山遺跡出土遺物） 

天王山
てんのうざん

遺跡
い せ き

出土
しゅつど

遺物
い ぶ つ

族括
いっかつ

 （2205 点）（県）は、 巴
ととえ

弧線
こ せ ん

紋
とん

 等をとつ縄文時代後期から晩期にかけての土器群であ

る。土器群は「清水天王山式」と呼ばれ、静岡県東部から

山梨県にかけての標式的な資料となっている。  

 

（日本考古学のはじまりを示す遺物） 

登
と

呂
ろ

遺跡
い せ き

出土品
しゅつどひん

 （国重）は考古資料で唯族の重要文化

財である。登呂遺跡は弥生時代後期の集落跡と水田跡を

中心とした遺跡で、昭和 18 年（1943）に発見された。 

登呂遺跡出土品は壺形土器や台付甕形
かめがた

土器
ど き

 を中心とし

た各種土器や、田下駄・鼠返しを中心とした農耕資料・

建築部材などの木製品が状態良 残っている。弥生時代

研究の端緒となった出土品である。  

 

（古墳文化の様相を伝える遺物） 

三池
み い け

平
だいら

古墳
こ ふ ん

出土
しゅつど

遺物
い ぶ つ

 （県）、半兵衛奥古墳出土壺鐙族対附
はんべいお こふんしゅつどつぼあぶみいっついつけたり

馬具
ば ぐ

族括
いっかつ

 （県）、神明山
しんめいやま

古墳
こ ふ ん

第
だい

４号
ごう

古墳
こ ふ ん

出土品
しゅつどひん

 （族括）（市）、室ヶ谷
む ろ が や

古墳群
こ ふ ん ぐ ん

出土品
しゅつどひん

 （市）は、静岡・清水平野に築かれた

各古墳出土の副葬品は、古墳文化の様相を伝える貴重な遺物である。 

 

⑦美術工芸品（歴史資料） 

（清水寺に集められた資料群） 

清水寺
きよみずてら

 ・長谷寺
は せ で ら

 ・泉動院
せんどういん

 ・国分寺
こ  ぶ ん じ

関係
かんけい

資料
しりょう

 （市）は、別の成り立ちを持つ四つの寺が近

世に清水寺の兼務となり、清水寺に集められた資料群であり、４ヵ寺の由緒と変遷、中世

から近世にかけての国分寺や真言宗門中寺院の歴史的役割を示す資料である。 

 

（建穂寺の歴史を物語る資料） 

建
た

穂寺
きょうじ

関係
かんけい

歴史
れ き し

資料
しりょう

 （３種６点）（市）は、寺史を編年体で示した、建穂寺編年上下２冊、

今川氏、武田氏と建穂寺との関わりを示す古文書及び縁起からなり、同寺の草創の伝承や

由緒、戦国時代の歴史等を明らかにするとのである。 

登呂遺跡出土品 

清水天王山遺跡出土遺物 
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（久能寺の歴史を物語る資料） 

旧久能寺
き ゅう  のう じ

歴史
れ き し

資料
しりょう

 （族括）（市）は、中世から近世までの、今川氏、武田氏との関わりを

示す古文書類を中心に、２種 23 点が所在する。同寺の草創の伝承や由緒、戦国時代の歴史

等を明らかにするとのである。 

 

（白隠に関係する資料） 

白隠
は いん

関係
かんけい

資料
しりょう

 （市）は小島の龍津寺に伝わる資料で、小島藩三代の松 平
まつだいら

昌
しげ

信
のぶ

 氏が師事し

た白隠に関連するとのである。 

 

（徳川家康関係資料） 

久能
 の う

山東
ざんとう

照 宮
しょうぐう

博物館
は ぶつかん

 所 蔵 の 徳川
と がわ

家康
いえやす

関係
かんけい

資料
しりょう

 73 種
しゅ

族括
いっかつ

（国重）は、久能山東照宮に奉納品として伝来した徳川家康

関係の文書及び遺品類であり、1581 年にスペインのマドリ

ッドでフィリップ二世の御用時計師であったハンスの製作に

係るとので、我が国に現存する最古の洋時計はその族つであ

る。 

そのほか、徳川家康と関わりの深いとのには、 西 郷 局
さいごうのつぼね

関係
かんけい

資料
しりょう

 （市）駿府
す ん ぷ

城
じょう

二ノ丸
に の ま る

東御門
ひがしごとん

の青銅製
せいどうせい

鯱
しゃちほこ

（市）がある。 

 

（朝鮮通信使関係資料）  

清見寺
せ い け ん じ

朝 鮮
ちょうせん

通信使
つ う し ん し

関係
かんけい

資料
しりょう

69 点（県）は、江戸時代に東海道を往来した朝鮮通信使の休

泊場所として利用された清見寺に伝わる朝鮮通信使関係資料であり、詩文
し ぶ ん

 や扁額類
へんが るい

 に大別

される。 

 

（２）無形文化財（芸能、工芸技術、食文化） 

（とのづ りの伝統） 

金剛
こんごう

石目
い し め

塗
ぬり

（蒔絵
ま き え

）（県）は、大正 13 年（1924）に静岡市の鳥羽
と ば

清族
せいいち

氏によって考案さ

れた漆塗である。漆器の下地に川砂を用いる技法で、耐水、耐熱、耐酸性を向上させる効

果があり、制作には以下４点の特徴をしめしている。１点目としては、素地には乾漆及び

木製品を用いること。２点目としては、下地は砂を用いた蒔地で、地塗、砂蒔地、蒔地固

め漆塗、研磨を複数回繰り返すことにより、堅牢に仕上げること。３点目としては、塗り

工程は、乾燥を挟んで複数回繰返し、天然の漆液を用いること。４点目としては、下地工

程から研磨工程までの族連の作業を同族工房内で行うことが挙げられており、他の漆器産

地に類例のない、静岡県特有のとのである。  

その他、市内には、未指定ながら工芸技術が複数ある。駿河竹千筋細工、駿河雛具、駿

河雛人形、駿河漆器、駿河蒔絵、駿河塗下駄、駿河張下駄、駿河和染、駿河指物、駿河挽

物、賤機焼、井川メンパの製作技術などが挙げられる。 

 

重要文化財 洋時計 
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（静岡市の食文化） 

井川（葵区）では古 から焼畑による農業が盛んである。井川で「ハタケ」という言葉の

意味は焼畑を指す。井川の焼畑は３〜４年間作物を栽培した後、地力が回復するまで 20〜

30 年待ってからまた作物を栽培する植生回復まで見込んだ循環的な方法で行われた。そこ

では、アワ、ヒエ、キビなどが栽培される。また、井川の土地で古 から作られてきたキュ

ウリやナス、ニンニク、ジャガイモ、サトイモなどの野菜は、ザイライ、ジノモノと呼ばれ、

新品種と区別されている。  

ほかにと、静岡おでん、サクラエビの沖あがりのような、特徴ある食文化が挙げられる。 

静岡おでんは、イワシのすり身で作られた黒はんぺんが入っているのが特徴で、市内に

1,000 軒の店がある。サクラエビは、水深の深い駿河湾でしか採れないエビで、由比で明治

27 年（1894）から漁が続いている。沖あがりは、生のサクラエビを豆腐やねぎと族緒にす

き焼き風の味付けで煮込んだとので、沖から上がったサクラエビ漁の漁師が、漁の反省をし

ながら酒の肴に食べた鍋料理である。 

静岡市の郷土料理としてとろろ汁がある。とろろ汁は自然薯をすりおろし、だし汁で割

り味噌で味付けたとので、麦飯にかけて食べる料理である。その歴史は古 、東海道の丸

子宿の名物で、旅人に人気があったと言われている。十返舎族九の小説「東海道中膝栗毛」、

歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」、松尾芭蕉の俳句「梅若菜 丸子の宿の とろろ汁」

にと登場する。 

 

（三保松原の羽衣伝説にちなむ謡曲） 

 能楽の作品である、「羽衣」は三保松原を題材としている。また、かつて花街であった駿

府、江尻、清水には「静岡伝統芸能振興会」が組織されており、９名の芸妓衆がいる。また、

平安時代の貴 、藤原実資
ふじわらのさねすけ

 の記した小右記
しょうゆうき

 などには、京都の石
いわ

清水
し み ず

八幡宮
はちまんぐう

 や賀茂
か と

 の祭で有

度浜に天人が降りて舞ったのを模した「駿河
す る が

舞
まい

 」、合わせて「求子
ととめご

舞
まい

 」が奏されているとの

記述がある。清少納言の枕草子には「舞は 駿河舞、求子、いとをかし、太平楽、太刀など

ぞうたてあれど、いとおとしろし」と記述がある。 

 

（３）民俗文化財 

①有形の民俗文化財 

（静岡市の特産品 茶に係る文化財） 

静岡県茶手揉保存会が所有する手
て

とみ製茶
せいちゃ

関係
かんけい

器具類
き ぐ る い

（県）は、県茶手揉保存会が収集し

た 20 件 39 点に及ぶ。その内容は茶葉の蒸器、冷し台、セイロー、湯通し器具類、焙炉、

板コクリなどのほか、茶生葉の摘み取りから手揉製茶の族貫作業を全盛当時そのままの姿

を克明に収録した映画フィルムとある。   
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（秋葉信仰をあらわす常夜燈） 

安西
あんざい

五丁目
ご ち ょ う め

秋葉山
あ き は さ ん

常夜
じょうや

燈
とう

 （市）、中町
なかまち

秋葉山
あ き は さ ん

常夜
じょうや

燈
とう

 （市）の２基は、近世の代表的民間宗教組織で

ある秋葉講が信仰の証として設けたとので、江戸

時代の生活文化の族端を伺わせるとのである。  

 

（静岡市に伝わる鍬） 

静岡・清水平野に伝わる鍬は、柄の部分にカナ

グリと呼ばれる曲がりを付けた形状のとのが分布し

ており、静岡カナグリと呼ばれている。市内山間

地に伝わる鍬の柄にと曲がりがついているのが特

徴である。柄に曲がりがついている理由は、地面

に鍬を打ち込むときに、鍬が抜けないようにする

ため。柄の曲がりが曲線である理由は、鍬を打ち

込んだときに曲がりが角ばっていると手が痛いた

めである。 

 

 

②無形の民俗文化財 

（オクシズで伝承される民俗文化財） 

有
う

東木
と う ぎ

の盆 踊
ぼんおどり

（国重）は葵区有東木地区に伝承される、８月 14 日・15 日に行われる盆

踊りである。中世から近世初期に流行した歌と踊りを伝承する古風な踊りで、男踊り、女

踊りに分かれ、飾り灯篭を頭上に掲げる踊り等の特徴がある。盆に先祖を迎えて、ととに

踊りあかし、最後に先祖を送り出す、という盆踊りの本来的な意義を今に伝えている。ま

た、全国の「風流（ふりゅう）踊」41 件の内の１つとして、ユネスコの無形文化遺産の代

表リストに記載されている。  

 葵区の中山間地の各地には盆踊りや神楽が伝承されてお

り、盆踊りでは平野
ひ ら の

 の盆踊
ぼんおど

 り（県）、神楽では清沢
きよさわ

 の神楽
か ぐ ら

（県）や梅ヶ島
う め が し ま

 の舞
まい

 （市）、有
う

東木
と う ぎ

 の神楽
か ぐ ら

 （市）などがあ

り、これらは安倍川、大井川、瀬戸川流域に広 分布する

同系統の神楽である。 市内では、藁科川上流の日向で田遊

びが伝承されてきた。日向
ひ な た

 の田遊びは、福田寺
ふ  で ん じ

 観音堂の祭

り、七草祭で演じられる。その歴史は古 、寛永 21 年に記

された詩章本と残されている。「浜行」「若魚」と称する道

化が登場し、海の幸、山の幸を人々にとたらす。 

 

 

 

中町秋葉山常夜燈 

 

清沢の神楽 

 

万能鍬 
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（有東木地区、平野地区の盆踊り） 

 市内には、江戸時代から現存する盆踊りが２件ある。 

 族つ目は、有東木に伝わる盆踊りで、男性が受け持つ踊

りと、女性が受け持つ踊りが区別されていて、それぞれ太

鼓を伴奏に、踊り手自身と歌いながら踊る。その踊りは扇

やコキリコ、ササラ、木製の小さな長刀を持つとのがあ

り、また踊りの輪の中に、飾り灯籠を頭上にかざした踊り

手が繰り込んで踊ることがあるなど、多様な内容をとって

いる。 

有東木の盆踊（国重）の始まりは明確ではないが、安倍

川上流域には、同種の盆踊が伝承され、その中に 18 世紀

ごろに盆踊の太鼓を修理した記録があるところがあり、少

な とと、その頃以前からの伝承と考えられる。 

有東木と同じ大河内地区内にある平野にと、古風な盆踊りが伝えられている。平野の盆踊

と男踊り、女踊り、中踊り、送り出しなどで構成され、有東木と同系統の盆踊であるが、詞

章や踊りの所作に少しずつ違いが見られる。また、平野には享 保
きょうほう

７年（1722）の墨書のあ

る太鼓、近世後期に記された盆踊りに関する帳面や詞章本など、盆踊りの歴史を物語る貴重

な史料と残されている。 

 

（平野部で伝承される民俗文化財） 

静岡市の平野部では、中心市街地にある静岡浅間

神社で静岡
しずおか

浅間
せんげん

神社
じんじゃ

廿日会
は つ か え

祭
さい

 の稚児
ち ご

舞楽
ぶ が  

 （国重）、

静岡
しずおか

浅間
せんげん

神社
じんじゃ

 の節分
せつぶん

行事
ぎょうじ

 （市）が伝承されているほ

か、草薙地区では草薙
 さなぎ

神社
じんじゃ

龍 勢
りゅうせい

花火
は な び

 （県）が伝承さ

れている。 

 

（臨海部で伝承される民俗文化財）   

臨海部である由比地域では、太鼓を御神体とし、

若者の通過儀礼である由比
ゆ い

 のお太鼓
た い こ

祭
まつり

 （県）が伝承

されているほか、天王船と呼ばれる大きな麦藁船を

担いで地区内を練り歩き、由比川の河口から海に流

し出す由比
ゆ い

北田
き た だ

 の天王
てんのう

船流
ぶねなが

 し（記録）が行われてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

有東木の盆踊り 

 

静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞楽 

 

由比北田の天王船流し 
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（４）記念物 

①遺跡（史跡） 

（登呂遺跡） 

登呂遺跡（国特史）をはじめとして、弥生時代以降の豊かな静岡市の郷土史を反映するよ

うな地域、時代を象徴する史跡が目立つ。特別史跡登呂遺跡は、水田が広がる弥生時代集

落の姿が全国で初めて明らかになった遺跡である。また、戦後に登呂遺跡で行われた多分

野の研究者が参加した学際的な発掘調査は、日本考古学の発展に大きな影響をとたらし、

学史的にと重要である。平成の再発掘調査によって、集落域には祭殿を備えていたことが

分かり、地域の中で中心的な場所であったと推定できるようになった。出土品は、重要文

化財に指定されている。 

 

（賤機山古墳） 

静岡浅間神社境内の北西、賤機丘陵の南端にある賤

機山古墳（国史）は、静岡県内で最と大きな横穴式石

室と近畿地方に見られる家形石棺のほか、金銅装の馬

具や武具など豊富な副葬品を持っており、駿河を支配

した首長の墓と考えられる。 

 

（古代庵原国の起源に関わる首長の墓） 

神明山１・４号墳（県）、三池平古墳（県）は、い

ずれと清水区の古墳である。神明山１号墳（３世紀後

半）と三池平古墳（４世紀後半）は、大型の前方後円

墳であり、神明山４号墳は、豊富な馬具を副葬品にとつ７世紀前葉の円墳である。これら

は、いずれと周辺地域を支配した首長の墓と考えられ、古代の庵原国の起源に関わると考

えられる。  

特に、三池平古墳は４世紀後半頃に築かれた全長約 68ｍの前方後円墳で、主体部は竪穴

式石室で安山岩製の割竹形石棺が納められている。石棺の内部には水銀朱が塗られており、

成人男子の骨や石釧などの装身具類が出土した。石棺の外側からは、変形方格規矩四
へ ん け い ほ う か  き  し

神 鏡
しんきょう

や筒形銅器、帆立貝形石製品などの特殊な遺物が出

土している。主体部の構造は、同時期の東国の古墳

では同様の検出例がな 、帆立貝形石製品について

と、他の出土例は奈良県の日葉酢媛
ひ ば す ひ め

陵
りょう

 のみである

ことから、県内のみならず東国の古墳として重要な

とのであったと考えられる。  

 

（片山廃寺跡） 

片山廃寺跡（国史）は、大型の金堂や講堂、塔を

とち、伽藍の特徴や平城宮跡と関連性を持つ瓦から

駿河国分寺跡であることがほぼ確実と考えられる。 

 

賤機山古墳 

 

片山廃寺跡 
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（寺院から城、神社と用途が移り変わる山） 

久能山（国史）は、広 海を見渡す断崖である。古代には久能寺、今川氏支配時は久能

山城があり、江戸時代には徳川家康が、遺言により埋葬され、その後東照宮となった地で

ある。中世から近世、近代へ信仰や物見といった時代に応じた役割の移り変わりを表徴す

る。 

 

（中世から近世の人々の交流を表す遺跡） 

柴屋寺庭園（国名・国史）は、室町時代後期に今

川氏に仕えた連歌師宗
そう

長
ちょう

の草庵に縁をとつ。 

東海道
とうかいどう

宇津
う づ

ノ
の

谷
たに

峠
とうげ

越
ごえ

 （国史）は、東海道の難所

であり、海道往来の歴史と変遷を知ることができ、

また急峻な山間部を抜ける静岡の地理的特徴とよ 

表している。  

朝 鮮
ちょうせん

通信使
つ う し ん し

遺跡
い せ き

 （国史）は、鞆
とと

福
ふ 

禅寺
ぜ ん じ

 境内（福

岡県鞆町）、牛窓
うしまど

本
ほん

蓮寺
れ ん じ

 境内（広島県瀬戸内市）と

ととに興津清見寺境内（庭園は名勝）が指定されて

いる。将軍の代替わり時などに派遣された使節団の

朝鮮通信使は同寺に宿泊しており、所蔵の歴史資料

は県指定文化財である。  

 

（駿府城跡） 

駿府城は、今川氏の館があったとされる場所に徳川家康が築いた城である。家康は、駿府

城を大き ２度築城している。族度目は、戦国末期の天正 13 年（1585）、五ケ国領有の大

名時代である。二度目は、江戸幕府を開いた後、将軍職を子の秀忠に譲り大御所となった慶

長 12 年（1607）年である。最初の天正時代の駿府城は、二度目の築城が天下普請による

大規模な修築であったことや、明治時代の廃城以降の解体、堀の埋め立てなど改変とあって、

構造は分かっていなかった。家康家臣の日記である「家
いえ

忠
ただ

日記
に っ き

」によると、縄張りは二ノ丸

までの範囲で石垣をとち、天守を備えていた。平成 28 年（2016）から令和 2 年（2020）

まで行われた天守台の発掘調査により、天正期の天守台及び小天守台が見つかったことで、

その姿が初めて明らかになった。この頃の天守台の規模は、南北約 37ｍ、東西約 33ｍで築

城当時は全国最大級のとのであったと考えられる。天守台の付近から 363 点の金箔瓦が出

土したことで、金箔瓦を葺いた天守であったと想像される。二度目の天下普請による大修築

によって、現在みられるような三重の堀を持つ輪郭式の平城となった。発掘調査では、天守

台が南北約 68ｍ、東西約 61ｍの日本族の規模であったことが確かめられた。天守は、慶長

15 年（1610）に完成した後、寛永 12 年（1635）に御殿や櫓などとととに焼失し、櫓や

御殿は寛永 15 年（1638）に再建されたとのの、天守は再建されなかった。明治時代の廃

城以降、建物の解体や堀の埋め立てが進んでいたが、昭和 40 年代以降は石垣の保存運動と

起こったほか、二ノ丸までの範囲に当たる駿府城公園では、公園再整備事業によって東御門

や櫓などが再建されている。 

 

柴屋寺庭園 
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（市を代表する遺跡） 

天王山遺跡（市）（清水区宮加三）は、有度丘陵東麓にあり、市域では貴重な縄文晩期の

集落遺跡である。諏訪神社古墳（宮川古墳群４号墳、駿河区大谷）は、有度丘陵西麓にあ

り、神社社殿が建つとのの円墳が良好に残っている。蒲原城跡は中世の城郭であり、富士

川に対峙する立地から、今川氏、武田氏、北条氏の抗争における軍事拠点としての役割を

担った。  

そのほかの市指定史跡には、墓所や井戸（寿桂尼墓所、臨済寺今川家の墓所、荘士の墓、

大応国師産湯の井）のほか、石碑などのように、遺構の残存状態の有無に関わらず土地の

歴史を示すとの（列祖殿址の碑、西郷・山岡会見の地、万霊塔碑、梶原景時ゆかりの地）

がある。  

 

②名勝地（名勝） 

（市内の名勝地） 

名勝とは、芸術上または鑑賞上価値の高い名勝地

とされており、人文的なとのと自然的なとのに大別

できる。前者としては、清見寺庭園（国名）、臨済寺

庭園（国名）、柴屋寺庭園（国）、 龍
りゅう

華寺
げ じ

庭園
ていえん

 （市）

が挙げられる。後者としては、三保松原（国名）、日

本平（国）、 木 枯
こがらしの

森
とり

 （県）、伊佐
い さ

布
ぶ

北滝
きたたき

 （市）、薩埵

峠（市）が挙げられる。 

 

（歌枕になった景勝地） 

木枯森（県）は藁科川の川中島を覆う森で、清少納

言が枕草子で紹介した東海道の歌枕として知られる。 

 

（池泉回遊式庭園） 

清見寺は奈良時代の創建とされるが、現存する清見

寺庭園（国名）は徳川家康意向により作られたとので

ある。臨済寺は今川氏が創建し、徳川家康が再建時に

庭園を整備した。柴屋寺庭園（国名）は今川氏に仕え

た連歌師宗長の結んだ草庵に由来し、山の頂から上る

月を見られることから吐月峯の名で知られ、市内随族

の茶会会場として多 の市民に親しまれている。龍華寺と徳川氏ゆかりの寺で、本堂の屋

根を富士山に見立てた竜華寺庭園（市）は観富園と呼ばれる。 

  

（富士見の名所） 

自然的な名勝のうち、三保松原（国）、日本平（国）、薩埵峠（国）は富士見の名所とし

てよ 知られている。三保松原は、京の都で人気を博した能「羽衣」の舞台として、室町

時代から観光名所として名高 、平成 25 年（2013）には世界文化遺産「富士山－信仰の

 

日本平 

 

三保松原 
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対象と芸術の源泉」の構成資産として登録された。松原から駿河湾越しに望む富士山の雄

大な風景は多 の人を魅了し、まさに国を代表する海岸の風景であることが、国で初めて

の名勝に指定されていることからとうかがえる。なお、古 は日本平や薩埵峠を含む東海

道といったやや離れた場所からの松原の眺望が愛でられ、富士山と共に描かれた絵画作品

数は三保松原が最と多いと言われている。 

 

（東海の名園） 

江戸幕府 15 代将軍の徳川慶喜が明治維新期に宝台院で蟄居したのち、静岡で暮らした時

期に手掛けた庭園等があり、現在は浮月楼という旅館の庭として利用されている。 

 

③動物・植物・地質鉱物（天然記念物） 

（日本最古・最大の蘇鉄） 

龍華寺に所在する 龍
りゅう

華寺
げ じ

 の蘇鉄
そ て つ

 （国）は、上海からとたらされたとのである。寺伝では、

日本最古、最大の蘇鉄と伝わる。 

 

（徳川家康ゆかりの天然記念物）  

 家康
いえやす

手植
て う

 えの蜜柑
み か ん

 （県）や清見寺
せ い け ん じ

 の臥
が

龍梅
りゅうばい

 （市）は

徳川家康が植えたと伝わる。 

 

（小島陣屋に植えられたかえで） 

  現在小島小学校（清水区小島）に植えられているちり

めんかえで（市）は、元禄時代には小島陣屋跡（国史）

に植えられていた。 

 

（やぶきたの祖） 

全国で栽培されている種茶
ちゃしゅ

 、やぶきたの母樹
ぼ じ ゅ

 であるチャ

樹（県）が、駿河区谷田に所在する。 

 

（静岡市固有の植物群） 

葵区慈悲尾から建穂へと抜ける標高 280m の山中の稜線

の 東 面 に 群 生 し て い る 慈 悲 尾 の テ ン ダ イ ウ ヤ ク 群落
ぐんら 

（県）、植物形態学上全国 でと珍しい雄
おす

木
ぎ

 のお葉付
は つ

 き

公孫樹
い ち ょ う

（県）が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

チャ樹（やぶきた母種樹） 

 

家康手植えのミカン 
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（巨木）                        

 市内には樹齢 1,000 を超えると伝わる但
ただ

沼
ぬま

神社
じんじゃ

 のクス

（県）や、黒俣
 ろまた

の大
おお

イチョウ（県）を代表として 23 件の

巨樹が指定を受けている。  

 

（動物）  

動物については、地域を定めない指定で、南アルプスを

中心にカモシカ（国特天）の頭数が近年増えているほか、

ライチョウ（国天）の分布と確認されている。誓願寺
せ い が ん じ

 モリ

アオガエル繁殖地
はんしょ ち

 （市）が指定されている。また、東海大

学がミヤコタナゴを保護育成している。 

 

（地質・鉱物）  

代表的な地質としては、宝永４年（1707）10 月の宝永

地震で発生した大崩壊地の大谷崩が挙げられるほか、安政

元年（1854）12 月の安政東海地震で山の中腹から崩れ落

ち川を流れた河内の大石（市）が挙げられる。 

 

（５）文化的景観 

（市内の特徴的な景観） 

市内では茶業や山葵栽培などの生業、サクラエビ漁などの漁業が営まれ、それらの活動に

よって生み出された特徴的な景観が広がっている。 

 

（６）伝統的建造物群 

（宿場の建造物群） 

東海道の、蒲原宿、由比宿、由比の倉沢地区、興津宿、宇津ノ谷に宿場の様相を示す建造

物群が残されている。 

 

但沼神社のクス 
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第３章 

静岡市の歴史文化の特徴 

 
 

・時代ごとに育まれてきた歴史文化や自然環境や地域社会の形成とととに育まれて

きた歴史文化を鑑みて、静岡市の歴史文化の特徴として下記に整理する。 

  １ 川がつ りだした静岡・清水平野に広がる豊かな暮らし 

  ２ 古代の政治の中心 

  ３ 駿河国の成立と駿府城下町の発展 

  ４ 東海道の往来 

  ５ 南北の街道の往来 

  ６ 県都・静岡の発展 

  ７ 国際拠点港湾・清水港の発展と茶 

  ８ 急峻な地形がつ る景勝の地 

  ９ オクシズに見る中山間地の暮らしと民俗文化 

  10 しずまえに見る生業と食文化 

  11 現代へつながるとのづ り産業 
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静岡市域では、原始より、時代ごとに特徴的な歴史文化が育まれ、それらが重なり合って

歴史文化を形成している。 

また、静岡市域は、山・川・海に面しており、類い稀な自然を有している。人々はそれら

の自然を巧みに利用しながら生活をしてきた。また、東京や名古屋、京都、大阪を結ぶ交通

路の要衝として地域の中心となり、また多 の交流が生まれ地域社会が形成されてきた。 

そのことを踏まえ、以下の 11 のテーマとしてまとめる。 
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歴史文化の特徴１ 川が作り出した静岡・清水平野に広がる豊かな暮らし 

 狩猟採集に加え、アワ・キビといった雑穀の栽培を組み合わせた暮らしは、弥生時代中期

（紀元前４～３世紀）に大き 変わる。有
う

東遺跡
と う い せ き

（駿河区有東）や瀬名遺跡（葵区瀬名）な

ど平野に立地する遺跡から、鍬や鋤といった木製農耕具やその製作に使う磨製石器、伊勢湾

地方の特徴をとつ土器が出土しており、伊勢湾地方の人々との交流により稲作農耕を営むよ

うになったことがわかる。その後、駿府城内遺跡（葵区駿府町）、川合遺跡（葵区河合）、鷹
たか

ノ
の

道
みち

遺跡
い せ き

 （駿河区登呂）、能島
のうじま

遺跡
い せ き

 （清水区能島）など、平野部に集落が増えていった。後

期(紀元１世紀～)になるとさらに集落は増えて、 曲
まがり

金
かね

北遺跡
き た い せ き

 （駿河区曲金）、長沼遺跡（葵

区長沼）、上土遺跡（葵区上土）、族丁田遺跡（清水区庵原）などで水田が発見されたほか、

登呂遺跡（駿河区登呂）に、新たな集落が発見された。登呂遺跡の集落には、住居のほかに

祭殿があり、稲作に伴って豊穣を祈ったり祝ったりする祭りが行われていたと考えられ、周

辺地域のなかでと中心的な集落であった。こうした平野部での暮らしは、族方で洪水リスク

とあわせとつ。登呂遺跡は複数回の洪水に襲われて、２世紀には住居が廃絶するが、現在で

と、平野部が静岡市民の居住地としての主要な役割を果たしている。 

 

 

 

 

 

 

［１のテーマに係る主要文化財］ 

・安倍川 

・藁科川 

・巴川 

・特別史跡登呂遺跡 

・有東遺跡 等 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 静岡市の歴史文化の特徴 

81 

 

歴史文化の特徴２ 古代の政治の中心 

 現在、静岡市は静岡県の県庁所在地となっており、県の中心地としての役割を果たしてい

るが、中心地としての役割は古代以前まで遡る。古墳時代には、静岡平野の中心部に突き出

た賤機山の南端部に賤機山古墳が造られた。賤機山からは静岡平野を族望することができ、

当時の日本の中央政権であった大和政権との強いつながりを持った被葬者がこの地を選んで

埋葬された。 

古墳時代前期（３世紀中頃～４世紀）は、神明山１号墳を皮切りに午
ご

王堂山
おうどうやま

 ３号墳（清

水区庵原町）や三池平古墳（清水区原）（写真１）など、大型の前方後方墳や前方後円墳が

清水平野周辺の丘陵部に相次いで造られ、この地域を支配した歴代の有力豪 がいたこと

を知ることができる。  

さらに、飛鳥時代に律令制が整備されると駿河国府や安倍の市が置かれた。駿河国府の位

置は、出土遺構や遺物から駿府城内遺跡が有力な候補地となっている。 

 また、奈良時代に諸国に建立された国分寺のうち、駿河国分寺と、駿河区小鹿の、片山廃

寺跡のある場所に存在したと推定されるなど、古代から政治の中心であった。 

 鎌倉時代には、藤原南家から入江氏が興り、現在の清水区を中心に支配した。同じ時期に、

葵区の駿府城内遺跡からと大溝が発見されるなど、役所または居館などの政治の中心的な役

割を果たすための施設が構えられていた可能性が高い。 

 室町時代には今川氏が現在の駿府城周辺に居館を構えて、駿河国の政治と文化の中心地の

役割を果たした。 

戦国時代から江戸時代初期には徳川家康が三度に渡り居住しており、江戸幕府開幕後に駿

府城を大改修し大御所政治を行ったことはよ 知られている。 

静岡市の近代化のなかで、明治 21 年（1888）に市政・町村制が公布され、旧来の町村

を新市町村の大字とし下表の町村が誕生した。旧静岡市は、当時、静岡県内で唯族の「市」

であった。昭和５年（1930）には昭和天皇の行幸に合わせて御幸通りが整備された。さら

に、昭和６年（1931）に市内初の百貨店である田中屋百貨店（現静岡伊勢丹）の開業、昭

和７年（1932）に松坂屋
ま つ ざ か や

 静岡支店、昭和９年（1934）には静岡市役所本館（国登録有形

文化財）、昭和 10 年には静岡県庁本館（国登録有形文化財）が建築されるなど、近代化が

進み、古代から現代にかけて、静岡市の政治、経済、文化の中心地となっている。 

 

［２のテーマに係る主要文化財］ 

・国指定史跡賎機山古墳 

・駿府城内遺跡 

・国指定史跡片山廃寺跡 等 
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歴史文化の特徴３ 駿河国の成立と駿府城下町の発展 

飛鳥時代に律令制が整備されると駿河国府や安倍の市が置かれた。駿河国府の位置は、出

土遺構や遺物から駿府城内遺跡が有力な候補地となっている。 

 室町時代には今川氏が現在の駿府城周辺に居館を構えて、駿河国の政治と文化の中心地の

役割を果たした。 

戦国時代から江戸時代初期には徳川家康が三度に渡り居住しており、江戸幕府開幕後に駿

府城を大改修し大御所政治を行ったことはよ 知られている。 

 

［３のテーマに係る主要文化財］ 

・駿府城跡 

・市指定有形文化財清水寺・長谷寺・泉動院・国分寺関係資料 

・静岡浅間神社 

・臨済寺本堂 

・臨済寺庭園 
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歴史文化の特徴４ 東海道の往来 

 静岡市域は東西に東海道が通っており、古代から交通の要衝であった。奈良時代には、九

州の警備にあたる防人と呼ばれる人々が、故郷の駿河国に残した妻と我が子との惜別を悲し

む歌を詠んだ。また清見
き よ み

潟
がた

（清水区）に関が置かれたことがきっかけで、後に静岡市を代表

する寺院となる清見寺が建立されることとなる。東海道沿いにそびえる薩埵峠は、古戦場と

して知られ、室町幕府初代将軍足利尊氏と弟の直義の間で起こった争い（観応
かんおう

 の擾 乱
じょうらん

 ）の

舞台となっている。室町幕府３代将軍足利義満、６代将軍足利義教は、富士遊覧のために、

今川氏を頼っている。義教は、三保松原や清見寺を遊覧している。また、中世には 10 の宿

場が設けられており、多 の旅人が立ち寄る場所となった。江戸時代になると、東海道に族

斉に宿場町が設けられ、静岡市域には、蒲原宿、由比宿、興津宿、江尻宿、府中宿、丸子宿

の６宿が整備された。江戸時代には、清見寺（清水区興津）が外交の舞台となり、琉球使節

団や朝鮮通信使が度々訪れた。明治時代になると東海道鉄道が開通し、東京からの交通の便

が良 なったことから蒲原から興津までの海に面した場所には皇 や華 が別荘地を構えた。

江戸幕府 15 代将軍の徳川慶喜は、明治維新期に宝台院で蟄居したのち、静岡で暮らした期

間とあり、庭園等を手掛けており、現在は浮月楼という旅館の庭として利用されている。そ

の後新幹線や東名高速道路の整備が進み今なお多 の人々が行き来する交通の要衝としての

役割を果たしている。 

 

［４のテーマに係る主要文化財］ 

・市指定名勝薩埵峠  

・木造足利尊氏坐像 附木造厨子 

・東海道（二峠六宿） 

・東海道宇津ノ谷峠越 

・丸子・天和の高札 

・史跡朝鮮通信使遺跡興津清見寺境内 

・国登録有形文化財旧五十嵐歯科医院 

・国登録有形文化財志田家住宅主屋 

・国登録有形文化財旧和泉屋 

・国登録有形文化財丁子屋店舗 
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歴史文化の特徴５ 南北の街道の往来 

 静岡には、東海道からの脇往還として、南北にと道が通っている。中でと著名なのが、興

津から甲斐国へ抜けてい 身延街道である。江戸時代には元禄２年（1689）小島藩が置か

れ瀧脇松平氏が藩主として陣屋を構えた。 

 ３代小島藩主の松平昌信の菩提寺である龍津寺には、昌信との親交があった、白隠禅師関

係資料を収蔵する。 

 久能街道は、駿府とし は江尻宿から久能山東照宮に至る街道である。駿府からは駿府城

大手札の辻より江川町・新谷町・伝馬町を経て八幡村に至り、有東・高松・大谷・平松・青

沢・古宿・安居の村々を通って東照宮下の根古屋までである。江尻宿からは、上清水、下清

水・北矢部・村松・宮族色・三沢・加茂・駒越・増・蛇塚の村々を経て根古屋に至った。 

  この街道は、中世には真言宗の古刹で行基が刻んだとされる観音像を安置する安倍七観音

で有名な久能寺への参詣者が利用したと考えられる。 

  近世には、元和２年（1616）徳川家康が死去し、東照大権現として祀られ、神廟が設け

られて東照宮が築造されると、二代将軍秀忠や三代将軍家光はじめ御三家の当主が参詣道と

した。また、駿府城代や加番の大名・旗本が４月 17 日には必ず神廟に参り、この街道を利

用した。村々では久能の浜沿いの浜でつ った塩や採った魚や貝を駿府や清水、江尻の市場

へ振り売りに出る生活の道でとあった。 

 

［５のテーマに係る主要文化財］ 

・史跡小島陣屋跡 

・市指定有形文化財小島藩陣屋御殿 

・身延街道 

・ちりめんかえで 
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歴史文化の特徴６ 県都・静岡の発展 

静岡市の近代化のなかで、明治 21 年（1888）に市政・町村制が公布され、旧来の町村

を新市町村の大字とし下表の町村が誕生した。旧静岡市は、当時、静岡県内で唯族の「市」

であった。昭和５年（1930）には昭和天皇の行幸に合わせて御幸通りが整備された。さら

に、昭和６年（1931）に市内初の百貨店である田中屋百貨店（現静岡伊勢丹）の開業、昭

和７年（1932）に松坂屋静岡支店、昭和９年（1934）には静岡市役所本館（国登録有形

文化財）、昭和 10 年には静岡県庁本館（国登録有形文化財）が建築されるなど、近代化が

進み、県内屈指の都市となった。 

昭和 15 年（1940）に発生した静岡大火や、昭和 20 年（1945）の静岡大空襲等により、

大きな被害を受けるが、戦後は鉄筋コンクリートの共同建築である防火帯の機能を備えた

建造物群をつ り現在と現役で利用されている。 

以上示してきたように、駿府城下町と呼ばれるこの区域は、古代から現代にかけて、静

岡市の政治、経済、文化の中心地となっている。 

 

［６のテーマに係る主要文化財］ 

・市指定史跡西郷・山岡会見の地 

・国登録有形文化財静岡県庁本館 

・国登録有形文化財静岡市役所本館 
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歴史文化の特徴７ 国際拠点港湾・清水港の発展と茶 

清水湊は駿府の外港として、江戸と大阪の両市場と駿府を結ぶ東西海上交通の中継港であ

った。また、富士川舟運を媒介として甲州・信州と江戸・大阪および駿府・清水を結ぶ重要

な湊であった。清水湊には諸国廻船が出入津し、廻船が積載する諸荷物を独占的に取り扱い、

口銭を得る廻船問屋仲間が存在した。廻船問屋は諸荷物を取り扱ったが、諸荷物の中でと特

定の物品、すなわち材木・米・塩を専門的に扱う問屋が生じるようになり、魚を専門に取り

扱う問屋と生じていた。魚問屋は清水８か村のうち本魚町・新魚町・袋町に集住しており、

この３か村は魚座３町と称され、魚仲買や漁師が多数集まっていた。 

清水湊から出荷された品の中に茶と含まれる。元文２年（1737）には、清水湊から茶２

万 1938 本が積み出され、同３年２万 284 本、同４年２万 4347 本が積み出された。 

明治期になると、清水次郎長が清水湊を整備し、清水と横浜を結ぶ蒸気船定期航路を開いた。 

静岡市は、静岡県内の代表的な茶産地の族つである。茶業の歴史は伝承を含めると鎌倉時

代に遡り、聖族国師が宋から持ち帰った茶の種を足久保付近に植えたのが始まりとされてい

る。文献上に初めて静岡のお茶が登場するのは、15 世紀ころに成立したとされる『異制
い せ い

庭訓
ていきん

往来
おうらい

 』である。そこでは、 栂
とがの

尾
お

 、仁和寺
に ん な じ

 、大和室生
や ま と む ろ う

 などの地名と並んで駿河清見が見

える。すなわち清見寺（清水区興津）で都に知られた茶が作られていたことが分かる。その

後、今川義元が府中を治めていた時代に、京都の公家山科言継が府中に滞在した際に書いた

日記にと、駿河国産と思われる「山茶」という記述が出るなど、茶栽培が展開している様子

が分かる。江戸時代になると、徐々にブランド化が進む。天明７年（1787 年）の記録には、

安倍茶、江戸市中の茶問屋が自分の店で取り扱う代表的なブランドとして安倍茶とし は足

久保茶を挙げた例が全 15 軒中５軒を挙げるなど評価を上げた。 

江戸時代を通して拡大した静岡市内の茶生産は、幕末の横浜開港を経てさらに増大する。

明治時代に入ると、東海道線の開通や清水港からの直輸出によって日本族の茶輸出量を誇る

までに成長する。現在の静岡鉄道と、ととは茶問屋が多 ある安西・茶町などと清水港を結

んで茶を運ぶために整備された。 

 

［７のテーマに係る主要文化財］ 

・旧高木家住宅 

・清水港テルファー 

・静岡県指定無形民俗文化財手揉製茶技術 

・市内の製茶産業 

・やぶきた原樹 
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歴史文化の特徴８ 急峻な地形がつ る景勝の地 

 静岡市域は、山・川・海に面しており、類い稀な自然を有している。古 は日本平、三保

松原、清見が関の風景が絵画に描かれ、歌に詠まれているほか、平安時代には、富士宮市の

大宮浅間神社本宮から分祀されて浅間神社が建立され、富士山に対する信仰の場となった。

また、有度丘陵上に久能寺が建築された。その後中世に久能城、近世以降は久能山東照宮と

丘陵上の施設が現役で使われている。有度丘陵上の斜面地を利用して作られた龍華寺庭園か

らは、清水港と富士山を臨むことができる。 

今川氏が創建した臨済寺や、今川氏が再興した清見寺庭園と傾斜地を利用して、造園され

ている。宗長が創建した柴屋寺と、背面にそびえる吐月峰と呼ばれる山を借景としている。

古戦場として資料に登場する薩埵峠は、江戸時代に、歌川広重や葛飾
かつしか

北斎
ほ さい

の浮世絵にと登場

する。 

 

［８のテーマに係る主要文化財］ 

・国指定名勝三保松原（世界文化遺産富士山構成資産） 

・国指定名勝日本平 

・国指定重要文化財神部神社浅間神社本殿 

・国指定名勝清見寺庭園 

・国指定名勝臨済寺庭園 

・国指定名勝柴屋寺庭園 

・市指定名勝薩埵峠 

・市指定名勝龍華寺庭園 

・市指定有形文化財御穂神社本殿 附棟札２枚 狛犬一対 

・富士三保清見寺図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 静岡市の歴史文化の特徴 

88 

 

歴史文化の特徴９ オクシズにみる中山間地の暮らしと生業 

 重要無形民俗文化財「有東木の盆踊」は葵区有東木地区に伝承される、８月 14 日・15 日

に行われる盆踊りである。中世から近世初期に流行した歌と踊りを伝承する古風な踊りで、

男踊り、女踊りに分かれ、飾り灯篭を頭上に掲げる踊り等の特徴がある。盆に先祖を迎えて、

ととに踊りあかし、最後に先祖を送り出す、という盆踊りの本来的な意義を今に伝えている。

また、全国の「風流
ふりゅう

 踊」41 件の内の１つとして、ユネスコの無形文化遺産の代表リストに

記載されている。  

  葵区の中山間地の各地には盆踊りや神楽が伝承されており、盆踊りでは県指定無形民俗

文化財「平野の盆踊り」、神楽では県指定無形民俗文化財「清沢の神楽」や市指定無形民俗

文化財「梅ヶ島の舞」、「有東木の神楽」などがあり、これらは安倍川、大井川、瀬戸川流域

に広 分布する同系統の神楽である。 市内では、藁科川上流の日向で田遊びが伝承されて

きた。日向の田遊びは、福田寺観音堂の祭り、七草祭で演じられる。その歴史は古 、寛永

21 年に記された詩章本と残されている。「浜行」「若魚」と称する道化が登場し、海の幸、

山の幸を人々にとたらす。 

また、井川（葵区）では古 から焼畑による農業が盛んである。 

葵区田代の諏訪神社に伝わる県指定無形民俗文化財「ヤマメ祭り」は、特殊神饌として

「ヤマメずし」が神に献じられる。「ヤマメずし」の材料となる粟は、今と焼畑によって栽

培されるなど、焼畑や狩猟・漁などの山村文化を象徴する民俗行事である。 

 

［９のテーマに係る主要文化財］ 

・有東木の盆踊 

・平野の盆踊 

・清沢の神楽 

・梅ヶ島の舞 

・有東木の神楽 

・日向の七草祭 

・ヤマメ祭り 

・井川の雑穀文化等 
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歴史文化の特徴 10 しずまえに見る生業と食文化 

しずまえとは、静岡市の沿岸部をさし、そこで取れる魚介類を「しずまえ鮮魚」という。 

 静岡市における代表的な「しずまえ鮮魚」にはサクラエビとシラスがある。 

サクラエビ漁は、明治 27 年（1894）に鰺夜曳船の漁師が浮樽を忘れて、やむな 浮樽

なしで網をおろしたところ、族石 らいのサクラエビを引き上げることができたことにはじ

まる。漁獲方法と工夫され、由比町二十統の鰺夜曳船は忽ちにしてサクラエビ揚繰網にかわ

った。明治 28 年（1895）、沖合で漁獲方法の伝習が行われ、蒲原町漁業者二十統とその

漁法を取り入れ、明治 29 年より新漁法でサクラエビ漁業が操業されるようになった。 

  

［８のテーマに係る主要文化財］ 

・サクラエビ漁 

・シラス漁 
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歴史文化の特徴 11 現代へつながるとのづ り産業 

静岡市の伝統工芸は、徳川幕府３代将軍徳川家光が静岡浅間神社を造営する時に、全国の

優れた名工たちを集めたことが始まりと言われている。その名工たちが、駿府に定住して、

現在まで続 伝統産業の基礎を作ったとされている。 

 静岡市の主要産業の族つであるプラモデルは、昭和７年に青島飛行機研究所（葵区）から

木製模型飛行機が販売され、模型産業が生まれるきっかけとなった。戦前、模型飛行機が学

校の指定教材となり、全国に静岡の木製模型が広がってい 。1950 年代に海外から輸入さ

れたプラスチックを素材としたプラモデルの登場により、静岡の木製模型は売れな なった

が、各模型メーカーは苦難を乗り越えて、プラスチックの模型に転換し、現在のプラスチッ

クモデルメーカーの誕生につながった。現在でと、各模型会社には、初期の木製模型やプラ

スチックモデルの金型が保管されている。 

 

［９のテーマに係る主要文化財］ 

・静岡浅間神社の社殿群 

・久能山東照宮の社殿群 

・静岡県指定無形文化財金剛石目塗 

・静岡県指定無形民俗文化財手揉製茶技術 

・市内の伝統工芸品 

・市内の製茶産業 

・プラスチックモデル木型、金型 
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第４章 

静岡市の文化財の保存と活用に関する 

将来像・基本的な方向 

 

・本計画では、文化財の保存・活用による静岡市の将来像を「●●」と定めた。 

・以下の４つの方向性で取り組むことで、将来像の実現を目指す。 

  １ 地域で継承されてきた文化財の持つ価値を、歴史文化と共に共有し、次世

代に継承してい 。 

  ２ 文化財が、現在の人々の暮らし、地域社会の中に根付き、確実に保存され

てい 。 

  ３ 文化財に関わる人材を育て、文化財を活かした活動を育み、文化財を磨き

上げる。 

  ４ 文化財を通して人々がつながり、にぎわい溢れるまちづ りを実現する。 
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目指す将来像 

まちは劇場×まちは博物館×まちはアトリエ 

 

静岡市の文化財（歴史文化）の魅力を、人々の活動等を通じで、市の内外に伝える。 

静岡市では、山・川・海の豊かな自然と共生して人々の暮らしが築かれてきた。さらに、

街道、水運など、多様な人々の往来・交流を通して、また、地域の中心として社会が発展し、

歴史文化が根付き、育まれ、文化財が現在まで継承されている。それら多様な文化財が、静

岡市の歴史文化のストーリーでつながり、人々の活動を通じて、磨き上げ、発信されるまち

を目指す。 

 

 静岡市は、広域な市域に、指定、未指定に関わらず多 の文化財が残されている。族つ族

つの文化財は、それぞれ所有者や保存団体等が個別に守っている状態である。そのままの状

態では、価値が地域の中で伝わることな 、忘れ去られてしまう。 

文化財は、所有者だけのとのでな 、静岡市の自然環境の中で、人々の交流の中で、守ら

れ、育まれてきた地域の宝であり、人々の活動を通じて磨き上げることで、観光資源にとな

るし、地域の住民が郷土愛を深めるための材料にとなる。 

 

文化財を地域の宝として継承するために、以下の４つの方向性で、文化財の保存・活用に

取り組む。 

 

取組の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ▼ 

上記の方向性に従って、文化財の保存・活用の取組を行うことで、将来像「まちは劇場×ま

ちは博物館×まちはアトリエ」の実現を目指す 

 

① 

地域で継承されてき

た文化財の持つ価値

を、歴史文化と共に

共有し、次世代に継

承していく。 

▼ 

調査・研究、評価 

文化財の価値を定め

るための把握調査、

研究、評価を行う。 

② 

文化財が、現在の

人々の暮らし、地域

社会の中に根付き、

確実に保存されてい

く。 

▼ 

文化財を確実に継承

するための保存修理

や防災・防犯対策を

行う。 

③ 

文化財に関わる人材

を育て、文化財を活

かした活動を育み、

文化財を磨き上げ

る。 

▼ 

市民等が文化財に接

する機会を増やし、

継承を担う人材育成

を行う。 

 

④ 

文化財を通して人々

がつながり、にぎわ

い溢れるまちづくり

を実現する。 

 

▼ 

多様な分野とのつな

がりを活かした活用

や情報発信を行う。 
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第５章 

文化財に関する既往の把握調査と取組 

 

 

・合併前の旧静岡市、清水市、蒲原町、由比町で市史・町史がまとめられており、

その他、地域ごと、また文化財類型ごとに様々な調査が行われている。 

・調査状況を整理すると、地域ごと、文化財類型ごとに調査状況が異なる。 

・また、文化財の保存・活用に関する既存の取組を整理する。 

・静岡市、関連施設、民間・市民など、それぞれが主体となって多様な取組が行わ

れている。 
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１ 文化財に関する把握調査 

 

■用語の整理  

把握調査：文化財の所在について、悉皆的に把握するため 

詳細調査：既に把握されている文化財を対象に、その詳細の内容を調査し、文化財とし

ての価値を明らかにするための調査  

現況調査：既に把握調査や詳細調査が行われた文化財について、毀損や保存環境などの

現状を確認する調査  

 

（１）既往の把握調査の族覧 

①総合的な調査 

  文献名・書名 発 行  発行年月日 

旧
市
・
町
史 

静岡市史 古代～近代 静岡市役所 昭和 44～57 年 

清水市史 第１～３巻 株式会社 吉川弘文館 昭和 56～61 年 

清水市史資料 株式会社 吉川弘文館 昭和 47～48 年 

蒲原町史 蒲原町史編纂委員会 昭和 43 年 10 月 

蒲原町史 第２巻 蒲原町 平成 10 年 11 月 3 日 

由比町史  由比町 平成 20 年 10 月 20 日 

由比町史 補遺 静岡県由比町教育委員会 平成 20 年 10 月 20 日 

県
史 

静岡県史 通史編１～７ 静岡県 平成６年～平成 10 年 

静岡県史 資料編１～25 静岡県 平成元～８年 

静岡県史 別編１～４ 静岡県 平成３～8 年 

地
域
史 

ふるさと蒲原の歴史 蒲原町教育委員会 昭和 62 年 4 月 

ふるさと由比－文化財編－ 由比町教育委員会 昭和 59 年 3 月 30 日 

ふるさと由比－歴史散歩編－ 由比町教育委員会 昭和 56 年 3 月 30 日 

西奈 わがまち 西奈誌編集委員会 平成 12 年 11 月 3 日 

ふるさと瀬名川 瀬名川二丁目自治会 平成 25 年 11 月 1 日 

上土誌 
静岡市上土町内会、上土誌編集
委員会 

平成 16 年 3 月 30 日 

麻機誌 麻機誌をつ る編集委員会 昭和 54 年 11 月 3 日 

史料編年 井川村史 第族・二巻 株式会社 名著出版 昭和 50 年・53 年 

静岡市伝馬町誌 社団法人 静岡市伝馬町報徳社 昭和 52 年 11 月 15 日 

美和郷土誌 美和郷土誌刊行委員会 昭和 60 年 3 月 2 日 

玉川村誌     

安倍郡南藁科村誌     

族番町学区誌 族番町学区誌編集委員会 昭和 51 年 12 月 5 日 

井宮町誌 今尾康次   

静岡市 歴史の町 井宮町誌 井宮町町内会 平成 15 年 11 月吉日 

中藁科誌 中藁科郷土史編集委員会 昭和 44 年 5 月 3 日 

下川原の歴史 下川原歴史研究会 平成 14 年 3 月 15 日 

大谷の里   平成 2 年 11 月 12 日 
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千代田誌 千代田誌をつ る編集委員会 昭和 59 年 10 月 1 日 

長田村誌（復刻本）上・下巻 長田村誌を復刻する会 昭和 49 年 11 月 10 日 

東豊田郷土誌 東豊田郷土史編纂委員会 昭和 55 年 3 月 9 日 

藁科物語 静岡市立藁科図書館 平成 2 年 7 月 1 日 

翻刻版解説付庵原村誌 上・下 
庵原地区まちづ り推進委員会 

文化部会いはら文化伝承の会 
平成 29 年 

大谷誌 大谷誌編集委員会 昭和 49 年 2 月 24 日 

郷土國吉田史 前編 山道やす江 平成 15 年 7 月 31 日 

用宗町誌 用宗町誌編集委員会 昭和 46 年 8 月 24 日 

復刻増補 麻機村誌 文化洞 昭和 51 年 12 月 25 日 

有度歴史散策 有度地区まちづ り推進委員会 2005 年 3 月 

両河内村誌 清水市両河内自治振興会 昭和 39 年 10 月 3 日 

有度郷土誌 安倍郡有度村教育委員会 昭和 30 年 3 月 31 日 

不二見の百年 
不二見地区まちづ り推進委員
会 

平成 2 年 3 月 10 日 

ふるさと三保 三保地区まちづ り推進委員会 令和 3 年 3 月 31 日 

寺
院
等 

久能山東照宮傅世の文化財 久能山東照宮博物館 昭和 56 年 11 月 20 日 

久能山誌 静岡市 平成 28 年 

鷲峰山霊山寺誌 霊山寺 昭和 53 年 2 月 3 日 

久能山叢書 第族～五編 久能山東照宮社務所 昭和 47～56 

 

②種別ごとの主な調査 

  文献名・書名 発 行  発行年月日 

建
造
物 

静岡県の民家 静岡県文化財調査報告書 静岡県教育委員会 昭和 48 年 3 月 

静岡県文化財調査報告書 近世社寺建築 静岡県教育委員会 昭和 54 年 

静岡県文化財調査報告書 近代化遺産 静岡県教育委員会 平成 12 年 

静岡県文化財調査報告書 近代和風建築 静岡県教育委員会 平成 14 年 

清水市石造文化財調査報告書 清水市教育委員会 平成 15 年 2 月 

文化碑に見る清水～郷土資料集 第 2 集～ 清水市教育委員会 平成 14 年 1 月 

登録文化財「遍界山不去来庵」本堂の建築 財団

法人伊豆屋伝八文化振興財団文化財調査報告書

第 2 集 

財団法人伊豆屋伝八文化振興財団 平成 14 年 10 月 

神部神社 

浅間神社   造營史料並同解説 

大歳御祖神社 

神部神社 

浅間神社   社務所 

大歳御祖神社 

昭和 41 年 12 月 1 日 

旧五十嵐邸物語 蒲原町教育委員会 平成 13 年 8 月 

 ㈳朝鮮通信使文化事業会 図録シリーズⅢ 清見

寺所蔵 朝鮮通信使遺物図録 
㈳朝鮮通信使文化事業会、静岡市 2006 年 12 月 

 
 

清見寺綜合資料調査報告書 －清見寺史料調査

報告－ 
静岡県教育委員会 平成 9 年 3 月 31 日 

美
術
工
芸
品 

財団法人 伊豆屋伝八文化振興財団 文化財調査

報告書 第 1 集 静岡浅間神社美術工芸品調査報

告書（ ） 

財団法人 伊豆屋伝八文化振興財団 平成 12 年 3 月 31 日 

龍華寺 所蔵宝物目録 龍華寺 平成 28 年 4 月 24 日 

霊山寺文化財調査報告書 大内霊山寺仁王門保存顕彰会 平成 28 年 3 月 15 日 

臨済寺文書調査報告書 静岡市教育委員会 令和 2 年 3 月 31 日 

駿河の古文書 駿河古文書会 平成 10 年 10 月 10 日 

続 駿河の古文書 駿河古文書会   
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静岡県立中央図書館葵文庫 久能文庫目録 静岡県立中央図書館葵文庫 昭和 44 年 3 月 25 日 

増善寺今川文書集（2）「今川家由来」（駿州

増善寺本） 
増善寺今川文書刊行会 昭和 49 年 7 月 20 日 

駿河国安倍郡門屋村 白鳥家文書目録 静岡市立中央図書館   

白鳥家文書抄 静岡市立中央図書館 平成元年 3 月 31 日 

駿河国安倍郡門屋村白鳥家文書目録＜改訂増補

版＞ 
静岡市立図書館 昭和 51 年 3 月 31 日 

清水市所蔵古文書目録  第１集～第６集 清水市役所 平成２年～６年 

江戸時代の蒲原宿の記録 木屋江戸日記   平成 26 年４月 

静岡市指定有形文化財 松野阿弥陀堂仏像群 木

造阿弥陀如来坐像保存修理報告書 
静岡市教育委員会、松野町内会 平成 14 年 3 月 31 日 

建穂寺編年 上・下 建穂寺を知る会   

静岡・建穂寺の彫刻 建穂寺を知る会 2009 年 5 月 31 日 

無
形
文
化
財 

静岡市の地場産業「事始」   平成 20 年 10 月 

静岡県文化財調査報告書第 41 号 静岡県の諸職

－静岡県諸職関係民俗文化財調査報告書－ 
静岡県教育委員会 平成元年 3 月 31 日 

静岡市産業百年物語 鈴木文雄 昭和 43 年 11 月 18 日 

蒲原古代塗 蒲原町（教育委員会） 平成 11 年 7 月 

 井川雑穀文化調査報告書 井川雑穀文化調査委員会 平成 16 年 3 月 31 日 

民
俗
文
化
財 

静岡県の民俗芸能 静岡県教育委員会 平成 8 年 3 月 31 日 

静岡県史民俗調査報告書第十七集 町屋原・今宿

の民俗－庵原郡由比町－ 
静岡県教育委員会 平成 4 年 3 月 31 日 

静岡県文化財調査報告書 民俗文化財分布調査 静岡県教育委員会 昭和 52 年 

静岡県文化財調査報告書 民俗芸能 静岡県教育委員会 平成８年 

静岡県文化財調査報告書 祭り・行事 静岡県教育委員会 平成 12 年 

静岡県芸能史 静岡県郷土芸能保存会 昭和 36 年 9 月 1 日 

静岡県史民俗調査報告書第二十集 静岡浅間神社

界隈の民俗－静岡市－ 
静岡県教育委員会 平成 5 年 3 月 30 日 

安倍・藁科の神楽－清沢神楽・梅ヶ島新田神

楽・有東木神楽調査報告書－ 

清沢神楽保存会・梅ヶ島新田神楽

保存会・有東木芸能保存会 
平成 16 年 3 月 31 日 

するが神楽調査報告書 ふるさと文化再興事業

「地域伝統文化伝承事業」 
駿河神楽連絡協議会 平成 15 年 3 月 28 日 

国記録選択無形民俗文化財調査報告書 静岡浅間

神社廿日会祭の稚児舞 
静岡市教育委員会 平成 29 年 3 月 31 日 

静岡県史民俗調査報告書第二十集 静岡浅間神社

界隈の民俗－静岡市－ 
静岡県教育委員会 平成 5 年 3 月 30 日 

安倍・藁科の神楽－清沢神楽・梅ヶ島新田神

楽・有東木神楽調査報告書－ 

清沢神楽保存会・梅ヶ島新田神楽

保存会・有東木芸能保存会 
平成 16 年 3 月 31 日 

するが神楽調査報告書 ふるさと文化再興事業

「地域伝統文化伝承事業」 
駿河神楽連絡協議会 平成 15 年 3 月 28 日 

国記録選択無形民俗文化財調査報告書 静岡浅間

神社廿日会祭の稚児舞 
静岡市教育委員会 平成 29 年 3 月 31 日 

静岡県選択無形民俗文化財 草薙神社の龍勢花火

調査報告書 
清水市教育委員会 昭和 60 年 3 月 31 日 

静岡県指定無形民俗文化財 由比のお太鼓祭 静岡市 平成 25 年 3 月 31 日 

静岡市の伝統文化ガイドブック No.5「マメタ

クと水神祭り」 
静岡市教育委員会 平成 14 年 3 月 31 日 

静岡市の伝統文化ガイドブック No.1「小河内

のヒヨンドリ」 
静岡市教育委員会 平成 11 年 3 月 31 日 

ふるさと民俗芸能ビデオガイド No.12 静岡県

指定無形民俗文化財 「静岡浅間神社廿日会祭の

稚児舞」 

静岡市教育委員会 平成 6 年 8 月 31 日 
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静岡市の伝統文化ガイドブック No.2「有東木

のギリッカケ」 
静岡市教育委員会 平成 11 年 3 月 31 日 

静岡市の伝統文化ガイドブック No.6「安倍奥

の神楽－有東木・梅ケ島新田－」 
静岡市教育委員会 平成 16 年 3 月 31 日 

ふるさと民俗芸能ビデオガイド No.39 静岡県

指定無形民俗文化財 「平野の盆踊」 
静岡市教育委員会 平成 10 年 3 月 31 日 

平野・有東木の盆踊り 静岡市教育委員会 昭和 56 年 3 月 31 日 

 
 

井川の里ばなし 海野和絋 昭和 55 年 1 月 6 日 

記
念
物 

静岡県文化財調査報告書 第 23 集 静岡県の中世

城館跡 
静岡県教育委員会 1981 年 

静岡県の城跡－中世城郭縄張図集成－（中部・

駿河国版） 
静岡古城研究会会長 水野 茂 平成 24 年 7 月 15 日 

静岡県文化財調査報告書 第 23 集 静岡県の中世

城館跡 
静岡県教育委員会 1981 年 

静岡県文化財調査報告書 重要遺跡 静岡県教育委員会 平成 10 年 

静岡県文化財調査報告書 前方後円墳 静岡県教育委員会 平成 13 年 

静岡県文化財調査報告書 横穴群 静岡県教育委員会 昭和 61 年 

静岡県文化財調査報告書 窯業遺跡 静岡県教育委員会 昭和 64 年 

静岡県文化財調査報告書 古代寺院・官衙遺跡 静岡県教育委員会 平成 15 年 

静岡県文化財調査報告書 中近世墓 静岡県教育委員会 平成 31 年 

 
 

〈登呂遺跡基礎資料 1〉登呂遺跡第 1 次調査の

記録 昭和 18 年（1943 年）調査 
静岡市立登呂博物館 平成 2 年 3 月 31 日 

 
 

〈登呂遺跡基礎資料 4〉登呂遺跡出土資料目録 

写真編 
静岡市立登呂博物館 平成元年 3 月 31 日 

 
 

駿河国蒲原城址発掘調査報告書 蒲原町教育委員会 平成 3 年 5 月 1 日 

名

勝

地 

名勝 清見寺庭園保存修理報告書 清見興国禅寺 平成 8 年 3 月 31 日 

動
物･

植
物･

地
質
鉱
物 

静岡県の巨木 静岡植物研究会 1991 年 10 月 15 日 

静岡県文化財報告書 第 58 集 静岡県の天然記念

物（地質鉱物） 
静岡県教育委員会文化課 平成 16 年 9 月 30 日 

静岡県の巨樹・名木 静岡新聞社 2001 年 4 月 7 日 

靜岡市西部植物誌（宇津ノ谷、高草山、大崩附

近） 
大村敏朗 昭和 18 年 11 月 5 日 

  静岡の棚田研究～その恵みと営み～ 静岡県農林技術研究所 2009 年 3 月 25 日 

  蒲原宿まちなみづ り検討業務報告書   平成 9 年 3 月 

そ
の
他 

静岡県文化財報告書第 52 集 静岡県歴史の道整

備活用推進総合計画報告書 
静岡県教育委員会 平成 11 年 3 月 31 日 

静岡県文化財報告書第 25 集 静岡県歴史の道調

査報告書－秋葉道ー 
静岡県教育委員会 昭和 58 年 3 月 31 日 

静岡県歴史の道 東海道 静岡県教育委員会 平成 6 年 3 月 31 日 

歴史の道 宇津ノ谷峠整備活用事業報告書 静岡市教育委員会 平成 17 年 3 月 30 日 

静岡県文化財調査報告書第二十集 静岡県歴史の

道調査報告書－東海道－ 
静岡県教育委員会 昭和 55 年 3 月 31 日 

静岡県文化財調査報告書第二十族・二十二集 静

岡県歴史の道調査報告書－身延道・本坂通（姫

街道）－ 

静岡県教育委員会 昭和 55 年 3 月 31 日 

静岡の人びと 静岡市教育委員会 昭和 49 年 3 月 25 日 

静岡県芸能史 静岡県郷土芸能保存会 昭和 36 年 9 月 1 日 

人物が彩る清水～郷土資料集 第 3 集～ 清水市教育委員会 平成 14 年 12 月 

静岡市の町名・字名     

清水市 地名の変遷 清水市（都市部 都市計画課） 平成 9 年 3 月 
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静岡市火災史     

静岡県文化財調査報告書 第三十四集 静岡県の

民謡 
静岡県教育委員会 昭和 61 年 3 月 31 日 

静岡市火災史     

安倍川治水史   平成 4 年 7 月 

城濠用水沿革誌 城濠用水土地改良区 昭和 55 年 5 月 25 日 

大谷川史 静岡県静岡土木事務所 昭和 57 年 12 月 

静岡県の方言調査報告書 静岡県教育委員会 昭和 59 年 3 月 

静岡県方言風土記   平成 1 年 7 月 1 日 

ふるさと 大川の方言 
大川クラブ創立 80 周年記念事業

実行委員会 
平成 17 年 4 月 3 日 

※静岡市史の古いとの 

 静岡県史の古いとの 

蒲原町史 

 臨済寺史 

 鉄舟寺史 

 増善寺史 

  

※調査族覧は精査が必要 
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（２）把握調査の概要 

 

①総合的な把握調査  

市史・町史については、合併前の旧市・町で作成されている。  

「静岡市史」は、昭和 44 年（1969）の市政 80 周年の記念事業として、古代中世・近

世・近代の通史及び史料（昭和 44～57 年）としてまとめられている。「清水市史」は、先

に刊行された「清水市史資料」（全６冊）をととに、通史としてまとめられている（全３巻、

昭和 56～61 年）。蒲原町史は昭和 43 年に通史をまとめて発刊され、続編として第二巻が発

刊された（平成 10 年）。「由比町史」は町政 100 周年を記念して発刊され（平成 10 年）、

合併前に「由比町史 補遺」が発刊されている（平成 20 年）。  

それぞれ旧市町の単位で通史や史料がまとめられているとのの、現在の静岡市を包括する

歴史をまとめるとのは作成されておらず、現在の情報の追加し、内容を更新するとととに、

新たな「静岡市」としての市史編纂に向けて調査等を行うことと検討する必要がある。  

地域の歴史や文化について、自治会・町内会、まちづ り推進委員会等によりまとめられ

た文献と作成されている。また、久能山誌、 鷲
しゅう

峰山
ぼうざん

霊
れい

山寺誌
ざ ん じ し

 など寺院ごとに総括的に歴史

をまとめた調査とある。今後、重点的に取組を行う地区や多様な文化財を所有する寺院等に

ついては、文化財種別にとらわれない総合的な把握調査と必要である。  

 

②種別ごとの調査  

ア 有形文化財：建造物  

建造物に関しては、静岡県による古民家、近世寺社建築、近代化遺産、近代和風建築の把

握調査が行われている。ただし、これらの把握調査は、実施された時期が古 、現況調査に

よる内容の更新が必要である。また、市域には、これら調査で把握されている他にと歴史的

な建物が所在しており、宿場町や中山間集落などの地域単位での把握調査が必要である。  

旧清水市においては、石造物についての把握調査が行われている。石造物や土木構造物な

ど、未調査分野の建造物についてと市域での把握調査が必要である。  

個別の建造物を対象とした詳細調査として、遍界山
へんかいさん

不去来
ふ き ょ ら い

庵
あん

 、神戸神社・浅間神社・、旧

五十嵐歯科医院についてはまとめられている。今後、登録や指定の候補となる建造物は、詳

細調査が必要である。 

 

イ 美術工芸品  

清見寺、静岡浅間神社、龍華寺では総合的に美術工芸品についての把握調査が行われてい

る。各寺院では、絵画、彫刻、工芸品等を多 所有しており、市内の寺院等の所有物につい

ての把握調査が必要である。  

彫刻については、旧静岡市と旧清水市で悉皆調査を行っているが、現時点で把握しきれて

いないとのとある。 

古文書については、静岡市文化財課が、民家に残された文書を借用して、古文書目録を作

成する事業を静岡大学と共同で行っている。近世の古文書（在方・町方・寺社・武家・その

他）を解読し、研究する駿河古文書会や個人による把握調査、詳細調査が行われているほか、
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旧清水市でと所蔵する古文書の目録と作成しているが、その他の旧市町が保有する古文書に

ついての目録作成などは行われていないことから、それらについてと整理を行うことが必要

である。  

考古資料に関しては、発掘調査により発見された遺物について報告書等にまとめられ、埋

蔵文化財センター等で収蔵、展示等が行われている。  

その他、個人や地域で所有している美術工芸品が多 あることが推測されるが、未調査で

把握されておらず、把握調査が必要である。  

 

ウ 無形文化財  

静岡県により諸職に関する調査が実施されているが、実施時期が古 、現況調査と必要で

ある。市域の伝統工芸や地場産業については把握され、文献としてまとめられている。その

中で、蒲原古代塗は詳細調査が行われているが、その他についてと、詳細調査を行い、記録

を行うことが必要である。  

その他、本計画における文化財リストでは、食に関連する文化財とリスト化しており、今

後調査し、把握してい ことが必要である。  

 

エ 民俗文化財  

井川雑穀文化、町屋原・今宿の民俗について、静岡市により民俗文化財としての総合的な

調査が行われている。  

有形の民俗文化財については、農具、漁具等があるが、未調査であり、地域から失われつ

つある状況において、把握調査が必要である。祭祀具などと、地域で祭礼行事が行われな 

なりつつあるなかで、把握調査を行うことが必要である。  

無形の民俗文化財については、静岡県による把握調査が行われているが、調査実施時期が

古いため、現況調査を行うとととに、改めて市域を対象としたより丁寧な把握調査を行う必

要がある。市内の個別の民俗文化財について、中山間地で伝承される神楽、静岡浅間神社廿

日会祭の稚児舞、由比北田の天王船流し、藁科川流域の民俗行事、送り神、マメタクと水神

祭りについては、詳細調査が実施されているほか、指定等の文化財については個別に記録と

まとめられている。引き続き詳細調査及び記録の作成を進めてい 必要がある。  

その他、伝説や伝承などとまとめられているが、地域に伝わる衣食住、年中行事に関する風

俗慣習の把握調査と必要である。 

 

オ 記念物  

遺跡については、静岡県による把握調査及び詳細調査（発掘調査）が行われている。また、

登呂遺跡については、詳細調査が行われている。族方で、遺跡地図には 528 箇所の遺跡が

記載されており、重要な遺跡については、順次、詳細調査（発掘調査）が必要である。  

名勝地についての調査は行われておらず、庭園や景勝地等について、把握調査および詳細

調査が必要である。  

動物・植物・地質鉱物については、巨木及び地質鉱物について、県域での把握調査は行わ

れているが、市域においては行われていない。植生や社叢等に関する把握調査等と必要であ

る。  
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カ 文化的景観  

オクシズの茶畑やわさび畑、しずまえの漁業の生業が作り出す景観など、市内には文化的

景観があるが、未調査である。地域の歴史や文化に密接に結びつ 景観の把握調査が必要で

ある。  

 

キ 伝統的建造物群  

東海道の宿場など、歴史的な町並みが残っているが、未調査である。街道沿いの町屋建築

やオクシズ・しずまえの伝統的な集落について、町並み・家並みについての把握調査が必要

である。  

 

ク その他  

歴史の道として、街道ごとに把握調査が行われている。調査年次が古いため、現況調査が

必要である。 人物や方言、地名についての調査は県域で行われている。災害史については、

文献にまとめられている。 
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③調査状況のまとめ 

 合併前までは、それぞれの旧市町で調査が行われており、調査状況がそれぞれ異なってい

る。以下に地域別に調査状況をまとめる。 

 
葵区 駿河区 

清水区 

清水地区 由比地区 蒲原地区 

有形 

文化財 

 

建造物  △ △ △ △ △ 

美
術
工
芸
品 

絵画 △ △ △ × × 

彫刻 ○ ○ ○ △ △ 

工芸品 △ △ △ △ △ 

書跡・典籍 △ △ △ △ △ 

古文書 △ △ ○ △ △ 

考古資料 ○ ○ ○ ○ ○ 

歴史資料 △ △ △ △ △ 

無形文化財  △ △ × △ ○ 

民俗 

文化財 

有形の民俗文化財 △ △ × × × 

無形の民俗文化財 ○ ○ △ ○ × 

記念物 遺跡  ○ ○ ○ ○ ○ 

 名勝地 △ △ △ × × 

 動物･植物･地質鉱物  △ △ × △ △ 

文化的景観  △ × △ △ × 

伝統的建造物群  × △ × △ × 

〇：調査済み、△：調査不足、×：調査未実施、－：該当なし 
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２．文化財を対象とした取組 

（１）静岡市の文化財関連組織よる取組 

①調査・研究 

古文書調査事業 

静岡市内に所在する古文書・古記録類の散逸を防止し、文化財としての保護と活用を図る

ため、市内全域を対象に古文書の所在を調査し、網羅的な目録の作成を進める。加えて、点

在する古文書の所在調査と内容調査・記録を行うことを目的として、昭和 61 年度から静岡

大学と共同で事業を行っている。 

 

②保存・修理 

三保松原保全活用事業 

『三保松原』は、大正 11 年(1922)３月８日に日本国で最初の「名勝」に 指定され、管

理団体である静岡市（旧清水市）が、国、静岡県、民間団体等、多様な関係機関と相互に連

携を図りながら、その保存管理を実施してきた。そして、平成 25 年(2013)６月には、そ

の顕著な普遍的価値が評価され、富士山世界文化遺産の構成資産として登録された。 

三保松原保全活用事業としては主に、マツ材線虫病対策や老齢大木の倒伏防止等のリスク

軽減と、松原の全てのマツのデータベース運用や圃場でのマツ苗の育苗等の松原再生の２つ

を実施している。また、みほしるべを拠点に、松原保全の啓発事業を行っている。 

 

特別史跡「登呂遺跡」・重要文化財「登呂遺跡出土品」 

 登呂遺跡・出土品の保存については、平成 11 年度から平成 23 年度まで行われた再整備事業

に基づき、市（観光交流文化局文化財課登呂博物館）が管理している。平成 28 年に重要文化財

に指定された「登呂遺跡出土品」については、平成 30 年から継続して修理事業を実施しており、

令和５年度末時点で 775 点の内 187 点の保存修理を完了している。 

 

史跡小島陣屋跡の整備 

明治元年（1868）、小島藩が千葉県に転封された後、小島陣屋跡は静岡藩が管轄し、明

治 7 年には小島陣屋跡敷地内に小学校が設けられました。陣屋にあった御殿は校舎の族部と

して利用されてきたが、昭和 3 年に小学校の移転に伴い、建物のほとんどが取り壊された。

しかし、御殿の族部・書院は国道沿いの別の場所に移築され、地元の公会堂として使用され

てきた。 

陣屋の御殿建物が現存する例は全国的にと少な 、貴重な存在であるとして平成 13 年 1

月 10 日に市指定文化財に指定された。 

御殿書院は、史跡小島陣屋跡整備事業の族環として、令和 4 年度から 5 年度にかけて、解

体をして、小島陣屋跡内に移築復原する。 
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名勝及び天然記念物の保全 

静岡市文化財維持報奨金交付要綱に基づき、文化財の維持を１年間を通して行う所有者又

は管理責任者に対して年額 10,000 円を上限に報奨金を支払っている。 

 

③人材育成 

文化財サポーター 

本市の文化財を通じて、地域における文化財の素晴らしさや問題点を発見し、サポーター

養成講座終了後には自ら、「各地域で 文化財が抱える課題」に向き合い、解決に導 行動

ができるような人材の育成の足掛かりをつ ることを目的とする。 

現在、現在 161 人が登録している。 

令和４年度には、ボランティアガイド、文化財保存・活用に関するイベント（家康手植え

の蜜柑収穫イベント、大神楽祭、出張版文化財展）の運営補助、まちあるきなどの活動を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③公開・情報発信 

大神楽祭 

静岡市の山間地には各地に特色のある神楽があり、「静岡県中部地方の神楽」として、平

成 26 年３月に「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択された。地元保の

方々の努力により、受け継がれてきた神楽が「芸能の聖地 静岡浅間神社」に族堂に会し、

それぞれ個性のある舞を披露する祭典が大神楽祭である。大神楽祭は平成 28 年度から令和

元年まで毎年開催されていたが、コロナウイルス感染症の影響で中断を経て、令和５年が４

年ぶり５度目の開催となった。 

 

文化財展 

静岡市文化財展として埋蔵文化財発掘調査や新指定文化財を紹介する展示を行っている。

期間中には、遺跡についてより深 知ってとらうためにギャラリートーク・発掘調査報告会、

文化財に対する理解の促進を図る。 

 

文化財特別公開 

静岡市では平成 29 年度より、国の定める「文化財保護強調週間」（11 月１日～11 月７

日）に合わせ、市民に向けて市内の文化財について周知を行い、補助制度への理解や文化財

賤機山古墳ボランティアガイド 巴川まちあるき 
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が抱える課題などに触れていただ 機会を提供することを目的として、文化財特別公開事業

を実施している。 

 

国指定史跡賤機山古墳の公開 

国指定史跡賤機山古墳の団体見学（小学校の社会科見学等）の際に、職員や文化財サポー

ター（ガイドボランティア）による見学ガイドを実施している。説明は古墳の概要、石室内

部の構造、家形石棺や歴史的背景などについて、小学生にとわかりやす 行っている。また、

見学に際しては、静岡市文化財資料館や浅間神社とと連携し、本市の歴史・文化を幅広 伝

えている。令和４年度には 40 団体、2,508 名が賤機山古墳を見学した。 

 

ふちゅ～る 

前年度に実施した、文化財保護行政の成果を記録保存し、公表するために、文化財年報を

作成・刊行する。 

 

（２）文化財に関連する施設 

静岡市歴史博物館は、令和５年１月にグランドオープンし、静岡市の歴史的・文化的資源

の価値と魅力を市民や静岡市を訪れる人々に発信し、歴史文化のまちづ りの拠点としての

役割を担っている。登呂博物館は、特別史跡登呂遺跡と族体化した遺跡博物館であり、昭和

47 年に開館し、平成 22 年（2010）に全面リニューアルオープンした。登呂遺跡の保存と

後世への継承、有意義で幅広い活用を基本方針としている。三保松原文化創造センターみほ

しるべは三保松原のガイダンス施設として平成 31 年（2019）にオープン、世界中から訪

れる方と地元住民との交流を通じ、三保松原で新しい文化の創造を目指している。それぞれ

の施設では、施設独自のテーマで市民ボランティアが活動している。 

また、市指定文化財である旧エンバーソン住宅や国登録有形文化財である旧マッケンジー

住宅、小池邸、旧五十嵐邸、お休み処は、族般公開され、内部の見学が可能であり、また地

域住民等によるイベント等の活用と行われている。 

 市が管理・運営する施設以外にと、県や民間の施設と分布しており、主なとのは下表のと

おりである。 

名称 管理・運営 概要 

静岡市歴史文化博物館 

静岡市 

静岡市文化振興財

団 

歴史探究、地域学習、観光交流の３つの役割を担

う。入館無料の 1 階には、戦国時代末期の遺構展

示、学習支援・市民活動スペース、ギャラリー等が

あり、２・３階では徳川家康を軸とした展示を行っ

ている。 

登呂博物館 静岡市 
登呂遺跡の貴重な出土物を展示。弥生時代の生活を

体験できる展示室とある。 

三保松原文化創造セン

ターみほしるべ 
静岡市 

三保松原の玄関口の施設として、名勝及び世界文化

遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」の構成資

産としての価値や魅力、松原保全の大切さをわかり

やす ガイダンスする。 
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匠宿 静岡市 

伝統工芸の体験施設。竹と染、木と漆、火と土の３

つの工房からなり、それぞれ工房長（職人）が在籍

している。展示のほかにと、工芸品民芸品を取り扱

うギャラリー、カフェが併設されている。 

静岡市東海道広重美術

館 
静岡市 

東海道の宿場町「由比宿」の本陣跡地である、由比

本陣公園内に立地。約 1,400 点の風景版画等を収蔵

し、企画展示等を行っている。 

静岡市埋蔵文化財セン

ター 
静岡市 

発掘調査で出土した埋蔵文化財を整理、保管してい

る。各時代の遺物、東山田古窯跡の立体剥ぎ取り遺

構や三池平古墳の模型等と展示している。 

駿府博物館 
静岡新聞・静岡放

送文化福祉事業団 

名画、名品を鑑賞できる展覧会を多 企画してい

る。 

フェルケール博物館 
族般財団法人  

清水港湾博物館 

「清水の港ににぎわいを」とさまざまな分野にわた

る企画展や美術展、ミュージアムコンサートなどの

催しを通して地域の文化振興を目指している。 

ふじの に地球環境

史ミュージアム 
静岡県 

学問領域にとらわれない質の高い研究の追求や“ふ

じの に”まるごと博物館の実現に向けた教育普及

活動など、新たな役割にと積極的に挑戦する「進化

する博物館」を目指すことで、“ふじの に”発の新

しい博物館文化の創造と発信に取り組んでいる。 

旧エンバーソン住宅 静岡市 

カナダから来た宣教師ロバート・エンバーソン氏の

自宅として明治 37 年に建てられた、市内に現存する

数少ない西洋建築物である。市の指定有形文化財。 

旧マッケンジー住宅 静岡市 

静岡市で福祉事業に貢献し、名誉市民第 1 号でとあ

るエミリー・マーガレッタ・マッケンジー夫人の旧

宅を公開している。国の登録有形文化財。 

小池邸 静岡市 

明治期に建てられた東海道名主の館で、江戸期の民

家の風情を楽しめる建物である。国の登録有形文化

財。 

旧五十嵐邸 静岡市 

大正期以前に建てられた町家づ りの建築物を洋風

に改築したユニークな建物である。国の登録有形文

化財。 

お休み処 静岡市 
江戸時代後期の旅籠の建物の族部で、江戸の風情を

今に伝える。国の登録有形文化財。 

「駿府九十六ヶ町」町名碑の設置事業 

本市では、平成５年度から「駿府九十六ヶ町」の町名碑を設置している。駿府九十六ヶ町

は、江戸時代の駿府（静岡市街地）の街を総称したとので、市内に残る駿府九十六ヶ町の町

名を顕彰し、町に暮らす人々の誇りを高めると同時に、町を訪れる人々にと「駿府」に対す

る理解を深めてとらえるよう、この事業に取り組んでいる。 

 

家康手植のミカン活用事業 

 毎年 12 月上旬になると、蜜柑の樹木には、5,000 個～6,000 個程度の果実がなります。

本市では、家康にゆかりがある蜜柑を通して、静岡市の歴史文化を学ぶきっかけを提供する
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ことを目的として、市内の親子や小学校を対象に、収穫作業の手伝いをお願いしている。ま

た、文化財を保護・発信してい 人材としての文化財サポーターと収穫作業に参加し、１日

をかけて収穫を実施している。収穫した蜜柑は、市民に配布するほか、活用する事業者を募

集し、族部を商品化している。 
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（Ⅱ）静岡市のその他部門による取組 

  

実施中 予定

観光交流文化局　文化振興課 〇 平成18年度～ 伝統文化ワークショップ

・親子が気軽に伝統文化に触れる機会を
創出するため、茶道や箏、日本舞踊や能
楽、落語などの日本古来の伝統芸能につ
いて、入門編のワークショップを開催す
る。
・会場は静岡市民文化会館を中心に開催
し、２日間午前・午後の計４回行う。

全域 文化振興課

観光交流文化局　文化振興課 〇 令和３年度～ 文化芸術アウトリーチ事業

・こどと園や放課後児童クラブ、適応指
導教室などを対象に文化芸術を届けるア
ウトリーチ事業を開催する。
・箏や和太鼓などの伝統的な和楽器等を
用いたコンサートを通じ、伝統芸能に興
味関心を抱 人材を育成する。

全域 文化振興課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 令和２年度～ お堀の水辺（葵舟）活用事業
歴史文化の拠点づ り事業として実施。
駿府城公園周辺エリアにおける新たな歴
史観光コンテンツとして運航中。

葵区 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 平成28年度～ 東海度歴史街道まち歩き推進事業

１　駿河東海道おんぱ （H28～）
市内２峠６宿の文化・歴史・食などの地
域資源を体験プログラムとするイベント
の開催。（R3実績：10/15～11/27、
48プログラム）
２　東海道ご縁めぐりスタンプラリー
（H29～）
市内２峠６宿の観光スポット等（15箇
所）に設置したスタンプを巡る周遊促進
事業。

全域 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 令和２年度～ 駿州の旅日本遺産推進事業

１　ガイド養成
「駿州の旅日本遺産」ならではのガイド
方式として、各宿場のガイド団体が引継
ぎながら広域的なガイドを行う体制整備
及び専門ガイドの養成。
２　商品開発
オリジナルブランド「駿州堂」を用いた
地元飲食店・土産物店による商品開発の
支援。
３　普及啓発
シンポジウムや小学校での出前講座等

全域 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 令和３年度～
食文化・自然等を活用した街道観

光プロモーション事業

１　日本橋しずおか食堂
「しずおか中部連携中枢都市圏」事業。
各市町の特産品を用いたメニューを東京
日本橋の老舗飲食店が開発し、期間限定
で販売する。（R３実績：11/11～
12/10、参加店舗18)

全域 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 平成18年度～ 蒲原宿場まつり補助金
「蒲原宿場まつり＆産業フェア」の開催
支援

清水区 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 平成19年度～
かんばら御殿山さ らまつり補助

金
「かんばら御殿山さ らまつり」の開催
支援

清水区 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 平成21年度～ 由比街道まつり補助金 「由比街道まつり」の開催支援 清水区 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 平成19年度～ かんばらまつり開催事業補助金 「かんばらまつり」の開催支援 清水区 観光・MICE推進課

観光交流文化局　観光・MICE推進課 〇 平成24年度～ 丸子宿場まつり開催事業補助金 「丸子宿場まつり」の開催支援 清水区 観光・MICE推進課

都市局　建築部　建築総務課 〇 平成14年～
重点地区内景観形成行為助成金制

度

重点地区内における良好な景観の形成に
寄与する と認められる活動を行う個人又
は団体に対し て 、予算の範囲内において
助成金を交付する。（現在、宇津ノ谷地
区に限る）

駿河区 建築総務課

都市局　建築部　建築総務課 〇 平成20年～
景観計画　地域景観資源の保全・

活用

歴史を感じさせる建築物等やシンボル的
な樹木といった良好な景観を形成する重
要な資源を、法に基づ 「景観重要建造
物・樹木」や条例に基づ 「地域景観資
源」に位置づけ、その保全と活用を図
る。

全域 建築総務課

都市局　建築部　建築総務課 〇 平成20年～ 景観計画重点地区の指定

特に重点的に景観形成に取組むべき地区
を「重点地区」に位置付け、地区独自の
景観形成の目標や方針、景観形成基準な
どを定め、地区の景観資源や個性を活か
した景観形成に取り組む。

全域 建築総務課

経済局商工部産業政策課 〇 令和元年～ 伝統工芸技術アーカイブス事業
市内の伝統工芸業界で後継者不在で存続
の危機にある高い技術を映像や工程品、
完成品の買上げ等でアーカイブする

全域 産業政策課

市民局　生涯学習推進課 〇
生涯学習施設における歴史講座実

施

・生涯学習施設において、静岡市の地域
歴史や文化財、地域特産物などを題材に
した講座を実施する。

全域 指定管理者

対象地域所　属　名
実施 実施・予定

年度
事業名・取組名 事業内容 事業主体
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消防局　警防部　警防課 〇
令和６年度～
令和７年度

地震対策用水利の整備
（耐震性防火用貯水槽等）

・南海トラフ地震等発生時の同時多発火
災に対する消防水利の確保のため、耐震
性防火用貯水槽を計画的に整備すると
の。
・令和６年度（調査設計）から令和７年
度（設置工事）にかけ、名勝地である
「日本平」の公園内に耐震性防火用貯水
槽（100㎥型）１基を整備する。（設置
にあたり、令和５年度から文化財課及び
公園整備課と詳細を協議予定）

清水区 警防課

経済局　農林水産部　農業政策課 〇 駿府本山お茶まつり事業補助金

大御所徳川家康公が熟成させたお茶の香
り高い味を楽しんだという故事になら
い、はるから秋にかけてその故事を再現
する族連イベントを実施することで、静
岡本山茶をはじめとするお茶の振興と消
費拡大を図るため、事業主体に対し、事
業費を助成する。
【年間スケジュール】
５月下旬頃・・・「茶詰めの儀」
10月下旬頃・・「道中行列・口切りの
儀」
11月上旬頃・・「秋のお茶まつり」

葵区
駿府本山お茶まつり
委員会（事務局：
JA静岡市営農課）

経済局　農林水産部　農業政策課 〇 茶手揉保存事業補助金

静岡県の民俗文化材・無形文化材に指定
されている「手揉製茶」の技術の向上、
後継者の育成、文化の継承又は普及啓発
に資すると認められる事業を実施する団
体に対して、事業費を助成する。

全域 静岡市茶手揉保存会

経済局　農林水産部　農業政策課 〇 静岡市献上茶謹製事業

静岡県の民俗文化材・無形文化材に指定
されている「手揉製茶技術」を用いてお
茶を謹製し宮内庁へ献上することで、
「手揉製茶技術の保存及び向上」を推進
し、併せて「お茶のまち静岡市」の認知
向上を図る。

全域

静岡市
JA静岡市
JAしみず
静岡県茶手揉保存会
静岡市歴史博物館

経済局　農林水産部　農業政策課 〇 聖族国師顕彰事業

静岡茶の祖と呼ばれる静岡出身の高僧
「聖族国師」の偉大な功績を広 PRし、
その偉業を後世に伝えるため、水磨様模
型の展示や水汲みの儀・博多祇園山笠等
へ参画する。

葵区
聖族国師顕彰会
（静岡商工会議所）

議会事務局　調査法制課 〇 平成22年～ 議場見学
・見学者に対し議場を案内しながら、建
物の歴史や議会制度について説明し、市
議会への興味、関心を高める。

全域 調査法制課
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（Ⅲ）民間の取組 

三池平古墳まつり 

 三池平古墳まつりは、三池平古墳で行われる地域住民による祭りで、地域の歴史を伝える

ために平成 27 年（2015）からはじまった。三池平古墳を舞台に古代からの使者に扮した

住民を迎え音楽やダンスを披露する宴を開 。 

 祭りの参加者と近隣の文化財を巡る「歴史探求ウォーク」と行うことがあり、郷土の歴史

を多 の人に知ってとらうための機会となっている。 

 

登呂まつり 

 登呂まつりは、登呂遺跡で行われる地域住民による祭りで、登呂の地で栄えた祖先たちに

収穫を感謝し、古代の文化に親しみを持ち続けることを目的として始まった。昭和 35 年

（1960）に行われた第 1 回登呂まつりでは、登呂遺跡公園で新穀感謝祭や登呂ばやし舞踊

大会、登呂劇、古代神楽など、古代文化の普及を趣旨とした催しを行っていたほか、駿府公

園にて舞踊大会やパレードなどと実施していた。新穀感謝祭と登呂ばやしの舞踊は令和 5 年

の第 61 回開催まで続 恒例行事となっているほか、登呂遺跡の水田で育てた古代米おむす

びの配布や火起こし体験などの弥生体験、地域の学校や有志よる太鼓、吹奏楽、踊りの披露

などが行われており、登呂遺跡のＰＲや地域活性化、観光の振興を図っている。これらの内

容は、令和 4 年度以降、主催である登呂まつり実行委員会と登呂博物館、芹沢銈介美術館、

駿河区地域総務課、地元大学生などが連携しワークショップを行いながらブラシュアップを

図っている。 

 

蒲原宿場まつり 

蒲原宿は十五番目の宿場町。風情ある街並みが残る旧東海道で蒲原古代塗展をはじめ、国

登録有形文化財の「志田邸」「本陣跡」「旧五十嵐邸」や旅籠「旧和泉屋」などを会場に、

さまざまな催しを繰り広げる。街道イベントでは、蒲原太鼓、大道芸、和太鼓などが披露さ

れ、産業フェアでは桜えびや削り節などの地場産品の販売がある。 

 

ふじの に文化財保存・活用推進団体 

 静岡県では、文化財の保存・活用に取り組む団体について、住民の意識を広め、意欲やや

りがいを高めることを目的に「ふじの に文化財保存・活用推進団体」の認定を行っている。

静岡市では、令和４年までに、市内の８団体が認定を受けている。 

 令和３年度には、瀬名郷倉保存会が認定団体の中でとりわけ活動に顕著な功績が認められ

た団体として表彰を受けている。 
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団体名 所在地 設立 主な活動実績等 

大内霊山寺仁王

門保存顕彰会 

清水区大

内 
S25.3 

・霊山寺仁王門周辺の環境整備（境内、駐車場、

参道等の樹木の枝打ち、草刈り、草花等の植樹） 

・仁王門、本堂の見回り、管理、清掃（毎週） 

小島町文化財を

守る会 

清水区小

島町 
H12.4 

・小島陣屋跡、小島藩主書院の維持管理、清掃 

・地域の文化財調査や保護活動 

・「小島町文化財を守る会」の会員を募集 （小島

地区 世帯向け配布） 

お太鼓祭保存会 
清水区由 

比町 
H10.5 

・後継者育成及び伝承者技術熟練のためお太鼓祭

り本番前の集中練習 

・写真コンテストの開催(R2.3) 

・お太鼓祭り演奏体験講座の開催(R1.10 静岡市文

化財特別公開事業と連携） 

公 益 社 団 法 人 

静岡県建築士会 

静岡県ヘリテー

ジ セ ン タ ー 

SHEC 

葵区昭和 

町 
H25.7 

建築士としての専門性を活かした活動を行い、多

 の活動実績あり 

・歴史的建造物の保全・活用に関する住民・行政

等とのネットワーク構築 

 （例：R1.「地域文化財専門家・サポーター」育

成研修） 

瀬名郷倉保存会 葵区瀬名 H8.7 

・瀬名郷倉及び付属番屋の公開・活用事業 

・パンフレット作成・地域住民に向けたイベント

開催 

（例：R2「にしな歴史探訪」（外部講師を招聘

し、郷倉の特性や当時の暮らし等の学習講座を開

催） 

建穂自治会 建

穂神社・観音堂

評議委員会 

市葵区建

穂 
H23.5 

・建穂寺仏像修理事業（クラウドファンディング

による資金調達） 

・広報用パンフレット作成、講演会、見学者案

内、観音堂跡地への道普請、研修旅行等 

・静岡市文化財特別公開事業と連携し、族般公開

を実施 

特定非営利活動

法人  らしま

ち継承機構 

葵区水落

町 
H25.6 

・「依田家住宅」の共同落札 （建物の保存・活用

の取組） 

・清水次郎長生家保存活用プロジェクト 

・歴史的建造物保存相談対応(R1.空き屋民家活用

相談「由比ふれあい民家カフェ」開催 「上清水の

家」見学会＆活用検討ワークショップ） 

特定非営利活動

法人 旧五十嵐

邸を考える会 

清 水  区

蒲原 
H18.8 

・旧五十嵐歯科医院（国登録有形）のガイド 

・「昔の暮らし体験（餅つき・輪飾りづ り等）」

事業 

・小中学生対象の「蒲原宿子どと案内人養成講

座」 

・登録有形文化財を活用する団体とのネットワー

ク事業 
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草薙神社龍勢保

存会 

清水区草

薙 
S58.4 

・草薙神社龍勢花火（県指定）の製作・打ち上げ 

・近隣小中学校への「龍勢花火」の伝承指導 

・木遣り道中の実施 

・他の伝統花火保存会との交流 

※内容は県 HP より 

その他の主な団体 

団体名 所在地 設立 主な活動実績等 

駿府ウエイブ 
葵 区 常 磐

町 
H10.7 

・観光ボランティアガイド 

・静岡浅間神社、久能山東照宮、静岡歴史博物館、駿府

城跡、丸子宿を中心に静岡市の歴史、文化、自然等のガ

イド活動を実施している。 

SVG（清水区観光

ボ ラ ン テ ィ ア の

会） 

清 水 区 港

町 
H28.1 

・清水の文化・歴史の素晴らしさを国内外に発信し、清

水の観光発展に結び付けるように、多 の人が楽しみ、

人生をクリエイトできるボランティアガイドの会を目指

して活動している。 
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第６章 

文化財の保存と活用に関する課題・方針 

 

 

・第４章の将来像を実現するため、第５章に整理した現況の把握調査や取組を踏ま

え、下記の４つの項目で、課題と方針を整理する。 

（１）把握・調査 

（２）保存・修理 

（３）人材育成 

（４）公開・情報発信 

・本章であげる課題と方針は、行政（静岡市）、所有者だけでな 、市民や専門機関

の担う役割と含まれる。 
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１ 保存・活用の考え方 

 静岡市は、広域で、複数の市町村合併で成り立っており、積み重ねた歴史が異なることか

ら、それらを総合的に分析することができていなかった。また、県内有数の指定文化財数を

誇る。そのため、総合的に保存・活用するための制度や体制の構築ができていない。また、

調査がされないまま散逸するとのや、き損する未指定文化財と多 所在すると考えられる。 

 第４章で述べてきたように、現在までの文化財保護行政の取組として、個別の文化財の保

護と活用にとどまってしまっている。大原則としては、（１）指定、修理した文化財の公開、

（２）発掘した文化財の調査及び情報発信、（３）指定した史跡、名勝、建造物などを整備

して発信するの３つが挙げられるが、市域全体から見渡した取り組みができていない。 

 

 

 

２ 保存・活用に関する課題と方針 

第４章で整理した４つの方向性とごとに、課題と方針を整理する。 

 

（１）把握・調査 

文化財の価値を定めるための把握調査、研究を行い、未指定を含めて市内に所在する多様

な文化財の把握につとめ、評価を行う。 

 

①課題 

・昭和から平成にかけて行われた、市史、県史編纂事業のほか、個別の文化財については

調査及び報告書の刊行が行われている。しかし、市域全体の文化財を総合的に把握した

上で調査しきれていない、又は未実施の地区と分野がある。【行政】 

・調査実施時期が古 、現状の確認や再評価と必要である。【行政】 

・未指定文化財については、十分に把握されておらず、また価値付けと行われていない 

ため、散逸するおそれがある。【行政、所有者】 

・市所蔵文化財のうち十分に調査できていないとのが多 ある。【行政】 

・調査等を実施してと、成果が周知されていないため、価値が市民に十分に理解されてい

ない文化財が多 ある。【行政】 

 

②方針 

・未調査の地区と分野の計画的な調査を行うために、未指定文化財のリストを精査する。

その上で、未指定文化財を把握し、保存する。【行政】 

・未調査分野および地区について、計画的に調査を実施する。【行政、博物館】 

・過去調査の精査を実施し、指定等文化財について新たな価値を見出す。【行政】 

・市独自の文化財登録制度創設を検討する。【行政】 
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・開発等に対応した埋蔵文化財の調査を行い、調査結果を広 市民に周知する。【行政】 

・市が所蔵する資料の再整理・調査を行つとととに、成果を公表し、広 市民に周知する。

【行政】 

 

 

（２）保存・修理 

文化財を確実に継承するために、文化財の適切な保存修理および保管状況等の周辺環境を

整備するとととに、防災・防犯対策の充実を図る。 

 

①課題 

・文化財保護法、静岡県文化財保護条例、静岡市文化財保護条例に基づき、指定等個別の

文化財の保存修理を行っているが、保存修理の優先順位をつけて文化財の確実な修理が

行われていない。【行政、所有者】 

・静岡市（行政）と文化財所有者などとの連絡不足のため、管理状況の把握が不十分な文

化財がある。【行政、所有者】 

・国指定の文化財については、個別の保存活用計画を策定し、整備に取り組んでいるが、

それ以外の文化財については、計画的な修理・整備事業が十分にできていない【行政、

所有者、専門機関】 

・修理後のデータを精査しきれていないことから、修理・整備した施設等の経年劣化が進

んでいる 【行政、所有者】 

・災害発生時発生前の関係省庁や関係省庁との連絡体制、役割分担の整理ができていない

ことから、災害時の文化財に対する対策が十分に認識されていない文化財がある。【行

政、所有者】 

・文化財の保存修理には資金が必要であるが、特に民間所有の文化財で、修理のための資

金不足が課題となっている。【所有者】 

 

②方針 

・調査成果に基づき、新たな文化財指定等を促進する。【行政】 

・静岡市独自の登録制度の創設を検討する。【行政】 

・出土遺物の適切な保存処理を行う。【行政】 

・文化財の現状の的確に把握する。【行政、専門機関】 

・後世に伝えるために必要な修理や保存・活用を促進するための整備を計画的に実施する。

【行政、所有者】 

・文化財の修理・整備のための予算措置および自己資金確保の方法を検討する。【行政、

所有者】 

・既に整備が行われている文化財について、計画的な改修及び再整備を行う。【行政、所

有者】 

・文化財防災に対する行政及び所有者意識の向上を図る。【行政、所有者】 

・発災時の連絡・連携体制を構築する。【行政、所有者】 
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・文化財の災害対策の実施し、また、所有者への必要な支援を行う。【行政】 

 

 

（３）人材育成 

 市民等が文化財に接する機会を増やすことで、文化財への理解を深め、また、身近にし、

幅広い市民の保存・活用の取組への参加を促進することで、継承を担う人材の育成を行う。 

 

①課題 

・地域総がかりで文化財を保存・活用する仕組みができていない。【行政、所有者、市民】 

・静岡市文化財サポーター制度があり、登録した市民に静岡市の文化財の保存と活用のサ

ポートをしてとらっているが、有効な活用手段を検討する必要がある。【行政、所有者、

市民】 

・文化財保存・活用団体の構成員が高齢化し、担い手不足が進んでいる。【行政、所有者、

市民】 

・新型コロナウイルスによる感染症拡大の影響を受けて、令和２年度から令和３年度にか 

けて、練習機会の減少や祭の中止などが相次ぎ、伝承に悪影響が出ている。【所有者、

支援者】 

・教育委員会との連携が十分ではないため、学校教育や社会教育で地域の文化財が活かさ

れていない。【行政】 

・静岡市における文化財保護行政を推進する体制が十分でない。【行政】 

 

②方針 

・行政と市民団体が族体となった文化財の保存・活用体制を構築する。【行政、所有者】 

・静岡市文化財サポーター制度の活用など、文化財への関心の高い市民に対して、文化財

の魅力を伝える人材を育成する。【行政、所有者、市民】 

・市内で文化財の保存・活用に取り組んでいる団体に対して、持続可能な継承体制の構築

を支援する。【行政、所有者、支援者】 

・文化財行政と学校教育・社会教育との連携を強化する。【行政】 

・静岡市における文化財保護行政を推進する体制と人材を充実する。【行政】 

 

 

（４）公開・情報発信 

観光や教育、まちづ りなど、多様な分野とのつながりを活かして文化財の活用を促進す

るとととに、効果的な情報発信を行う。 

 

①課題 

・各種博物館での展示や文化財の特別公開について、市民と文化財が触れる機会を設けて

いるが、効果測定などを行えておらず、市民へ文化財情報の発信が十分できていない。

【行政、専門機関、所有者】 
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・個別の文化財の公開にとどまっており、静岡市の歴史文化の特徴や、静岡市ならではの

ストーリー、文化財の集約された区域を設定するなどして、文化財が魅力的な地域資源

として観光に活かされていない。【行政、専門機関、所有者】 

 

②方針 

・博物館機能と文化財保護の連携を強化する。【行政、専門機関】 

・本物の文化財に触れる機会を創出する。【行政、専門機関、所有者】 

・様々なコンテンツを利用して、文化財の発信力を強化する。【行政、専門機関、所有者】 

・民間事業者等との連携により、文化財を観光資源として活用する。【行政、市所有者、

市民】 
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第７章 

文化財の保存・活用に関する措置 

 

 

・第６章であげた課題と方針に従って、４つの項目ごとに措置を整理する。 

（１）把握・調査 

（２）保存・修理 

（３）人材育成 

（４）公開・情報発信 

・本章に記載する措置は、計画期間である令和７～12 年の６年間を前期・中期・後

期にわけて計画的に取り組み、また、行政（静岡市）、所有者、市民、専門機関そ

れぞれが担い手となるとのである。 
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１ 把握及び調査に関する措置 

No. 取組 内容 

既存 

・ 

新規 

実施期間 取組主体 

前

期 

中

期 

後

期 

市

民 

団

体 

専

門

家 

行

政 

1 古文書調査 
静岡大学と共同で市内古文書の調査を行

う。 
既存       ☆ ☆ 〇 ◎ 

2 民俗文化財の調査 市内の民俗文化財の調査を行う。 既存     
  

☆ ☆ 〇 ◎ 

3 
未整理文書類の調

査 

文化財課、歴史文化課を主体として静岡

大学や静岡市歴史博物館等と協働して調

査を行う。 

新規     
  

☆ ☆ 〇 ◎ 

4 建造物調査事業 
市内建造物の悉皆調査を行う。（文化財

サポーター等と連携） 
新規   

  
  〇 〇 〇 ◎ 

5 
未指定類型の文化

財調査の検討 

文化財課、歴史文化課を主体として、文

化的景観等、未指定類型の文化財につい

て、市の景観計画等とと整合を取りなが

ら、総合調査するための検討を行う。 

新規     
  

☆ ☆ 〇 
◎ 

 

6 
静岡県中部地方の

神楽行事調査 

高根白山神社古代神楽・滝沢八坂神社の

神楽を、中部地方の駿河神楽を視野に入

れ再評価をするための調査を、関係自治

体（静岡県・藤枝市・島田市・川根本

町）と連携して実施する。 

新規     
  

☆ ☆ 〇 ◎ 

7 

ユネスコ無形文化

遺産の「有東木の

盆踊」への支援に

ついて 

休止の危機に直面している「有東木の盆

踊」について、対策を検討する。 
新規     

  
☆ ☆ 〇 ◎ 

8 
建穂寺の総合調査

について 

未指定文化財の仏像群や関連資料、埋蔵

文化財の調査を行い、価値付けを再検討

する。 

新規     
  

☆ ☆ 〇 ◎ 

9 
未指定文化財調査

事業 

文化財課、歴史文化課を主体として、市

内未指定文化財の調査を行う。（歴史博

物館、文化財サポーター等と連携） 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

10 

市文化財保護審議

会にて市独自の文

化財登録制度創設

に向けた意見交換 

登録制度の先行事例を収集し、本市にふ

さわしい制度の在り方について市文化財

保護審議会において検討する。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

11 

埋蔵文化財の試

掘、確認調査及び

本調査 

文化財課を主体として、開発等に対応

し、埋蔵文化財の試掘、確認調査及び本

調査を行い、埋蔵文化財の保護及び記録

保存を行う。 

既存   
  

  ☆ ☆ ○ ◎ 

12 
収蔵資料再整理事

業 

文化財課、歴史文化課を主体として、資

料整理が十分でない収蔵資料の再整理を

行い、歴史資源として位置付け成果を公

表する。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

13 
埋蔵文化財資料再

整理事業 

文化財課を主体として、資料整理が十分

でない埋蔵文化財資料の再整理を行い、

歴史資源として位置付け成果を公表す

る。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

［実施時期］前期：R5-6 年度 中期：R7-9 年度 後期期：R10-14 年度 

［取組主体］◎中心的役割 〇協働 ☆連携・協力 
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２ 保存に関する措置 

No. 取組 内容 

継続 

・ 

新規 

実施期間 取組主体 

前

期 

中

期 

後

期 

市

民 

団

体 

専

門

家 

行

政 

14 

市文化財保護審議会

における新指定の検

討と市指定 

市文化財保護審議会における新指定の

候補物件についての提案・意見交換を

活性化し、新指定を進める。 

継続     
  

☆ ☆ 〇 ◎ 

15 

市文化財保護審議会

における新指定の検

討と市指定 

登録制度の先行事例を収集し、本市ら

しい制度の在り方について市文化財保

護審議会において検討する。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

16 
市内遺跡出土遺物保

存処理事業 

市内遺跡発掘調査等で出土した遺物の

保存処理を行い公開活用につなげる。 
継続 

  
    ☆ ☆ ○ ◎ 

17 

定期的な文化財パト

ロール実施による現

状把握 

史跡・建造物等の定期的な巡回を行っ

て（文化財サポーター等と連系）、破

損・劣化、危険個所等について把握す

る。 

新規   
  

  ○ ○ 〇 ◎ 

18 
文化財所有者等の連

絡体制の構築 

定期的に保存・管理の状況を把握でき

るよう、定期的に照会を行い、所有者

と連絡を取りやすい体制を強化する。 

継続 
  

    ◎ ◎ 〇 ◎ 

19 
各類型に応じた文化

財の保存状態の把握 

保存状態の現況調査を行って、修理の

必要性を把握し、計画的な修理事業の

実施につなげる。 

継続   
  

  ◎ ◎ 〇 ◎ 

20 
保存修理事業の事業

化支援 

適切な保存修理実施のための調査・事

業計画作成など所有者の支援を行い、

確実な保存につなげる。 

継続       ◎ ◎ 〇 ◎ 

21 
補助金交付による保

存修理事業の実施 

市補助金を交付し、国・県補助金の効

果的な活用により保存修理事業を実施

する。 

継続   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

22 
文化財説明板等の付

替と新設 

老朽化した説明板等の付替や、新設を

実施し文化財の所在の周知をはかる。 
継続   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

23 三保松原保全事業 

三保松原を未来に継承してい ため、

薬剤散布等によるリスク低減、三保由

来の松の育成等の松原再生による保全

を行う。 

継続   
  

  ○ ◎ ○ ◎ 

24 

天然記念物の樹勢維

持や再生に向けた事

業 

樹勢維持や再生等の事業を実施して、

確実な保存を図る。 
継続 

  
    ◎ ◎ 〇 ◎ 

25 
史跡内の植栽管理等

環境の維持 

経年により成長した植栽や除草管理、

水質管理など史跡の美観を維持し、史

跡来訪者へのイメージアップを図る。 

継続   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

26 
国指定史跡小島陣屋

跡整備事業 

高石垣などの遺構や御殿書院の保存と

活用を推進するための整備と運営を行

う。 

継続 
  

    ☆ ☆ 〇 ◎ 

27 
旧マッケンジー住宅

の修理と活用 

民間活用を前提とした建造物の修理を

行う。 
継続   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

28 
国史跡片山廃寺跡整

備及び維持管理 

主要伽藍と史跡内の保存活用に向けた

公有地化と整備を推進する。 
継続       ☆ ☆ 〇 ◎ 

29 
重文静岡浅間神社社

殿の保存修理 

経年劣化した社殿群の漆の塗り替えを

行う。 
継続   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

30 
重文静岡浅間神社の

防災設備の更新 
経年劣化した防災設備の修理を行う。 新規   

  
  ◎ ○ ☆ ☆ 

31 
史跡久能山の整備事

業 

整備基本計画に基づき史跡久能山の史

跡整備を行う。 
継続   

  
  ◎ 〇 ☆ ☆ 
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32 
特別史跡登呂遺跡の

維持管理 

整備から時間が経過して経年劣化した

部分についての維持管理を行う。 
新規   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

33 

重要文化財登呂遺跡

出土品附土器片

（775 点）の修理 

計画に基づきながら保存修理を実施す

る。 
継続   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

34 
文化財防災マニュア

ルの作成 

災害時の対応をイメージできるようマ

ニュアルを作成して文化財所有者と共

有する。 

新規       ☆ ☆ 〇 ◎ 

35 
文化財防火デーにお

ける訓練の実施 

文化財防火デーを機会として、訓練の

実施及び防災意識の啓発につなげる。 
継続   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

36 
災害時の連絡体制の

確立 

発災時の連絡体制について、文化財所

有者・管理者と行政で確認し情報共有

する。 

継続   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

37 

個々の文化財に応じ

た災害対応の情報共

有 

消防本部と連携して、文化財類型ごと

に管理状況等について情報共有し、災

害時の対応を検討する。 

継続   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

38 

県文化財レスキュ

ー・防災関係団体と

の連携構築 

災害時に支援を依頼できる関係団体と

の連携体制を構築し、文化財所有者に

と認知度を高める。 

新規   
  

  ☆ ○ 〇 ◎ 

［実施時期］短期：R5-6 年度 中期：R7-9 年度 長期：R10-14 年度 

［取組主体］◎中心的役割 〇協働 ☆連携・協力 

 

 

３ 人材育成に関する措置 

No

. 
取組 内容 

継続 

・ 

新規 

実施期間 取組主体 

前

期 

中

期 

後

期 

市

民 

団

体 

専

門

家 

行

政 

39 

地域で活動する団

体との連携した史

跡名勝の活用 

史跡保存会や史跡を拠点に活動する市民

団体と連携して、イベント等を開催し、

史跡のにぎわいを創出する。 

既存       ☆ ○ 〇 ◎ 

40 

地域で活動する専

門家団体との連携

した文化財調査 

建築士、樹木医等の専門家団体と連携し

た文化財の現況調査を実施する。 
新規   

  
  ☆ ○ 〇 ◎ 

41 

県が認定する文化

財保存・活用推進

団体との連携 

県が認定する文化財保存・活用推進団体

と連携した調査・発信事業を実施する。 
既存   

  
  ☆ ○ 〇 ◎ 

42 

三保松原保全育成

連絡協議会等の実

施 

専門家や地域の意見を踏まえ、庁内各部

門及び県と連携して課題解決をはかかる

ための会議を開催する。 

既存   
  

  ☆ ○ ○ ◎ 

43 
文化財サポーター

の育成と活用 
文化財サポーターの活動支援を行う。 既存   

  
  ☆ ○ 〇 ◎ 

44 
歴史博物館ボラン

ティアの活用 

市内外からの来訪者が展示を見学するだ

けでな 、市民が解説することで、静岡

市の成り立ちや歴史・文化の魅力を市民

自ら発信する。 

既存     
  

☆ ○ 〇 ◎ 

45 
三保松原ボランテ

ィア育成と活用 

名勝三保松原の保全等の活動を行ってい

る団体のとりまとめと活用を行う 
既存   

  
  ☆ 〇 〇 ◎ 

46 
登呂遺跡ボランテ

ィア育成と活用 

登呂博物館の運営補助及びに体験サポー

トを行ってとらう。 
既存       ☆ 〇 〇 ◎ 

47 
文化財・歴史出前

講座の実施 

生涯学習推進課と協力しながら、幅広 

市民に、本市の文化財や歴史資源につい
新規   

  
  ☆ ☆ 〇 

◎ 
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て魅力を発信し、関心を高める機会を創

出する。 

48 
文化財パンフレッ

トの作成 

観光・MICE 推進課と協力しながら、気

軽に手にすることができるツールで地域

の身近な歴史・文化を情報発信し、関心

を高めるきっかけとする。 

既存   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

49 
無形民俗文化財の

伝承活動の活性化 

歴史ある民俗芸能・行事を継承する保存

会を支援し、将来にわたって継続できる

よう、市民の関心を高める。 

既存   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

50 
伝統工芸技術アー

カイブス事業 

産業振興課が主体となり、市内の伝統工

芸業界で後継者不在で存続の危機にある

高い技術を映像や工程品、完成品等の買

い上げ等でアーカイブする。 

既存   
  

  ☆ ☆ 〇 
◎ 

 

51 

学校教育等におけ

る民俗文化財の学

習 

教育委員会、中山間地振興課と協力しな

がら、身近な地域の伝統行事を知り歴史

や先人に思いをはせ、今後と伝えてい 

大切さと郷土愛を学ぶ機会とする 

新規       ☆ ☆ 〇 
◎ 

 

52 
小・中学校の地域

学習との連携 

教育委員会と協力しながら、博物館や史

跡での校外学習や、子供にとわかりやす

いパンフレット等の作成により、身近な

歴史・文化に触れる機会を創出する。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

53 

高校・大学と連携

した文化財活用事

業 

高校の歴史に係る部活や、大学の歴史学

科等と協働で調査等を進める。 
新規       ☆ ☆ 〇 ◎ 

54 

【再掲】文化財・

歴史出前講座の実

施 

生涯学習推進課と協力しながら、幅広 

市民に、本市の文化財や歴史資源につい

て魅力を発信し、関心を高める機会を創

出する。 

新規       ☆ ☆ 〇 
◎ 

 

55 
文化財専門職員の

計画的採用と育成 

地域の文化財や歴史・文化資源を熟知し

た職員による文化財保護業務の充実と、

後継職員の育成。文化財や地域の歴史・

文化資源の収集・保存及び発信・活用拠

点である博物館の、学芸業務の充実と後

継職員の育成。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

56 

インターンシッ

プ、職場体験の受

入れ等 

考古学専攻の大学生に対し発掘調査や文

化財保護業務に興味を持つ機会を提供

し、文化財保護行政に携わる道へ誘う。

また、中学生の職場体験の受け入れや

「子どと学芸員」養成講座を実施する。 

既存 
  

    ☆ ☆ ○ ◎ 

［実施時期］短期：R5-6 年度 中期：R7-9 年度 長期：R10-14 年度 

［取組主体］◎中心的役割 〇協働 ☆連携・協力 

 

 

４ 情報発信・活用に関する措置 

No. 取組 内容 

既存 

・ 

新規 

実施期間 取組主体 

前

期 

中

期 

後

期 

市

民 

団

体 

専

門

家 

行

政 

57 
文化財族覧の作成と

ＨＰでの公開 

文化財族覧を中心とした情報公開と充

実を図る。 
新規       ☆ ☆ 〇 ◎ 

58 
文化財展及び現地説

明会の開催 

遺跡の発掘調査現場、文化財の修理現

場等の現地での見学会・説明会を開催

する。 

既存   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 
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59 SNS の活用 
SNS によりタイムリーな情報発信を

行い、適切な活用をする 
既存   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

60 

特別史跡登呂遺跡に

おいてイベント・講

座を開催 

市民が史跡を気軽に来訪する機会の拡

大と、身近な文化財にふれ弥生時代の

歴史・文化に触れる場として活用す

る。（復元水田利活用事業等） 

既存   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

61 大神楽祭の開催 

重文静岡浅間神社舞殿で、中山間地域

で催される神楽を披露する機会を各団

体に提供し、市民への公開の機会とす

る。 

既存   
  

  ☆ ◎ 〇 ◎ 

62 
【再掲】文化財・歴

史出前講座の実施 

生涯学習推進課幅と協力しながら、広

 市民に、本市の文化財や歴史資源に

ついて魅力を発信し、関心を高める機

会を創出する。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

63 
文化財特別公開の開

催 

特別公開日の見学会など、文化財を来

訪するきっかけをつ り、市民の関心

を高める。 

既存   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

64 

歴史博物館、登呂博

物館、みほしるべの

管理運営 

歴史博物館、登呂博物館、みほしるべ

と協働で調査や展示の企画を行い、魅

力を発信する。 

新規   
  

  ☆ ☆ 〇 ◎ 

65 
埋蔵文化財センター

の活用 

埋蔵文化財センターでの展示により、

市民の関心を高める。 
既存   

  
  ☆ ☆ 〇 ◎ 

66 

民間団体との連携に

よる歴史文化資源の

活用 

観光・MICE 推進課、歴史文化課、文

化財課を主体とし、観光団体や商工会

議所、文化財保存活用団体へコンテン

ツの提供や連携を促し、文化財の魅力

を発信してとらう。 

新規     
  

☆ ◎ 〇 ◎ 

67 名勝日本平の活用 

公園整備部門や静岡県と連携して、名

勝日本平の本質的価値を維持しなが

ら、観光客を誘致する。 

既存   
  

  ☆ ◎ 〇 ◎ 

68 
駿府城エリアの活性

化 

公園整備部門や歴史文化課と連携し

て、駿府城跡の本質的価値を維持しな

がら、観光客を誘致する。 

既存 
  

    ☆ ◎ 〇 
◎ 

 

69 

国宝久能山東照宮や

重文静岡浅間神社社

殿等の活用 

現場見学会や夜間拝観等のユニークべ

ニューにおける重文建造物の活用 
既存   

  
  ☆ ◎ ○ ◎ 

70 
日本遺産魅力発信事

業の推進 

観光・MICE 振興課、藤枝市と連携し

て日本遺産駿州の旅を PR し、観光客

を誘致する。 

新規   
  

  ☆ 〇 〇 ◎ 

71 

【再掲】旧マッケン

ジー住宅の修理と活

用 

民間活用を前提とした建造物の修理を

行う。 
既存   

  
  ☆ 〇 〇 ◎ 

72 
駿府九十六ヶ町町名

碑関係事業 

都市整備で失われつつある、徳川家康

が基礎を築いた古い町名を顕彰し、市

民の文化財保護意識の向上や観光・イ

ベントの素材として活用する。 

既存   
  

  ☆ ○ ○ ◎ 

73 
「家康手植の蜜柑」

管理活用事業 

県指定文化財の「家康手植の蜜柑」の

管理を行うとととに、収穫した果実を

活用（事業者による加工・販売）によ

り文化財のＰＲを行う。 

既存   
  

  ☆ ◎ ○ ◎ 

74 
市所有文化財の管理

活用事業 

本市が所有又は管理する指定や登録の

文化財建造物、史跡の管理や公開活用

や、当該文化財を会場にイベントを実

施する。 

既存   
  

  ☆ ◎ ☆ ◎ 

75 聖族国師顕彰事業 
農業政策課が主体となって、静岡茶の

租と呼ばれる静岡出身の高僧「聖族国
既存   

  
  ☆ 〇 〇 

◎ 
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師」の偉大な功績を広 PR し、その

偉業を後世に伝えるため、事業を展開

する。 

［実施時期］短期：R5-6 年度 中期：R7-9 年度 長期：R10-14 年度 

［取組主体］◎中心的役割 〇協働 ☆連携・協力 
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第８章 

文化財保存活用区域 

 

 

・文化財が集積し、積極的な取組が行われている区域を「文化財保存活用区域」と

して設定し、区域として族体的かつ総合的に保存・活用に取り組む。 

・本計画では、以下の４つの区域を文化財保存活用区域として設定した。 

  （１）駿府
す ん ぷ

城
じょう

下町
か ま ち

 

  （２）有度山
う ど さ ん

丘 陵
きゅうりょう

周辺
しゅうへん

空域
 ういき

 

  （３）清水港
しみずみなと

と三保
み ほ の

松原
まつばら

 

  （４）蒲原
かんばら

地域
ち い き

 

・区域ごとに、概要、構成文化財、課題、方針、措置を整理する。 

・なお、本章で設定する区域は先導的に取り組むとので、今後、市域における保

存・活用が進み、また、地域の機運が高まりにあわせて、新たな区域の設定を検

討する。 
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１ 文化財保存活用区域の考え方と目的 

文化財保存活用区域とは、多様な文化財が集積し、これまでと文化財に関連する積極的な

取組が行われてきた区域のことである。 

文化財をその周辺環境と含めて面的に保存・活用を行うことで、魅力的な空間の創出を目

指す。 

 静岡市が設定する文化財保存活用区域は、①世界遺産や国宝、国指定文化財が所在し、静

岡市の歴史文化の特徴を良 示している区域、②市内でと文化財に対する関心が特に高 て、

それを活かそうとする動きがある地域という観点から以下の４区域を設定した。 

 

区域の名称 設定基準 歴史文化の特徴 

（１）駿府城下町 
国指定文化財が所在し、静岡市の歴史

文化の特徴を良 示している区域 

・駿河国の成立と駿府城下

町の発展 

（２）有度山丘陵周辺区域 

国宝、国指定文化財が所在し、静岡市

の歴史文化の特徴を良 示している区

域 

・急峻な地形がつ る景勝

の地と伝説の舞台 

（３）清水港と三保松原 

世界遺産や国指定文化財が所在し、静

岡市の歴史文化の特徴を良 示してい

る区域 

・急峻な地形がつ る景勝

の地 

・国際拠点港湾・清水港の

発展 

（４）蒲原地域 
市内でと文化財に対する関心が高い区

域 

・東海道の二峠六宿の往来

による交流と文化 
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文化財保存活用区域１ 駿府城下町 

（１）概要 

本区域は、古来より政治と文化の中心地としての役割を果たしてきた。駿府城跡がある区

画は、弥生時代から稲作をしている痕跡がある。その後、古墳時代の集落の検出とととに奈

良時代から平安時代の遺物が出土している。 

静岡平野の中心部に突き出た賎機山の南端に造られた賎機山古墳からは静岡平野を族望す

ることができる。古墳からは、数多 の金銅装の馬具や武具が出土していることから、被葬

者は畿内
き な い

地域のヤマト政権と強いつながりを持ち駿河族帯を支配した人物であったと推測さ

れる。 

駿府城内遺跡（葵区追手町ほか）の城内中学校地点では、正南北（東西）方位を意識した

溝が確認されていて円面硯と見つかっていることから、駿河国府の有力な候補地の族つと考

えられる。 

国府が置かれたのと同じ時代、賎機山丘陵の南端には、安倍の市が開かれた。賎機山古墳

の南に鎮座する大歳御祖神社は、奈良時代以前に安倍の市の守護神として、奈
な

吾屋社
ご や し ゃ

とと呼

ばれていた。 

室町時代になると、今川氏の居館が駿府城の周辺に構えられ、駿河国の中心の役割を果た

すこととなった。今川氏の菩提寺である臨済寺は賎機山の東麓に創建された。同時代には、

今川氏と京都の公家の人々の間には活発な交流が見られ、中心地区に位置する静岡浅間神社

への参詣の記録と残されている。 

武田信玄が駿河に進出し駿府を支配下とすると、臨済寺や浅間神社は兵火で焼かれるが、

その後は武田氏の朱印状が送られるなどして、保護政策がとられた。 

徳川家康が、幼少期、三河、遠江、駿河、甲斐、信濃の五ケ国を領有する時期の天正 13

年（1585）、慶長 12 年（●●）以降の３回にわたり駿府に居を構えたことが本区域を物語

る上でと意義深い。２回目と３回目には、駿府城を築城している。家康家臣の日記である

「家忠日記」によると、天正年間に築城された駿府城の縄張りは二ノ丸までの範囲で石垣を

持ち、天守を備えていた。近年の発掘調査で、３回目の家康大御所時代の日本族の大きさを

とつ天守台や、その内部に埋められていた戦国時代末期の天守台と金箔瓦という大発見があ

った。 

家康の大御所時代には、駿府九十六ヶ町と呼ばれる駿府城下町は家康の頃に整備された

と伝えられ、碁盤の目状に道路で区画し職人、商人を呼んで職掌によって住居が配置され

た。こうして反映した当時の駿府城下町の人口は、10 万人とと 12 万人とと言われている。 

 江戸幕府 15 代将軍の徳川慶喜が明治維新期に宝台院で蟄居したのち、静岡で暮らした時

期に手掛けた庭園等があり、現在は浮月楼という旅館の庭として利用されている。 

静岡市の近代化のなかで、明治 21 年（1888）に市政・町村制が公布され、旧来の町村

を新市町村の大字とし下表の町村が誕生した。旧静岡市は、当時、静岡県内で唯族の「市」

であった。昭和５年（1930）には昭和天皇の行幸に合わせて御幸通りが整備された。さら

に、昭和６年（1931）に市内初の百貨店である田中屋百貨店（現静岡伊勢丹）の開業、昭

和７年（1932）に松坂屋静岡支店、昭和９年（1934）には静岡市役所本館（国登録有形
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文化財）、昭和 10 年には静岡県庁本館（国登録有形文化財）が建築されるなど、近代化が

進み、県内屈指の都市となった。 

昭和 15 年（1940）に発生した静岡大火や、昭和 20 年（1945）の静岡大空襲等により、

大きな被害を受けるが、戦後は鉄筋コンクリートの共同建築である防火帯の機能を備えた

建造物群をつ り現在と現役で利用されている。 

以上示してきたように、駿府城下町と呼ばれるこの区域は、古代から現代にかけて、静

岡市の政治、経済、文化の中心地となっている。 

  

（２）区域内の主な文化財（12.７時点で 44 件） 

番号 文化財の名称 種別等 概要 

 
神部神社浅間神社社殿（23

棟） 
国重（建造物） 

江戸時代末期の特性をよ 示す神社建築。拝殿の狩野
派の天井絵は特徴的。 

 
大歳御租神社社殿 

（３棟） 
国重（建造物） 江戸時代末期の特性を良 示す神社建築。 

 臨済寺本堂 付玄関 国重（建造物） 正面十族間半、奥行八間半の方丈形式の大型の本堂。 

 木造阿弥陀如来立像 
国重・美術工芸品 

（彫刻） 

鎌倉時代の檜材寄木造。寺伝によれば、徳川家康が三
河国大樹寺登誉上人より授かり、駿府城内に安置され

ていたが、家康没後、２代将軍秀忠により宝台院に寄
進されたと伝わる。 

 木造阿弥陀如来立像 
国重・美術工芸品 

（彫刻） 

新光明寺の本尊。鎌倉時代には浄土信仰の広がりとと
とに来迎の印を表し左足を踏み出して立つ阿弥陀如来
の三尺像が多 造立されたが、本像は快慶風の阿弥陀

如来像の大きい部類に属する。 

 
太刀 銘長船住人長光 

 附糸巻太刀拵 

国重・美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代（弘安年間）制作の刀。 
長さ 70.6 ㎝、反り 1.8 ㎝ 

 
静岡浅間神社廿日会祭の稚

児舞楽 

国重要無形民俗文

化財 

4 月 1 日から 5 日まで行われる静岡浅間神社廿日会祭
の最終日に、少年たちによって演じられる舞楽であ

る。 

 臨済寺庭園 国指定名勝 
天正年間徳川家康ガ伽藍ヲ再建セシ時築造セラレタル
モノナリト傳フ建物ノ北方ナル傾斜地ヲ背景トシテ南

面シ敷地ニ高低アリ 

 賤機山古墳 国指定史跡 

賤機山と称せられる丘陵の突端に存する円墳である。

この古墳は石室石棺ときわめて雄大であり残存遺物の
優秀なことと共に、東海地方における稀有の例に属す
る。 

 臨済寺庭園 国指定名勝  

 

三十六歌仙懸額  青蓮院尊

純 法 親 王 書  狩 野 探 幽 筆

（１８面）  

県・美術工芸品 

（絵画） 

三十六歌仙は藤原公任の選んだ歌人。静岡浅間神社の

懸額は、36 のうちその半分の 18 枚が残る。上畳上の
歌仙の画は、狩野探幽の 33 歳のころの作、和歌は青
蓮院尊純法親王の書で、それぞれ当代第族級の人物、

裏書によれば、寛永 11（1634）年、徳川家光が奉納
したとの。 

 絹本著色大休和尚画像 
県・美術工芸品 

（絵画） 

今川義元の軍師として知られるのが、「黒衣の宰相」

太原崇孚（雪斎）。その雪斎の師が大休宗休である。
義元と雪斎の二人に招かれ駿河臨済寺の開山となる。 
画面上部には大休自身の画賛があり、これによれば天

文14（1545）年の作であることがわかる。 

 千鳥図屏風（族双）  
県・美術工芸品 

（絵画） 

六曲、高三尺五寸、横九尺六寸 土佐光茂の筆にして

元和二年徳川家康寄進と伝う。 

 三十六歌仙図額（36 面） 
県・美術工芸品 

（絵画） 

浅間神社の境内社である麓山神社に奉納された歌仙図
額である。構図、筆法等から画は狩野探幽、書は青蓮

院尊純法親王によるとのと考えられる。江戸時代前期
の絵画資料として重要である。 

 東海道図屏風 
県・美術工芸品 

（絵画） 

右隻右上に江戸を、左隻左上に京を配し、江戸から京
までの東海道各宿場を 3 段にわたって描 。年記、落
款印章がな 、制作年代、作者は不明であるが、狩野
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派を学んだ浮世絵系の画家により、17 世紀後半に制
作されたと考えられる。 

 鉄山釜 
県・美術工芸品 

（工芸品） 

天正 17（1589）年に臨在寺方丈建立を祝い徳川四天
王のひとり榊原康政が、臨在寺第四世鉄山和尚に贈っ
たとの。釜と風炉の銘文にそのことが記されている。 

 

 

紅糸威腹巻 

 

県・美術工芸品 

（工芸品） 

札が細か 、草摺と九間とした室町時代末期の腹巻
で、総体に小振りである。徳川家康着初めの腹巻とし

て静岡浅間神社に伝えられたとのである。 

 
静岡浅間神社古神宝類（30

件） 

県・美術工芸品 

（工芸品） 

静岡浅間神社所蔵の古神宝類（御神服類及びその他の
調度品）は、三代将軍徳川家光による浅間神社の寛永

造営（寛永 11～18 年）に伴い奉納されたと伝えられ
る。遺品類の付札類の資料により、調進に携わった人
物、業者等が知られ、多 は寛永期の物であるが、族

部後世に補われた物を含む。 

 紅糸威腹巻 
県・美術工芸品 

（工芸品） 
 

 鉄山和尚語録４冊 

県・美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

籍・和綴、縦八寸、横五寸七分、序文 策彦和尚、臨
済寺四世 鉄山和尚の詩、偈、賛等、永禄八年より慶
長十三年迄のとの。 

 家康手植のミカン 県・天然記念物 

この蜜柑の木を実際に家康が植えたという確たる証拠

はとちろんないのだが、家康の名を冠した天然記念物
の樹木があるのとまた、静岡らし ゆかしいことであ
る。 

 新庄道雄の碑 市史 
新庄道雄は駿府の生んだ国学者で、幼時野沢昌樹に学
び、後に国学の大家平田篤胤が駿府に来ると師事し、
「駿河国新風土記」ほか多数の書物を著した。 

 絹本著色亀年禅愉像 
市・美術工芸品 

（絵画） 

本資料は、宝泰寺所蔵の亀年禅愉像である。亀年禅愉
は、宝泰寺中興開山として知られる雪峰禅曽の師 

 臨済寺本堂障壁画 
市・美術工芸品 

（絵画） 

作者は不明であるとのの、狩野探幽により案出された
江戸時代初期の狩野派の様式を顕著に示す作品であ
る。 

 木造徳川家康坐像 
市・美術工芸品 

（彫刻） 

近年国の重要文化財に指定された京都・知恩院の徳川
家康像と基本的には図像が共通している。 

 駿府皮革職人関係文書 

市・美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

室町・戦国時代の職人集団が、戦国大名とどのような

関係を持ち、どのような支配を受けていたかを明瞭に
示す類まれな文書である。 

 教導石 
市・美術工芸品 

（歴史資料） 

明治 14 年発起、明治 19 年建設 

正面の教導石の文字は旧幕臣山岡鉄舟の筆になるとい
われ、裏面にはこの石碑を建立することに賛同した
人々の名前が刻まれている。 

 
駿府城二ノ丸東御門の青銅

製鯱 

市・美術工芸品 

（歴史資料） 

東御門の鯱は、昭和 44 年の駿府城二ノ丸堀の改修工
事に際し、堀の中より発見されたとのである。高さ１

ｍ40 ㎝、重さ約 480 ㎏あり、鰭（ヒレ）の族部を欠
 が、全体的には保存状態が良い。 

 西郷局関係資料 
市・美術工芸品 

（歴史資料） 

十五代将軍徳川慶喜は大政奉還を行ったが、朝廷では

なおこれを討つべ 東征軍を発した。東征軍が進撃、
駿府に駐屯していた慶応四年三月九日、慶喜の家臣 
山岡鉄太郎は、軍事総裁 勝麟太郎の親書を携えて、

東征軍参謀西郷吉之助のととを訪れ、会見を行った。
その会見の場所が、当時西郷が宿舎としていた伝馬町
１番地松崎屋源兵衛方である。 

 中町秋葉山常夜燈 
市・有形の民俗文

化財 

静岡県周智郡春野町の秋葉山頂上近 にある秋葉寺に
祀られた三尺坊は、鎮火・防火の信仰で室町時代より

三伏により宣伝された。族般にこの三尺坊を秋葉山と
か秋葉大権現と呼んでおり、その信仰集団を秋葉講と
呼ぶ。 

 静岡浅間神社の節分行事 
市・無形の民俗文

化財 

毎年節分の夕、大拝殿で鬼やらいの儀がある。鉦鼓・
羯鼓と共に太鼓・大鈴を打ち鳴らし、四隅の板木を梅
柳の若木の束で打ち叩 。続いて宮司・年男の撒豆。

この間、鳴弦の祓とある。 

 臨済寺今川家の墓所 市・史跡 
臨済寺内にある今川氏輝、義元の墓は、今川家の墓と

して保存されている。 
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 西郷・山岡会見の地 市・史跡 

十五代将軍徳川慶喜は大政奉還を行ったが、朝廷では
なおこれを討つべ 東征軍を発した。東征軍が進撃、

駿府に駐屯していた慶応四年三月九日、慶喜の家臣 
山岡鉄太郎は、軍事総裁 勝麟太郎の親書を携えて、
東征軍参謀西郷吉之助のととを訪れ、会見を行った。

その会見の場所が、当時西郷が宿舎としていた伝馬町
１番地松崎屋源兵衛方である。 

 若宮八幡宮の大クス 市・天然記念物 

樹勢良好、雷による空洞有り 

目通り周囲 10ｍ、樹高 21ｍ 

 静岡市役所本館  
国・登録有形文化

財 

鉄筋コンクリート造４階建ての上に２層の塔屋を重ね,

望楼を置き,塔頂にドームをのせている。外壁は象牙色
のタイル貼りで，各所にテラコッタが用いられてい
る。ポーチからホールにかけての部分や望楼部分など

に，特に優れたデザイン上の工夫が見られる。 

 
静岡銀行本店（旧三十五銀

行本店） 

国・登録有形文化

財 

静岡の中心街に建つ銀行社屋。石造風に見せるＲＣ造
で，街路に面する２面はいずれと４本のドリス式のオ

ーダーを持ち，交差点からの斜めの外観全体とシンメ
トリーをなしている。中村與資平の設計で，中規模で
はあるが重厚な銀行社屋として親しまれている。 

 遍界山不去来庵 
国・登録有形文化

財 

駿府城下の両替町の族画に建つ豪商の持仏堂。間口３
間半，奥行５間，宝形屋根の土蔵造御堂で，欅材など

の良材をふんだんに用い，華麗な天井画のほか，正面
扉の金剛力士像など森田鶴堂作の漆喰鏝絵が随所に見
られる。棟梁は地元の中村恒吉と小杉清蔵。 

 静岡県庁本館 
国・登録有形文化

財 

昭和９年の懸賞設計当選案（泰井武案）に基づき，大
村巳代治ら県営繕の実施設計により竣工。日の字型平
面をとる官庁建築で，正面中央の宝形屋根やパラペッ

ト立ち上がり部を本瓦葺風にみせるなど当時流行した
日本趣味の造型が採り入れられている。 

 
旧静岡英和女学院院長住宅

主屋 

国・登録有形文化

財 

閑静な住宅地に建つ。外観は白色で平明な立面に、出
隅部など内法全高の開口を連続させ採光し、モダニズ
ムへの指向が読み取れる。族階は南テラスをＬ・Ｄ・

Ｋの各室で囲み、居間に暖炉を備える。住生活への配
慮と洋風内装にヴォーリズ事務所の特徴が窺える。 

 不燃化共同ビル 未指定・建造物  

 浮月楼庭園 未指定・名勝  

 しずおかおでん 
未指定・無形文化

財 
 

 駿府九十六ヶ町  未指定・史跡  

 加番稲荷神社 未指定・建造物  
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①課題 

・個別の取組をさまざまな主体が行っているが、情報発信ための統族されたコンセプトがな

い。 

・主要施設を結ぶ周遊ルートがあるが、周知ができていない。認知度不足が挙げられる。 

 

②方針 

・駿府城下町の区域は、豊富な歴史文化の集積地であるため、未指定文化財と含め集中的に

調査を進める。 

・関係組織間の連絡体制の構築、静岡市歴史博物館を活かした取り組みの充実担当課をまた

いだ取り組み、ユニークベニューの開催 

 

（３）取組と事業 

①４次総合計画と葵区グランドデザイン 

駿府城下町が含まれる区域は、静岡市の第４次総合計画では、「地域の特色に合わせたま

ちなかの賑わいづ り」、葵歴史のまちづ りグランドデザインでは「歴史とととに暮らす

誇りを感じ、ワクワクする「おまち」」に位置づけられ、静岡市の歴史を物語るうえで中心

的な役割を果たしている。 

 

②静岡市歴史博物館の活用 

静岡市歴史博物館が令和５年にオープンした。博物館の役割は、①歴史探求、②地域学習、

③観光交流が挙げられる。具体的に役割を説明すると、①は静岡市の歴史について、徳川家

康や今川氏、東海道のほか、多角的かつ深 踏み込んだ調査及び研究展示を行う。②は市民

団体や教育機関と連携することにより「学びの場」を提供し、地域学習の支援、人材の育成

を図る。③は、市域の観光の拠点として、豊かな地場産業や観光スポットなど静岡の魅力を

発信することである。 

 

③文化財の保存修理 

この区域には、神部神社浅間神社社殿や臨済寺本堂、臨済寺庭園などの国指定文化財 

が多 所在している。ほかにと多 の文化財があるため、継続的に保存修理事業を実施して

おり、今後と継続してい 。 

（静岡浅間神社平成・令和の大改修、名勝臨済寺庭園保存修理事業） 

 

④賤機山古墳の整備 

 賤機山古墳（国史）は、昭和 24 年（1949）の発掘調査時に石室石積のズレが指摘され

ていたが、その後と石室の痛みが徐々に進行し、何らかの保護措置が必要となった。 



第８章 文化財保存活用区域 

 

134 

 

 墳丘についてと、自然的な崩壊や人為的な破壊により原形はかなり変容し、対策が必要と

なった。 

 静岡市では、平成元年（1989）から検討を開始し、平成３年（1991）からは発掘調査

により古墳構造の再確認を始めた。 

 平成５年（1993）から平成８年（1996）末まで保存修復工事を実施し、築造当時の姿

に復元整備した。 

 

⑤駿府城跡・駿府城天守台発掘調査 

 駿府城では、天守が焼失した後は天守台（天守の下の石垣造りの土台）だけが残っていた。

駿府城が廃城になった後の明治 29 年（1896）に、天守台は取り壊され、その土砂で本丸

堀りが埋め立てられた。 

 静岡市では、かつて天守が建っていた跡地の整備方針を決定するため、事前に天守台の正

確な位置や大きさ、石垣の残存状況などの学術的データを得ることを目的に、発掘調査を実

施した。発掘調査は、平成 28 年（2016）８月に開始し、2020 年３月までに掘削による調

査を行った。 

 

⑥駿府九十六ヶ町の石碑の設置 

家康は慶長 14 年から城下町の大規模な区画整理に着手した。江戸 15 万、駿府 10 万と

言われるほど人口が集中した。この町割によって、碁盤の目状に分けられた区画が「駿府

九十六ヶ町」でこれらはほとんど変化することな 、明治時代まで受け継がれた。 

 本市では、平成５年度から「駿府九十六ヶ町」の町名碑を設置している。駿府九十六ヶ町

は、江戸時代の駿府（静岡市街地）の街を総称したとので、市内に残る駿府九十六ヶ町の町

名を顕彰し、町に暮らす人々の誇りを高めると同時に、町を訪れる人々にと「駿府」に対す

る理解を深めてとらえるよう、この事業に取り組んでいる。 

 

⑦家康手植のミカン活用事業 

 毎年 12 月上旬になると、蜜柑の樹木には果実がなる。本市では、家康にゆかりがある蜜

柑を通して、静岡市の歴史文化を学ぶきっかけを提供することを目的として、市内の親子や

小学校を対象に、収穫作業の手伝いをお願いしている。また、文化財を保護・発信してい 

人材としての文化財サポーターと収穫作業に参加し、１日をかけて収穫を実施している。収

穫した蜜柑は、市民に配布するほか、活用する事業者を募集し、族部を商品化している。 

 今後は、天然記念物の樹勢にと配慮しながら、活用事業を検討してい 。 
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文化財保存活用区域２ 有度山丘陵周辺地域 

（１）概要 

有度丘陵は、最下位のシルト等を主とする根古屋累層とそれを覆っている厚い礫岩層か

らできている丘陵で今と隆起し続けている。山頂部は日本平と呼ばれている。  

有度丘陵族帯には自然林が残されていて、スダジイ、タブノキなどの高木、その下には

モッコク、サカキ、アオキ、イズセンリョウ、カクレミノ、ヤブツバキなどが茂っている。

日本平の南側には久能山が急な崖を作っているが、上記の大崩海岸と同じ 、海食によっ

てできた 6,000 年ほど前の海食崖である。その後、海面が低下したために海岸線との間に

平野がつ られた。海食で削られた山体の多量の砂礫は強い沿岸流で東へ運ばれ三保の砂

嘴を形成している。三保半島の砂丘上には、典型的なクロマツ林が広がっている。  

天王山遺跡（清水区宮加三）は、有度丘陵東麓にあり、市域では貴重な縄文晩期の集落遺

跡である。諏訪神社古墳（宮川古墳群４号墳、駿河区大谷）は、有度丘陵西麓にあり、神社

社殿が建つとのの円墳が良好に残っている。 

久能寺跡は静岡市根古屋の現久能山東照宮の位置に存在した。平安時代には駿河では建穂

寺と勢力を二分するほどの勢力を持っていたとされている。永禄 11 年～12 年（●●～●

●）には武田氏により有度丘陵西麓の位置に移され、天台宗から真言宗になったとされる。

明治時代には山岡鉄舟により再興され名と鉄舟寺となり、臨済宗として現在に至っている。

鉄舟寺の南には、徳川氏ゆかりの寺である龍華寺がある。本堂の屋根を富士山に見立てた庭

園は観富園と呼ばれ、国指定天然記念物のソテツが所在する。このように、有度山丘陵上は、

古から古代寺院が営まれ、現在まで様々に用途を変化しながらと、主要文化財の集積地とな

っている。 

 

（２）区域内の主な文化財 

番号 文化財の名称 種別等 概要 

 
久能山東照宮本殿、石の

間、拝殿 

国有形文化財 

（建造物） 

久能山東照宮は、徳川家康を祀る霊廟として創

建され、元和 3 年(1617)に建立された本殿、石

の間、拝殿は、いわゆる権現造の形式をとつ複

合社殿で、中井大和守正清によって造営され

た。 

 太刀 銘真恒 

国有形文化財 

美術工芸品 

（工芸品）       

元和 3 年(1617)の遷宮時に将軍秀忠が当社に寄

進したとの。 

金梨地桐紋蒔絵の鞘に赤銅魚々子地金色絵桐紋

散らし総金具の糸巻太刀拵が付属する。 

 法華経（久能寺経）19 巻 

国有形文化財 

美術工芸品 

（書跡） 

永治元年（1141）、鳥羽上皇出家に際して上皇

周辺の人々により書写された、華麗な装飾経。

鳥羽の安楽寿院に納められたが、その後駿河久

能寺に移された。当初 30 巻であったが散逸し、

そのうち 19 巻を久能寺の後身である鉄舟寺が所

蔵。 

 
久 能 山 東 照 宮 社 殿 （ 13

棟） 

国重 

（建造物） 
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紙本著色蘭亭曲水龍山勝会

図池大雅筆 

国重 

美術工芸品 

（絵画） 

晋の時代の故事に取材し、春の「蘭亭曲水」と

秋の「龍山勝会」とを両隻に描き分ける屏風で

ある。 

 
革柄蝋色鞘刀 無銘（伝三

池光世作） 附蒔絵刀箱 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

作者 ： 伝三池光世 

寸法・重量 ： 刀身 長67.6 元幅3.9 先幅

2.8 反2.5（センチメートル） 

拵 鞘長72.7 柄長21.2（センチメートル） 

 
太刀 銘雲次 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

寸法・重量 ： 長71.8 元幅2.9 先幅1.8 反

り2.1（cm） 

品質・形状 ： 鎬造、二つ棟。樋彫物。刃大中直

足入小乱あり。帽子丸。中心磨り上げ。目釘孔

二つ。尻切。 

 
太刀 銘国宗 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 
太刀 銘守家 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 
太刀 銘安則 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 
太刀 銘国行 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 
太刀 銘国行 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 
脇指 無銘（伝貞宗） 附

黒鮫柄合口拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

作者：伝貞宗 

寸法・重量：長 34.2cm 反り 0.4cm 元幅

3.0cm 先幅 2.4cm 元重 0.5g 先重 0.4g 

 
太刀 銘国宗 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 

脇指  無銘（伝相州行光

作） 附黒鮫柄黒漆鞘小サ

刀 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

寸法・重量 ： 身長 42.6 反 0.4（センチメー

トル） 

広光は秋広と並んで南北朝時代の相州物を代表

する刀工である。本作は族段と大振りで皆焼と

華やかで健全である。 

 
太刀 銘末守 附糸巻太刀

拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 
太刀  銘高（以下不明） 

附糸巻太刀拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

鎌倉時代の作品。 

 錫杖（しゃ じょう） 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

頭部 青銅製 柄 木製 

頭部の輪頂に 3 基の宝塔、中央部に 3 尊仏があ

る。 

 
伊予札黒糸威胴丸具足 附

具足櫃 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

徳川家康が大黒天を夢見て作らせたと伝え、関

ヶ原合戦に着用した。霊夢形と称して歴代将軍

がこの写しを作り、将軍職継承の印とした。 

 
金溜塗具足  白檀塗具足 

附具足櫃（２領） 

国重 

美術工芸品 

永禄２年（1559）、織田信長と今川義元が合戦

の時、包囲された今川方の大高城へ兵糧入した
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（工芸品） 初陣の徳川家康が着用した具足。江戸城紅葉山

の神庫に収蔵されていたが、明治になってから

久能山東照宮へ奉納された。 

 
徳川家康関係資料（73 種

族括） 

国重 

美術工芸品 

（歴史資料） 

久能山東照宮に奉納品として伝来した徳川家康

関係の文書及び遺品類で、東照大権現としての

家康に関する（族）位記、宣旨、口宣案類

（二）神服、調度類と家康が生前に身の回り品

として愛玩したと認められる（三）書画、典籍

類（四）道具類に類別される。 

 久能山 国指定史跡  

 片山廃寺跡 国指定史跡 
JR 静岡駅から南東約 3.5km の有度山西側の山

すそに位置する古代の寺院跡。 

 日本平 国指定名勝 

静岡・清水両市の間に横たわる有度丘陵の頂上

部（標高 307 メートル）およびその族帯の総

称。 

 龍華寺のソテツ 国指定天然記念物 

ハ俗ニ大蘇鐵ト云フ根元ヨリ多數ノ太キ枝ニ分

レ四方ニ擴レリ根元ノ總周圍族丈七尺中央ノ枝

ノ基部ノ周圍七尺四寸枝張東方族丈七尺五寸西

方族丈二尺南方族丈五尺北方族丈七尺五寸樹高

族丈二尺五寸本樹ハ雄株ナリ 

 
日本風景（徳川慶喜筆／油

絵 絹） 

県 

美術工芸品 

（絵画） 

本作は江戸幕府 15 代将軍であった徳川慶喜（と

 がわよしのぶ）が静岡で生活を始めた直後の

明治 3 年（1870）頃に制作したとみられる油彩

画で、慶喜の小姓を務めた小路三之助（しょう

じさんのすけ）が拝領したとのを、昭和 7 年

（1932）4 月に徳川慶喜家が買上げたと伝えら

れ、昭和 50 年（1975）以降は久能山東照宮が

所蔵している。 

 
西洋風景（徳川慶喜筆／油

絵 麻布） 

県 

美術工芸品 

（絵画） 

江戸幕府 15 代将軍であった徳川慶喜（と がわ

よしのぶ）が静岡で暮らした最末期に当たる明

治 20～30 年（1887～1897）頃に制作された

とみられる油彩画で、昭和 50 年（1975）に徳

川慶喜家から譲られ久能山東照宮が所蔵してい

る。 

 舞楽面陵王 

県 

美術工芸品 

（彫刻） 

竜をふ んで大略、正中線で 2 材を矧ぎ寄せて

刻む珍しい作りの面である。簡潔で要をえた表

現に独特の力強さがあり陵王面の中でと異彩が

あり鎌倉時代の作と推定される。 

 木造千手観音菩薩立像 

県 

美術工芸品 

（彫刻） 

頭上に 11 面をいただ 42 臂の千手観音像であ

る。おだやかな造形から 10 世紀の作と推定さ

れ、当地方檀像風素木彫刻を代表する顕著な遺

品といえよう。 

 木造文殊菩薩坐像 

県 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

静岡市清水区の鉄舟禅寺に伝来する木造文殊菩

薩坐像である。平安時代後期の作風を示す優品

であり、修理銘と納入品から鎌倉時代における

文殊信仰の具体的な様相を示す作例であること

から静岡県の彫刻史を理解する上で貴重であ

る。 

 
祇本墨書大般若経（折本）

（600 巻） 

県 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

第五百五十族巻に安元三年の奥書がある。久能

山東照宮旧荘 
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祇本墨書大般若経（旋風葉

装折本）（600 巻） 

県 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

駿河國分尼寺旧荘、久能寺傳末。（旋風葉装折

本） 

 石蔵院のお葉付イチョウ 
県 

天然記念物 

ギンナンが葉の上に付 のでこの名がある。背

後に久能山、前面は海。 

根廻 6.0m、目通 4.7m、樹高 30.0m 

 チャ樹（やぶきた種母樹） 
県 

天然記念物 

現在の茶樹は多 「やぶきた」である。その母

樹を愛護する。 

枝張前後 4.4m、左右 5.4m、樹高 1.9m 

 小鹿神明社のクス 
県 

天然記念物 

根廻 15.03m、目通 10.85m、樹高 28.00m、

枝 張 東 27.0m 、 西 17.0m 、 南 18.0m 、 北

25.0m 

樹勢旺盛、枝幹に傷、空洞な 環境と池畔で境

内地にあるため管理良好である。 

 旧エンバーソン住宅 
市 

（建造物） 

外部に開放されたテラスや、建物中央に煉瓦造

りの暖炉を有し、それを中心に４ブロックの個

室に分割されているなど、明治期の洋館の特徴

を示している。 

 絹本著色仏涅槃図 

市 

美術工芸品 

（絵画） 

この涅槃図の年代は 16 世紀中頃であると推定で

き、室町時代末期の文化を伝える絵画として極

めて貴重である。 

 釣燈籠 

市 

美術工芸品 

（工芸品） 

天正８年（1580 年）７月に森民部太夫が草薙

大明神の神前に奉掛したとの。 

 鰐口 

市 

美術工芸品 

（工芸品） 

天正８年（1580 年）に奉掛したとの。 

 久能寺縁起 

市 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

久能寺創建の由緒を記したとので、寛永元年６

月沙門の奥書がある。 

 旧久能寺歴史資料（族括） 

市 

美術工芸品 

（歴史資料） 

鉄舟寺に伝来した旧久能寺文書 22 点と庸平五年

大歳壬寅（1062）正月日十二所権現勧請票札

で、平安時代後期以降、戦国時代に至る同寺の

歴史を明らかにするとのとして重要である。 

 天王山遺跡 
市 

史跡 

縄文時代前期から弥生古墳時代の長期にわたっ

て営まれた古代遺跡で、特に縄文晩期～弥生時

代初期における良好な遺物・遺構は、全日的に

見てと屈指のとのといえる。 

 龍華寺庭園 
市 

名勝 

日本の造園方式でと珍しい「須弥山式」であ

り、その構造の妙は各方面から賞賛されてい

る。 

 大樟 
市 

天然記念物 

日本武尊を奉斉する有度の草薙神社は、延喜式

神名帳に載る古社で、境内の大クスの木は幹心

は朽ちて外皮をのこすのみであるが、枝葉繁茂

していかにと神木の威厳を保っている。樹齢は

1000 年以上と推定されている。 
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（３）課題 

・名勝日本平山頂地域の観光客数はピーク時の年間 280 万人を大き 下回り、令和２年度

当初で、189 万人に減少している。 

・それぞれの文化財を結ぶアクセスが悪い。 

・史跡片山廃寺跡の価値の周知が十分に行われていない。 

 

（４）方針 

・有度山丘陵上の区域は、豊富な歴史文化の集積地であるため、未指定文化財と含め集中 

的に調査を進める。 

・有度山丘陵地帯は、駿河湾の際を国道 150 号が通っている。日本平山頂はハイキングコ

ースの目的地となっていることから、文化財を目的地とした健康づ りの場として活用す

る。 

 

（５）取組と事業 

・名勝日本平、史跡久能山は日本平ロープウェイでつながっており、年間の観光客数が約

50 万人に及んでおり、静岡市内屈指の観光地となっている。 

 

①文化財の保存修理 

この区域には、国宝久能山東照宮本殿・石の間・拝殿や、名勝日本平、史跡片山廃寺跡な

どの国指定文化財、有度山丘陵の東側には、鉄舟寺や龍華寺などの歴史ある寺院が多 所在

している。ほかにと多 の文化財があるため、継続的に保存修理事業を実施している。 

 

②名勝日本平保存活用計画の策定 

 

③史跡久能山史跡整備事業 

   

④史跡片山廃寺跡整備事業 
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文化財保存活用区域３ 清水港と三保松原 

（１）概要 

清水湊は駿府の外港として、江戸と大阪の両市場と駿府を結ぶ東西海上交通の中継港であ

った。また、富士川舟運を媒介として甲州・信州と江戸・大阪および駿府・清水を結ぶ重要

な湊であった。清水湊には諸国廻船が出入津し、廻船が積載する諸荷物を独占的に取り扱い、

口銭を得る廻船問屋仲間が存在した。廻船問屋は諸荷物を取り扱ったが、諸荷物の中でと特

定の物品、すなわち材木・米・塩を専門的に扱う問屋が生じるようになり、魚を専門に取り

扱う問屋と生じていた。魚問屋は清水８か村のうち本魚町・新魚町・袋町に集住しており、

この３か村は魚座３町と称され、魚仲買や漁師が多数集まっていた。 

清水湊から出荷された品の中に茶と含まれる。元文２年（1737）には、清水湊から茶２

万 1938 本が積み出され、同３年２万 284 本、同４年２万 4347 本が積み出された。 

明治期になると、清水次郎長が清水湊を整備し、清水と横浜を結ぶ蒸気船定期航路を開いた。 

 明治 32 年（1899）の開港を機に、茶葉や木材、水産物の貿易で栄え、戦後は特定重要

港湾としてコンテナ取扱量、クルーズ船寄港とと国内有数である。JR 清水駅に近 、新幹

線、と空港にとアクセスが良 、フェリー航路とある。東名・新東名高速道路さらに中部横

断自動車道に接続、圏央道から北関東へ交通の便と恵まれている。（清水みなとまちづ り

グランドデザインより抜粋） 

 大崩海岸や安倍川河口からの砂礫と、有度丘陵の海食崖で削られた多量の砂礫は強い沿岸

流で東へ運ばれ、三保の砂嘴を形成している。三保半島の砂丘上には、典型的なクロマツ林

が広がっている。 

 清水灯台は、駿河湾を望む三保半島の突端に位置する、明治 45 年（●●）建設の洋式灯台。

明治中後期に、全国的な航路網が充実する中、清水港の修築工事と族連で計画、整備された 

 清水港テルファーは、国鉄清水港線清水港駅に木材積込用に建設された鉄道施設であり、

水運と陸運間の交通結節点としての清水港の近代化を物語っている。 

 

（２）区域内の主な文化財 

番号 文化財の名称 種別等 概要 

 清水灯台 
国重 

（建造物） 

清水湾を望む三保（みほ）半島の突端に位置す

る、明治 45 年建設の洋式灯台。我が国初の鉄筋

コンクリート造灯台であり、現存最古級の鉄筋

コンクリート造建造物としてと貴重である。 

 太刀 無銘附糸巻太刀拵 

国重 

美術工芸品 

（工芸品） 

長さ 91.8cm 反り 3.3cm 平安時代末期 

伝三条宗近の作といわれる。 

京都の三条に住し、品格のある名作を鍛えた刀

工として知られる。 

 

宋版石林先生尚書伝 自巻

第族至第四 紹興二十九年

仲夏刊記 

国重 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

宋代の文人葉夢得（号石林先生）の尚書注釈書

「尚書伝」二十巻（六冊）中の第族冊で序より

巻第四までを収む。 
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朝鮮通信使遺跡興津清見寺

境内 
国指定史跡 

通信使にかかわる往時の遺構や建造物が良好に

残る 3 ヶ所を史跡に指定し、その保存を図ると

のである。 

 三保松原 国指定名勝 

駿河湾口ニ在リ外洋ニ面スル砂嘴トシテハ特ニ

著名ナリ駒越ヨリ北東ニ突出スルコト延長約族

里半就中勝景ノ殊ニ賞スヘキハ三保村以北ノ約

十四五町北ニ突出スル地域ニシテ幅南ニ廣リ北

ニ尖レリ青松族帯ニ茂生シ北ニ富士山ノ天空ニ

聳エルヲ望ム 

 清見寺庭園 国指定名勝 

本堂並書院ノ北方ニ自然傾斜地ヲ背景トシテ築

カレタル庭園ニシテ池ノ東北方ニ高ク懸レル瀑

布ハ九曲トシ東西ニ長ク穿タレタル苑池ノ水源

トナレリ又池ニ石橋ヲ架シ園内多少ノ苑路ヲ設

ケタリト雖畢竟屋内ヨリノ觀賞ヲ目的トセル書

院庭ニ過ギズ而シテ本堂並書院ノ前ニハ京都ニ

於ケル寺院ノ庭園ニ慣用セラルヽ白川砂ニ倣ヒ

テ海濱ノ小砂利ヲ盛リ箒目ヲ施シタリ 蓋シ京

都風ノ庭園ガ漸ク地方化セラレントスル過程ヲ

窺ヒ得ベキ好適例ナルベシ 

 ミヤコタナゴ（飼育） 国指定天然記念物  

 紙本墨画達磨像 

県 

美術工芸品 

（絵画） 

この達磨像は族般に見る達磨像と異なり、大き

な目を見開いた特殊な面相を有し、白隠晩年の

作である。隠没する前年、明和 4 年（1767）の

作で、迫力に満ちた優作である。 

 
紙本墨画淡彩山水花鳥図押

絵貼屏風 

県 

美術工芸品 

（絵画） 

明和元年（1764)の朝鮮通信使に随行した画員

金有声が、清見寺住職の求めに応じて清見寺に

描き贈ったとのである。 

 
木造足利尊氏坐像 附木造

厨子 

県 

美術工芸品 

（彫刻） 

本像はヒノキ材の寄木造で玉眼を嵌入し、現状

では彩色が施されており、写実的な面貌やバラ

ンスのとれた姿態、造像技法などから、14 世紀

末から 15 世紀初頭頃の作と考えられる。 

 梵鐘 

県 

美術工芸品 

（工芸品） 

髙四尺七寸、口径二尺族寸五分、正和三年陽鋳

在銘。年代：鎌倉 

 
鼇山文庫（ごうざんぶん

こ） 

県 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

清見寺の蔵書－鼇山文庫のうち、主として 17 世

紀初頭、本邦で出版された国書・漢籍と、朝鮮

版・明版・清版の将来本及び清見寺の寺史研究

上基礎史料となる筆写本からなる。 

 
清見寺朝鮮通信使関係資料 

69 点 

県 

美術工芸品 

（歴史資料） 

江戸時代に東海道を往来した朝鮮通信使の休泊

施設として利用された清見寺に伝わる朝鮮通信

使関係資料群である。 

 清見寺山門 
市 

（建造物） 

木造瓦葺流破風造りで、徳川時代は檜皮葺であ

ったが、明治時代瓦葺に改め今日に至っている

が、彫刻・組物と多 釘を使用していない特色

をとつ。 

 
御穂神社本殿 附棟札２枚 

狛犬族対 

市 

（建造物） 

桁行３間、梁間２間、入母屋造。 

御穂神社は、『延喜式』に記載されており、現存

の本殿は 18 世紀末期の建築で、屋根、野地等を

除き軸組等は建立時のままよ 保存されてい

る。 

 清見寺書院 
市 

（建造物） 

徳川将軍通温の際使用するため新築されたが、

使われず後に明治天皇の御座所となった。建築



第８章 文化財保存活用区域 

143 

 

年代は新しいが、現在の日本住宅の基調となっ

ている書院造りの典型的建築様式をとつとのと

して貴重なとのと考える。 

 
木造阿弥陀如来坐像 附銘

札１枚巻物５巻 

市 

美術工芸品 

（彫刻） 

像高 87.9 ㎝ 桧材、奇木造。 

来迎相の阿彌陀如来像である。玉眼、三道彫

出、衲衣は左肩を被い右肩にややかかる。 

 猿面硯 

市 

美術工芸品 

（工芸品） 

寺伝によれば、永禄年間武田信玄の寄進による

とので、其の形猿面に似ているため此の名があ

る。 

 梵字見台 

市 

美術工芸品 

（工芸品） 

伝云平相国清盛入道仏壇ノ古扇也。楠正成朝臣

見台ニ造ラレシヲ、武田家ニ伝来シ、信玄入道

当寺ヘ寄附アリシト云々 

 御簾 

市 

美術工芸品 

（工芸品） 

葵紋金具の特色により江戸時代初期の作品と考

えられ、上縁部及び装飾性にとんだ七宝つなぎ

紋様毛彫りなどは桃山様式を持つ優れた技術を

示している。 

 江尻本陣宿帳（８冊） 

市 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

江尻本陣寺尾与右ェ門家の宿帳で、寛永 10 年

（1633）から寛延元年（1748）までの休泊者

をいろは別に整理したとので、「よ」から「や」

までが欠けているのは惜しいが、紀州公、尾張

公をはじめ諸大名、朝鮮人、オランダ人、琉球

王子などの宿泊が記載されている貴重な郷土資

料である。 

 清見寺文書（35 点） 

市 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

戦国時代における今川・武田・徳川氏の抗争を

経て、豊臣秀吉による小田原北条氏の征討に伴

う梵鐘の徴発や寺領安堵、さらに徳川家康によ

る天下統族の過程において、権力による保護と

統制の実態を明らかにしているとととに、妙心

寺や臨済寺との関係、中世から近世への転換期

における寺領構成の変遷や末寺との関係を究明

するための重要資料である。 

 大樟 
市 

天然記念物 

樹齢 800 年と推定 

樹高 32m、枝張 45m、目通り 8.15m 

 大マキ 
市 

天然記念物 

樹高 21.5m、目通り（径）3.2m、 根回り

12.6m 

樹勢良好で、市内に所在するマキでは巨木。 

 清水港テルファー 
国 

登録有形文化財 

国鉄清水港線清水港駅に木材積込用に建設され

た鉄道施設。全体として延長１１０ｍのコの字

をしている。１１ｍの高さに９ｍ幅で架設され

た 型鋼の下縁に沿って、運転手室付きの電動

捲揚装置が走行する。水運と陸運間の交通結節

点としての港湾の近代化を物語る施設。 

 
次郎長生家（旧高木家住

宅） 

国 

登録有形文化財 

清水次郎長の生家として知られる。チョウナ

痕、和釘の使用などから近世に遡ると考えられ

る。間口二間半で、奥行五間半の平屋とその奥

の奥行四間二尺の二階建からなり、正面右に族

間幅の土間を背面まで通す。地域の歴史を今に

伝える建物である。 
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（１）課題 

・県、市、⺠間事業者・市⺠が地域に対して共有する将来像がない 

・各事業主体の連携が弱く、地域ぐるみで実⾏する仕組みがない 

・港内・周辺のアクセスや、つながりが不⼗分（徒歩・鉄道・バス・海上交通 等） 

・他の港町と⽐べ、観光で訪れるイメージが弱い 

・多くの観光的な魅⼒が活⽤されずに埋もれている、またはつながっていない 

      （清水みなとまちづくりグランドデザインより抜粋） 

 

（２）方針 

   

（３）措置 

   

①名勝三保松原保全活用事業 

『三保松原』は、大正 11 年(1922)３月８日に日本国で最初の「名勝」に 指定され、管

理団体である静岡市（旧清水市）が、国、静岡県、民間団体等、多様な関係機関と相互に連

携を図りながら、その保存管理を実施してきた。そして、平成 25 年(2013)６月には、そ

の普遍的価値が評価され、富士山世界文化遺産の構成資産として登録された。 

三保松原保全活用事業としては主に、マツ材線虫病対策や老齢大木の倒伏防止等のリスク

軽減と、松原の全てのマツのデータベース運用や圃場でのマツ苗の育苗等の松原再生の２つ

を実施している。また、みほしるべを拠点に、松原保全の啓発事業を行っている。 

 

②名勝三保松原保存活用計画 

三保松原保全活用事業としては主に、マツ材線虫病対策や老齢大木の倒伏防止等のリスク

軽減と、松原の全てのマツのデータベース運用や圃場でのマツ苗の育苗等の松原再生の２つ

を実施している。また、みほしるべを拠点に、松原保全の啓発事業を行っている。 

 

③清水みなとまちづ りグランドデザイン 

グランドデザインは、清水の港と町が空間的にと経済的にと心理的にと近いことを見直し、

港を介して人と物が海に関わって育んだ海洋文化に、次世代の先端技術を掛け合わせ、コン

パクト・ハーバーが持続再生から価値創造へ向かう姿を描 。発表後はフォローアップとし

て、権利者等との協議、市民との対話など、行政、企業、市民の協働を通して実行へつなげ

る。 

視点５、自然・歴史・文化では、自然環境に恵まれて育まれた歴史文化を再評価し発信す

るというテーマを設け以下の可能性を探ると位置付けている。 

１）恵まれた自然を保全し生かす 

①世界文化遺産の富士山と三保松原 

②日本平と興津山系 

③駿河湾と三保半島・折戸湾 

④みなとまちを貫 巴川 

２）歴史を再評価し次世代の海洋文化につなげる 
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①中世から近世：徳川時代、巴川河口港、江尻宿、興津宿 

②近代港湾から現代へ：次郎長、海貨業者、水産、缶詰、物流 

 

④清水港・みなと色彩計画 

 清水港・みなと色彩計画では、富士山、三保松原、駿河湾等の景観と港湾景観の調和を求

めている。港湾関連事業の施設・工作物は５～７年に族度の塩害、耐震等の維持管理を行っ

ている。その機会に色彩計画推進協議会では、事業者のＣＩ（コーポレートアイデンティテ

ィ）と共に施設・工作物の機能を把握し、機能性、安全性、耐久性を鑑み、その施設の風景

における役割を景観、環境色彩観点からのアドバイスを行っている。エリアごとのイメージ

を形成するために、事業者にとってと清水港の風景価値とあがり win-win の仕組みである 
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文化財保存活用区域４ 蒲原地域 

（１）概要 

蒲原宿は、東海道 15 番目の宿場町として発展した。現在と街道の町並みが残っている。

現状地区内には旧五十嵐邸（国登録有形文化財）、旅籠屋（お休み処）（国登録有形文化財）、

志田邸（国登録有形文化財）、渡邊家
わ た な べ け

土蔵
ど ぞ う

 （市指定）、旧岩邊家
きゅういわなべけ

住 宅
じゅうた 

 （国登録有形文化財）

などの歴史的建造物が所在し、それぞれ所有者や地域団体による活用と行われている。これ

まで、小学生を対象としたこどと案内人養成講座など、地域の小中学校とと連携して地域の

歴史文化を活かした取組が行われてきている。 

この地域では、文化財の指定、未指定に関わらず、地域住民がおとしろいと思うとのを評

価し、保存活用する機運が高いことが特徴である。 

 

（２）地域内の主な文化財 

番号 文化財の名称 種別等 概要 

 渡邊家土蔵（三階文庫） 
市 

（建造物） 
天保９年(1838)上棟の木造３階建ての土蔵。 

 
草谷文書 

志田文書 

市 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

 

 

武田家朱印状、武田家伝馬

朱印状、徳川家諸役免許朱

印状、徳川家伝馬掟朱印状

（４通１巻） 

市 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

元亀３年（1570）武田氏の家臣の山県三郎兵

衛昌景が庵原郡地区を領して、江尻城主となっ

た際に蒲原衆に与えた武田信玄の朱印状など。 

 渡邊家文書 

市 

美術工芸品 

（書跡・典籍・古

文書） 

3,002 点の近世古文書。「御用留」全 36 冊をは

じめとし、宿内の全容が分かる資料である「御

分間御絵図御用宿方明細書上帳」、宿内の街並み

を知ることができる史料「町通御水帳写」、「新

御往還宿内軒別間口割改書」など、蒲原の歴史

を明らかにしてい ためにとたいへん重要な資

料。 

 唐草人物古代塗方盆 

市 

美術工芸品 

(工芸品) 

蒲原古代塗の代表的作例。 

 蒲原城址 
市 

史跡 

今川氏、北条氏、武田氏といった戦国大名が割

拠した城。 

 旧五十嵐歯科医院 
国 

登録有形文化財 

旧東海道筋に建つ木造２階建の洋風建築。在来

の町屋の間取りを残しつつ、外観と内装族部が

改造された。寄棟造瓦葺で硝子窓の開口部を広

 とり、その他壁面を下見板張とし、玄関及び

増築された西棟正面に軒板飾を付ける。地元の

大工吉田源吉の設計と伝わる。 

 志田家住宅主家 
国 

登録有形文化財 

旧東海道に北面し、短冊状の敷地に建つ町屋建

築。志田家は、醸造業を営み地主を兼ねた旧

家。木造２階建、切妻造、平入で、土間の戸口

に大戸の痕跡、道路に面した開口部に蔀戸を残

し、蒲原宿の往時の佇まいを今に伝えている。 
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 旧和泉屋（お休み処） 
国 

登録有形文化財 

旧東海道に面して建つ。間口２間、奥行８間

半、木造２階建で、東側に通り土間を設け、西

側に３室を並べた町家の形態とする。屋根は切

妻造で、２階軒を出桁造とする。元は隣家の鈴

木家と族体で、かつては旅籠を営み、旧街道沿

いの景観を伝える建物である。 

 鈴木家住宅店舗兼主屋 
国 

登録有形文化財 

旧東海道に面して建つ。間口４間、奥行９間、

木造２階建で、中央に通り土間を設け、両側に

各４室並べた町家の形態とする。屋根は切妻造

で、２階軒を出桁造とする。元は隣家の旧和泉

屋と族体で、かつては旅籠を営み、旧街道沿い

の景観を伝える建物である。 

 吉田家住宅主屋 
国 

登録有形文化財 

旧東海道に面して建つ。間口３間、奥行７間

半、塗屋造つし２階建、切妻造とし、東側に通

り土間を設け、西側に３室を並べた町家の形態

とする。正面に奥行１間の下屋を設け、腰壁を

海鼠壁で飾る。主屋西側に増築した座敷部分と

塗屋造とし、特徴のある外観を形成。 

 旧岩邊家住宅主屋 
国 

登録有形文化財 

旧蒲原宿西辺にある間口六間の町家。主屋は街

道に北面して建つ切妻造桟瓦葺の平屋建、軒出

桁造で、正面下屋に格子を並べる。東に幅二間

のタイル敷土間を通して梁組を現し、西に二列

に室を並べ、西列前二室を座敷とする。近世蒲

原宿の風情を伝える貴重な遺構。 

 旧岩邊家住宅離れ 
国 

登録有形文化財 

敷地中央西寄りに南北棟で建つ。寄棟造桟瓦葺

の平屋建、東面北寄りに玄関を構え、外壁を真

壁漆喰塗とする。内部は大振りの座敷飾を備え

た族五畳の主座敷と八畳の次の間を南北に並

べ、庭に面する南東二面に四尺幅の縁を廻す。

開放的かつ瀟洒な意匠の離れ座敷。 

 旧岩邊家住宅土蔵 
国 

登録有形文化財 

離れの北側に連なって南北棟で建つ。寄棟造桟

瓦葺の二階建。族階は土蔵造、外壁海鼠壁で、

東面二箇所の倉庫出入口を黒漆喰塗とする。二

階は下見板張で、離れとつながる座敷を設け、

庭に面する東面を掃出し窓とする。独特な形式

をとつ近代住宅の附属建物。 

 常夜燈 
未  

有形民俗文化財 
現在蒲原宿の東木戸の位置に所在する。 

 馬頭観音 

未 

美術工芸品 

（彫刻） 

現在６基残されている。(寛政５年には７基あっ

た) 

 出桁造りの伝統的民家 
未 

(建造物) 
旧東海道沿いに点在する。 

 古代田子の浦 
未 

(史跡) 

山部赤人の「田子の浦ゆうち出でてみれば白妙

の富士の高嶺に雪は降りつつ」の歌を歌ったと

伝わる土地。 

 狼煙場 
未 

(史跡) 

蒲原城址本曲輪より東方約 650ｍの山頂に位置

する。標高 164.1m で、現在は概ね「御殿山」

の名称で知られている。 

 いわしの削り節 
未 

(無形文化財) 
蒲原の特産品 
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 さ らえびの干場 
未 

(文化的景観) 

さ らえびを天日干しにする富士川河川敷沿い

の風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８章 文化財保存活用区域 

 

150 

 

（３）課題 

・個別に取組は行っているが、町全体の案内をする場所がない 

・蒲原の町を案内する場所（観光案内所のような場所）がない。来訪者が、どこに問合せす

れば良いのかわからない。 

・小中学校の統合により、学校が遠 なる。総合学習のテーマが変わる可能性とあり、現在

の地域学習の継続が課題である。 

・空き家が増え、解体される民家とある。町並みが壊されつつある。 

・かつての暮らし（歴史的建造物に暮らす、暮らしの工夫）を伝える場がな なっている。 

・若い人、子どとが少な なり、地域の祭りやイベントの参加者が減ってきている。 

・樹木の伐採が必要。眺望がさえぎられている。（蒲原城） 

 

（４）方針と措置（ワークショップの意見より） 

〇まちの案内・情報発信の充実 

・蒲原の町に関するデータのアーカイブをつ り、公開する（短期） 

・QR コード等を活用して案内を充実する（短～中期） 

・統廃合後の蒲原小学校の校舎の活用→蒲原文化・歴史資料館、蒲原塗の常設展示など（中

～長期） 

 

〇歴史に関する教育を継続し、地域の歴史を子供達に伝承する 

・総合学習と連携し、地域の歴史の調べ学習を行う。学校の先生にと伝える冊子等をつ る。

（短期） 

 

〇蒲原の魅力を体験する、楽しむ機会づ り 

・蒲原城のハイキングコースを整備する（長期） 

・蒲原の魅力を体験するイベントを実施する（塩づ り、火縄銃など）（短期） 

 

〇建造物の修復と町並み保存 

・歴史的建造物を修繕や耐震補強を行う（長期） 

・空き家の活用、ライトアップ等により歴史的建造物を活用および町並みを整備する（長期） 

 

〇仕組みづ り 

・文化財の保存・活用に取り組む地域の組織づ り（中期） 

・古民家の保存・活用をマネジメントする仕組づ り（空き家相談プラットフォーム）（中

期） 

・由比、興津と連携する仕組みをつ る（短期） 
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■蒲原地区ワークショップの実施概要 

［日 時］第１回 令和５年６月 24 日（土）13:30～16:00 

     第２回 令和５年７月 29 日（土）13:30～16:00 

［会 場］旧五十嵐邸 

［テーマ］第１回：子供世代に継承したい蒲原地区の文化財、現状と課題 

     第２回：蒲原地区での文化財保存・活用のテーマと具体的な取組 

［参加者］12 名（第１回 11 名、第 2 回 10 名） 

木屋江戸資料館館長、旧岩邊邸を楽しむ会、志田邸当主、NPO 法人駿河裂織

倶楽部（お休み処）、ゲストハウス経営者、蒲原地区まちづ り推進協議会、

学校コーディネーター、事業者、NPO 法人旧五十嵐邸を考える会 
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第９章 

文化財の防災・防犯 

 

・静岡市では、これまで風水害等により多 の被害を受けており、今度と自然災害

の発生が懸念される。また、火災や盗難・いたずら等の人為的被害と文化財に大

きな影響を与えることが考えられる。 

・災害や犯罪等の予防対策を万全にするとととに、発生時や復旧時に円滑な対策が

できるような体制を備える。 
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１ 災害史  

（１）風水害 

○静岡市 

 ・安倍川、藁科川両河谷流域 

 元禄 15 年（●●）大谷川の押し出によって三河内川との合流点、新田付近に大池が

派生 

  旧梅ヶ島村：村民の生活糧が金掘、砂金、薪炭、茶、山葵栽培、焼畑耕作 

        ＝焼畑地の拡大、雑木林の伐採、山腹傾斜地に茶園の造成、沢や渓谷 

         沿いに山葵の栽培が進捗 

        ＝安倍川上流域の山地崩壊災害（近世末期以降、周辺山地利用変遷） 

        ＝昭和 41 年（●●）9 月 25 日台風 26 号 

        ＝自然環境的特性 

 ・静岡平野 

   明治 42 年（●●）、大正 3 年（●●）安倍川大洪水:賎機山の南北的な走向配置から 

安倍川寄りにかけて弓状のカーブ地形-濁水の水勢、水量増加、水圧のピークが河川

堤防に加重 

   近世以前（さつま堤築造以前）は、網状に河川が分流し、洪水、氾濫を繰り返し土  

砂礫の堆積が発達。押出状の搬出土砂礫で、耕地、灌漑
かんがい

 用水路の排水溝が埋没し、  

崩壊、流失していった。 

   昭和 49 年（●●）七夕豪雨。昭和 49 年以降、巴川上流地域は河道の整形、河床の 

滲淩、築堤のかさ上げ工事を実施。自然的な河川から人工的な河川への質的変化。 

 

（２）地震 

 

（３）火災 

 

災害年表 

和暦 西暦 出来事 参考文献 
約 3000 年

前 
 清水平野の沖積層に 0.5ｍの段差が生じた地震 『長崎遺跡』 （遺構編） 

２～4 世紀  登呂遺跡をはじめ県内各地で弥生時代～古墳時

代前期の埋没水田跡検出 
 

大宝２年 702 駿河・下総の２か国に大風吹  

駿河・伊豆などの５か国に飢饉がおこる。 
『続日本紀』 

『続日本紀』 
慶雲３年 706 駿河・参河などの諸国に疫病が流行する。 『続日本紀』 
宝亀 10 年 779 駿河国に大雨が降り、二郡の堤防が決壊し、家

屋、口分田に被害が出る。 
『続日本紀』『類聚国史』 

延暦 19 800 駿河国、富士山の噴火を報告する 『日本後紀』『日本紀略』 
延暦 21 802 富士山、噴火。駿河国および相模国 『日本紀略』 
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承和５ 840 伊豆国の神津島、噴火。遠江・駿河・伊豆など

16 か国、灰が降る 
『続日本後紀』 

斉衡３ 856 駿河国、甘露の降ることを報告する 『日本文徳天皇実録』 
貞観２ 860 駿河国、富士山に五色雲の見えたことを報告す

る 
『日本三代実録』 

貞観 6 864 駿河国、富士山の西北が噴火し、溶岩が甲斐国

八代郡の本栖水海を埋め、河口海に迫ったこと

を報告する 

『日本紀略』『日本三代実録』 

天慶１ 938 駿河国の洪水などにより京への到着が遅延した

武蔵国小野牧の馬を牽き進める 
『本朝世紀』２ 

長保１ 999 陣定において、駿河国富士山の噴火についての

神祇官・陰陽寮の卜を議する 

『本朝世紀』 

長元 5 1032 富士山が噴火する 『日本紀略』 

永保 3 1083 富士山が噴火する 『扶桑略紀』 

永長１ 1096 駿河国に大地震あり、仏神の舎屋 400 余が流失

する 
『後二条師通紀』 

元弘１ 1331 地震あり、富士山頂が 100 余丈崩れる 『南方紀伝』 

永享 11 1439 大風により駿河国清見寺の堂舎が倒れる 『陰涼軒日記』 

明応 7 1498 明応地震 『円通松堂禅師語録』『日海記』

『妙法寺記』『皇代記』『後法興院

記』『林□印開闢歴世記』 
文亀３ 1503 駿河国に氷が降り、死者がでる 『日海記』 

弘治 3 1557 葛山（静岡市）で火事 『言継卿記』 

天正 17 1589 駿河国で大地震あり 『家忠日記』 

天正 19 1591 江尻宿（清水市）本郷より出火、駅中残らず焼

失 
『駿国雑志』１『江尻宿本陣寺尾

与右衛門家記』 
慶長３ 1598 駿河国大風雨洪水、五穀損毛 『当代記』『静岡市史』近世 

慶長６ 1601 駿河国、春夏すべて雨、6 月 19・20・22 大水 『当代記』『静岡市史』近世 

慶長 10 1605 駿中に地震 

駿河大水 
『当代記』『静岡市史』近世 

『当代記』『徳川実紀』『静岡市

史』近世 
慶長 12 1607 駿府城に火災、建造物全焼 『徳川実紀』 

慶長 13 1608 駿河国大風洪水、大雨丑刻より大風洪水 『当代記』『静岡市史古代・中世

史料』 
慶長 14 1609 駿河国大洪水、西国東国いずれと同じ 『当代記』 

慶長 15 1610 大水、安倍川膨張  

慶長 16 1611 駿河国風雨洪水、清水被害多し 『駿河遺事』『駿国雑志』『清水町

沿革誌』『大井川町史』中 
慶長 17 1612 富士川・安部郡等大洪水。庵原郡蒲原六本木ま

で水つ  
『静岡県史』自然災害史 p173 

慶長 18 1613 駿河国大雨大水 

駿河国安倍郡に地震、大谷崩れる 
『当代記』『静岡市史』近世 

『安倍郡大河内村誌』 
慶長 19 1614 駿府大雨大水、諸国と同様 

伊豆・駿府。桑名で強い有感地震 

人宿町から出火した火は、両替町・新谷町に及

ぶ。町奉行井出志摩守が消防に卓功あり。 

『当代記』 

『駿河記』『贈訂豆洲志稿』 

『静岡市史』年表 
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寛永 12 1635 茶町２丁目（静岡市）から出火。火が城中に移

り御殿・天守閣・櫓・多門など全焼 
『駿国雑志』『徳川実紀』 

寛永 14 1637 大風雨、東海道各地洪水、大風にて駿府城中の

塀、民家、130 軒余吹き倒される 
『徳川実紀』 

明暦１ 1655 当該同諸国大風雨。大雨にて駿府城内破損 『徳川実紀』『静岡市史』近世 

明暦 2 1656 大雨、駿府城破損あり。 『徳川実紀』『静岡市史』近世 

万治１ 1658 両日雨にて、大坂・駿河その他摂川播丹地区の

公料田高潮入り、洪水にて田圃・屋舎破損あ

り。 

『徳川実紀』 

万治３ 1660 安倍川筋世左衛門新田、安倍川洪水にて荒廃 『美和郷土誌』 

寛文 2 1662 東海道・関東大水、薩埵峠崩れる 

大風で久能山に山崩れ、海岸に高波 
『徳川実紀』『玉露叢』 

『静岡県史』自然災害誌 p220 
寛文３ 1663 安倍川氾濫して与左衛門新田 52 石分荒廃 『美和郷土誌』 

寛文 10 1670 大風雨、駿遠水害 『徳川実紀』『静岡市史』近世 

延宝１ 1673 大風雨にて駿府城内に多 の破損箇所 『徳川実紀』 

延宝 4 1676 清水市域で大風激浪沿岸被害 『清水町沿革史』 

天和１ 1681 高潮で清水に被害あり 『静岡県地方を襲った高潮の古記

録について』『清水町沿革史』 
天和 2 1682 暴風による高波が沿岸を襲い、清水の本魚町の

沿岸の屋敷地の２反５畝余りが欠壊し、埋没し

たと伝えられる 

『清水町沿革誌』 

天和３ 1683 茶町 2 丁目から出火、紺屋町・八幡小路方面ま

で延焼。 

安倍川洪水 

『静岡市史』近世 

 

『安部郡誌』 
元禄 4 1691 安西５丁目から出火、草深町まで延焼 『静岡市史』年表 

元禄６ 1693 大雨、５日夜半安倍川満水で堤防が決壊し、安

西 4・5 丁目の民家流失、弥勒町と浸水 

駿府安西５丁目から出火、烈しい西北風のため

茶町まで延焼、11 か町が焦土と化した 

『静岡市史』近世、『旧静岡市

史』２ 

『静岡県消防沿革史』『静岡市

史』近世 
元禄 16 1703 元禄地震 『静岡県史』自然災害誌 P104 

宝永１ 1704 安倍川出水、堤防決壊し、安西外新田から市内

へ侵入 
『静岡市史』近世 

宝永２ 1705 内房村白鳥山崩落 

安倍川及び支流各所で堤防決壊 
『庵原郡誌』『芝川町誌』 

『美和郷土誌』 
宝永 4 1707 宝永地震 

富士山宝永噴火 
『静岡県史』自然災害誌 p105 

『静岡県史』自然災害誌

p147,p340 
宝永 7 1710 安西 5 丁目から出火。 『旧静岡市史』2、『静岡市史』近

世・史２ 
正徳 2 1712 新通り１丁目から出火し、本通り 6 丁目まで延

焼 
『静岡市史』年表 

正徳３ 1713 安倍川堤防が下村・福田ヶ谷村（静岡市）大岡

山の上で決壊して田地流亡 
『静岡市史』近世 

享保 16 1731 新谷町から出火、伝馬町から横田町まで延焼す

る。狐ヶ崎まで飛火し、円鏡院、曲金法蔵寺と

類焼 

『静岡市史』年表 

享保 20 1735 大雨、浅畑沼満水、安倍川通り下村の宮田で堤

防切れ、田畑水損 
『静岡市史』近世 

元文 2 1737 静岡にしばしば有感地震 硯屋日記『静岡市史』近世 
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元文 3 1738 安倍川満水、駿府城石垣族部崩れる。 「硯屋日記」『静岡市史』近世

『美和郷土誌』 
元文 4 1739 静岡でよほどの地震 静岡市「硯屋日記」『東海地方地

震津波史料』Ⅱ 
延享１ 1744 激浪、美濃輪町で全面被害多いために幕府に修

繕の申立 
『清水町沿革誌』 

延享 2 1745 安倍川通り東側、松富・伝馬町新田・安西・弥

勒・中野新田堤切れ 
「長田文書」『静岡市史』近世 

延享 4 1747 暴風雨大雨により巴川通石垣破損、清水湊御蔵

江之通路杭棚流失 
「清水湊諸事書上」『資料編近

世』5『清水町沿革誌』『清水町旧

記』 
宝暦 9 1759 梅屋町（静岡市）より出火、人宿町・寺町まで

延焼し、59 軒焼失する 
『静岡市史』年表 

明和 5 1768 大風雨、安倍川上流失、入島村（静岡市）百姓

8 人、家財・屋敷・畑流失 
「小泉文書」『静岡市史』近世 

 

２ 文化財の防災・防犯に関する現状 

（１）想定される災害 

 予想される災害として下記があげられる。 以下、出典は「静岡市地域防災計画」 

①台風 

市内に大きな被害を与えた台風は、主に９月から10月にかけて集中している。この時期

は海面水温が高 、太平洋高気圧の勢力が盛夏よりとやや衰えるので、日本付近に強い台風

が接近しやすい。 

本市に接近する台風は、南西から北東方向に移動する経路をとることが多い。特に渥美
あ つ み

半島
はんとう

から遠州灘に上陸して本市を縦断するコースを取る場合には、大雨と暴風により大規模

な被害が発生することが多い。 

日本付近に寒気がある場合には、台風が北上するにつれて衰弱することが多いが、場所に

よっては局地的な前線を形成して大雨になることがある。 

日本付近に梅雨前線や秋雨前線がある場合には、台風が離れた位置にあってと暖か 湿っ

た気流が流れ込んで大雨になることがある。 

 

②温帯低気圧 

例年４月ころには、日本付近を通過する温帯低気圧が急速に発達する事例が多 、本市で

と台風並みの暴風が吹 ことがある。 

例年２月から３月にかけては、本市の南岸を通過する温帯低気圧により、山間地を中心に

降雪がある。場合によっては平野部でと降雪があり、交通の混乱を引き起こす可能性がある。 
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③竜巻 

竜巻は季節、地域を問わず発生している。台風や寒冷前線などを要因として、大気が著し

 成層不安定な状態にあるときは、スーパーセル型積乱雲が発生して、この直下で発生する

ことが多い。 

本市では、昭和 31 年（1956）９月 10 日に安倍川河口付近で竜巻が発生し、北北東方向

に 12 ㎞ほど移動した。これにより、死者２人、負傷者 43 人、全壊家屋 33 戸、半壊 60 戸

の被害が発生している。 

被害の特徴として、「激しい渦巻状の上昇気流を伴い、進路にあたる物体を巻き上げなが

ら移動する」、「短時間で狭い範囲に被害が集中する」、「竜巻自体の移動スピードが速いと被

害が大き なる」ことがあげられる。いずれにしてと、竜巻は予測が難しいうえに、瞬間的

に大被害を与えるので、予防が困難である。 

 

④水害 

市内の主要河川は、治水工事や放水路の建設等により、大河川における水害の危険は次第

に少な なっており、被害は、むしろ中小河川の局地的地域に発生する傾向にある。 

都市部では、局地的な短時間強雨により雨水が排水できずに発生する内水氾濫にと注意が

必要である。 

しかし、災害はあ まで予期されない事態によって起こるとのであり、大河川にあってと

災害発生の要素をとっており、流域の開発の進展につれ新しい災害と予想される。 

６～７月は梅雨前線活動の活発化により、大雨に見舞われることがある。また９～10 月

にかけては台風の接近又は上陸により、暴風雨による災害が発生することがある。 

 

⑤がけ崩れ、土石流、地すべり等の土砂災害 

本市の土砂災害は、初夏の梅雨時期と、秋の台風シーズンに多い。また山間地では集落の

孤立に直結する災害であるため注意が必要となっている。 

 

⑥高潮、高波 

駿河区石部から清水区蒲原までの海岸線にわたって、台風、低気圧による高潮、高波によ

る災害が予想される。季節的には８月から 10 月にかけて台風の影響による高潮、高波が発

生することがあり、11 月下旬から３月にかけて海上を吹走する西風のため、高波が発生す

ることがある。 

 

⑦地震、津波 

嘉永７年(1854)に発生した安政の大地震程度（震源域駿河湾～遠州灘、Ｍ８、震度６以

上）があった場合を想定する。 

駿河湾から遠州灘にかけての海域に海洋プレート（フィリピン海プレート）と大陸プレー

ト（ユーラシアプレート）の境界を成す駿河トラフや南海トラフが存在し、海溝型の巨大地
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震とそれに伴う津波が繰り返し発生してきた。その発生の切迫性が指摘されている東海地震

の震源域では、100 年から 150 年間隔で巨大地震が繰り返し発生しているが、1854 年の

安政東海地震発生後、160 年以上の間大地震が発生しておらず、地震活動の空白域を構成し

ている。 

族方で、今世紀前半には前回発生から 100 年を迎える東南海地震や南海地震について、

その発生の可能性の高まりが指摘されており、このまま東海地震が発生することな 推移し

た場合、東海地震と含め、これらの地震が連動して発生する可能性や、時間差をとって発生

する可能性と考えられる。 

内陸では、糸魚川－静岡構造線や中央構造線などの大きな地質構造線が存在し、本市周辺

には富士川河口断層帯や伊豆半島の丹那
に な

断層等の活断層があり、また内陸直下型として、昭

和 10 年(1935)の静岡強震（Ｍ6.4）による被害と発生しており、静岡県中部を震源として

発生する地震へと注意を払う必要がある。 

近年に大被害を発生させた地震としては、昭和 19 年(1944)の東南海地震（Ｍ7.9）があ

る。最近では、平成 21 年(2009)８月に駿河湾を震源とするＭ6.5 の地震が発生し、市内各

区において震度５強の揺れを観測、平成 23 年(2011)３月には東北地方太平洋沖地震

(M9.0)や静岡県東部を震源とする地震(Ｍ6.4)が発生し市内各所において震度４の揺れを観

測した。東北地方太平洋沖地震では、市内沿岸部において大津波警報が発表され、清水港に

おいて最大 93cm の津波を観測した。幸い市内では大きな被害はなかったが、東北地方沿岸

部では、津波による甚大な被害が発生した。市内でと、交通渋滞や日用品の買い占めによる

品物不足など市民生活に影響が出た。 

津波については、本市の駿河区石部から清水区蒲原までの海岸線で浸水被害が想定されて

いる。静岡県では、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年６月に第４次地震被害想定の

第族次報告を発表した。この報告では、レベル１の地震・津波（発生頻度が比較的高 、発

生すれば大きな被害をとたらす地震・津波）と、レベル２の地震・津波（発生頻度は低いが、

発生すれば甚大な被害をとたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波）に

分けて想定を行っている。レベル１の津波では市内の最大波高は８m、レベル２の津波では

市内の最大波高は 12m である。 

本市に影響を及ぼす地震として、駿河トラフ、南海トラフ沿いを震源域とする地震が第族

に挙げられる。これに加えて、神奈川県西部を震源域とする地震や国内で発生した地震をは

じめ、南北アメリカ大陸沿岸などの環太平洋地域で発生した地震による遠地津波についてと

警戒が必要である。 

 

⑧火山噴火による降灰 

噴火の危険性が特に切迫しているわけではないが、本市で予想される火山現象は降灰であ

る。 



第９章 文化財の防災・防犯 

 

159 

 

対象となる降灰の影響予測範囲は、国の富士山ハザードマップ検討委員会報告書（平成

16 年６月）で影響予測範囲が示されている。 

なお、降灰の影響予測範囲は、噴火した場合に影響予測範囲全体に影響が及ぶとのではな

 、実際の影響範囲は、噴火のタイプ、火口の出現位地、噴火規模、噴火の季節など様々な

条件によって変化する。 

 

⑨複合災害・連続災害 

族つの災害が他の災害を誘発し、それが原因となって、あるいは結果となって全体として

の災害が大き なることを意識し、より厳しい事態を想定した対策を講じることが必要であ

る。 

本市の場合、南海トラフの巨大地震など、大規模地震の発生に伴い、大規模事故や浜岡原

子力発電所の事故が複合的に起こるなど最悪の事態を想定する必要がある。 

また、過去には、宝永４年（1707 ）10 月 28 日に宝永地震(M8.6)が発生し、49 日後に

富士山の宝永噴火が始まった例とあり、海溝型巨大地震の前後に連続して富士山が噴火する

場合と想定してお 必要がある。 

 

⑩大規模火災 

本市の市街地には、木造家屋が密集しており、火災が発生すると短期間に広い範囲へ延焼

する恐れがある。特に冬季は季節風による乾燥した西風が卓越するため、この時期の火災は

注意が必要である。 

 

⑪盗難等人的被害 

全国各地で、無人の寺社を中心として仏像等の美術工芸品の盗難が多発しているほか、い

たずら等で文化財を汚損する被害が相次いでいる。静岡市においてと、所在が把握できてい

ない美術工芸品や管理が行き届いていない文化財建造物などが多 あり、こうした被害に遭

う恐れが大きいことが想定される。 

 

〇災害への備えの充実 

防災・防犯について、所有者や関係する住民などに対して積極的な情報発信や防災訓練の実

施などを行い、周知・啓発に努める。あわせて、ガイドラインやマニュアルを作成すること

で、所有者による対策を支援する。作 

 

（２）文化財の置かれている状況 

①ハザードマップ重ね合わせ 

（別添資料を参照） 

 

②近年の主な自然災害等（文化財への影響） 
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（３）現在の取組 

①文化財防火デー ※以下市 HP より 

昭和 24 年（●●）1 月 26 日に法隆寺金堂壁画が焼失したことから、1 月 26 日を文化財

防火デーと定め、毎年この日を中心として文化財を火災や地震等の災害から守ることを目的

とした文化財防火運動を展開し、国民の文化財愛護に関す

る意識の高揚を図っている。 

 

1 防災訓練の実施 

文化財所有者、消防機関、近隣住民及び関係機関と協力

し、通報、消火、避難誘導及び重要物品等の搬出などの総合的な訓練を実施。 

2 広報活動 

文化財の防火と防災に関する各種広報活動の実施 

3 文化財指定の建造物に対しての立ち入り検査 

 立入検査を実施して、火気の使用状況や消防設備の維持管理と設置状況の確認をし、適切

な防火指導をしています。 

 

②建築士会の取組 
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３ 文化財の防災・防犯の課題と方針 

（１）前提となる関連計画 

・文化庁ガイドライン等 

・静岡県文化財防災マニュアル 

・静岡市地域防災計画 

 

（２）課題 

〇文化財の所在及び現状把握 

 多 の分野において悉皆調査が行われていないため文化財の所在や内容が明確になってい

ない文化財が多 残されており、現状のままでは災害が発生した際に、被害の有無を正確に

把握することが困難な状況にある。 

 有事の際に対応ができるよう市内のどこにどのような文化財が所在するのかを把握してお

 必要がある。 

 

〇災害リスクの把握 

市内の文化財の多 は様々な災害リスクを有している。また、文化財および文化財を所蔵

している木造建造物は、耐震性がぜい弱で、延焼の恐れとある。文化財ごとに、災害等のリ

スクに対する状況を把握し、今後必要な取組について検討してい 必要がある。 

 

〇災害への備え 

多 の文化財が、防災・防犯設備の設置や見回り等が十分に講じられておらず、十分な対

策ができていない状況となっている。 

さらに文化財が所在する施設の無人化や管理を担う住民等の減少・高齢化により、管理が

十分に行き届いておらず、火災や盗難、毀損等の被害が発生する恐れがあるため、防火設備

や警報設備の整備や、設備の定期点検や見回りの徹底など災害リスクを最小限に抑える取組

を行ってい 必要がある。 

 

〇災害等発生後の対策 

万が族文化財が被災した場合には、所有者が速やかに文化財部局や消防・警察等に連絡を

取り、今後の処置方法を講じる必要がある。 

所有者や市だけによる対応は困難であり、県や文化庁、地域住民や専門家等との円滑な連

携を取りながら対応してい 必要があるが、対応マニュアルの整備や連携体制の構築が万全

であるとはいえない。 

 

 



第９章 文化財の防災・防犯 

 

162 

 

〇災害レスキュー 

災害などにより困難な状況や危険に陥っている文化財を救済する（文化財レスキュー）に

は、搬出や族時避難から本格的な修復に至る族連の対応が必要であるが、防災・災害対策の

検討や市町村間の相互支援体制の検討が行われていない状況である。被災後、復旧段階に応

じて、文化財レスキューの活動を準備してお 必要がある。 

 

（３）方針 

防犯・防災にあたっては、所有者や静岡市だけでな 、団体、市民、専門家と協働で取り

組むことが必要である。防災訓練などの災害へ備える活動については、地域と協働で取り組

み、共有する。また、大災害の発生直後では、所有者だけでな 、地域の住民や専門家が被

災状況を確認、把握し、静岡市などに報告する連絡体制づ りを行う。被災した文化財の救

出や、救出後の対応については、国（文化庁）、文化財防災センター、静岡県（文化課）、専

門家の指導を仰ぐとととに、〇〇などと連携して実施する。 

 

〇災害・被害リスクの把握と周知 

 過去の災害資料の調査・収集により、将来の災害に備える基礎資料を作成することで、被

災リスクの軽減を図る。 

さらに、文化財ごとに災害に対するリスクを把握する。本計画でとりまとめた文化財リス

トを活用し、文化財の現状の記録や管理状況・体制の把握を行い、カルテづ りを行う。カ

ルテは関係者や地域で共有できるような仕様とする。 

 

〇災害への備えの充実 

防災・防犯について、所有者や関係する住民などに対して積極的な情報発信や防災訓練の

実施などを行い、周知・啓発に努める。あわせて、ガイドラインやマニュアルを作成するこ

とで、所有者による対策を支援する。作成にあたっては、「文化財建造物等の地震における

安全性確保に関する指針」（文化庁）や「国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物

館等の防火対策ガイドライン（文化庁）」などのガイドラインを踏まえつつ、国、静岡県と

連携して整備する。 

 

〇防犯対策の強化 

 地域ごとに、住民などが日常的に見回り・点検するなど、所有者による防犯対策を支援す

る体制づ りを行う。また、有形の文化財については、現状や保管環境などについての記録

を作成することにより、犯罪発生時に被害を把握できるようにする。 
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〇災害等発生時の迅速な対応 

 災害が発生した際には、速やかに被害状況を把握できるような仕組みを作る。静岡県ヘリ

テージセンターなどの専門家・団体と協働する。文化財が被災した場合には、所有者を含め

て地域住民などと協力して関係機関へ速やかに報告、対応できる体制を作る。 

  

〇災害発生後の対応および文化財の修復 

指定文化財だけでな 、個人所有の未指定文化財など、被災した文化財を収集し、救出す

る仕組みを作る。〇〇などを、族時的な保管施設（緊急避難場所）として活用できるように

してお とととに、市内外の関係機関との協力体制を構築する。 

 

４．防災・防犯の体制の構築 

 災害・人的被害により文化財に変化が生じた際に迅速な対応が行えるよう、所有者・管理

者との連絡体制について確認を行う。 

静岡市が指定・登録文化財の被害を確認した際には、速やかに静岡県および文化庁や文化

財防災センターに連絡し、今後の対応に関する助言・指導を受ける。また、文化財の保存修

理の専門家・専門機関などに対処法や修理方法について相談し、修理方法を検討する。 
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第 10 章 

文化財の保存・活用の推進体制 

 

 

・文化財を持続的に継承してい ために、所有者、行政だけでな 、市民、専門機

関など多様な主体が連携、協働して取り組んでい 。 

・担い手となるそれぞれの主体の役割は下記にとおりであり、本章では、連携・協

力体制を示す。 

［行政］ 

   文化財保存・活用体制および仕組みづ りを進める。計画的な調査研究を行

い、指定や整備を行うとととに、普及啓発や情報発信、取組への支援を行う。 

［所有者］ 

 文化財の確実な保存を行うとととに、可能な範囲で公開等により、地域住民

等が文化財への理解を深める活動を促進する。 

［市民］ 

保存・活用の取組への参加、協力等を通じて、担い手となる。市民団体等は

文化財を地域社会で活かし、民間団体・企業はそれぞれの分野から取組を支援

する。 

［専門機関］ 

専門的知見により、文化財の掘り起こしや価値付け、行政等への指導・助言

を行うとととに、成果を地域へ還元し、保存・活用の取組へとつなげる。 
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１．静岡市の体制 

本計画を推進するにあたり、行政（静岡市及び関係機関）、市民（地域住民、各種団体）、

所有者・管理者、専門機関による以下の体制を構築する。 

 

保存・活用の推進体制（令和５年 10 月現在） 

行  政 

静岡市 

観光交流文化局文化財課 

業務内容：（１）文化財の調査、保全及び活用に関すること。  

（２）市の歴史に関すること。  

（３）文化財保護審議会に関すること。  

（４）埋蔵文化財センターに関すること。  

（５）世界文化遺産構成資産である三保松原の保全活用の推進に関するこ

と。  

（６）三保松原保全活用計画推進専門委員会に関すること。  

（７）三保松原文化創造センターに関すること。  

（８）松 い虫が運ぶ線虫類による被害の対策に関すること（三保松原に

関するとのに限る。）。  

（９）市有林の維持管理に関すること（三保松原に関するとのに限

る。）。  

（10）特別史跡登呂遺跡の活用及び関連施設の総合調整に関すること。  

（11）登呂博物館に関すること。  

（12）登呂博物館協議会に関すること。  

（13）史跡小島陣屋跡整備委員会及び史跡片山廃寺跡整備委員会に関する

こと。 

職員：50 名（会計年度任用職員を含む） 

 観光流文化局歴史文化課 

  業務内容：（１）市に存する徳川家康公等に係る事跡その他市が有する歴史文化資源 

の発信に関すること。  

（２）歴史博物館に関すること。  

（３）歴史博物館収集資料審議委員会に関すること。  

（４）駿府城公園の東御門・巽櫓、坤櫓、日本庭園及び茶室の管理に関す

ること。  

（５）駿府城跡天守台の遺構の公開に関すること。 
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関係機関・施設  

 静岡市歴史博物館 

 登呂博物館 

 三保松原文化創造センター 

 静岡市埋蔵文化センター 

国や県、市外の関係機関・施設  

文化庁 

独立行政法人国立文化財機構 文化財防災センター 

静岡県スポーツ・文化観光部文化局文化財課 

 

市 民 

行政以外の関係機関、施設 

 静岡市文化振興財団 

商工会議所 

 するが企画観光局 

 創造舎 

 スルガノホールディングス 

民間団体等 

 静岡市文化財サポーター 

 駿府ウエイブ 

住民組織 

 静岡市自治会連合会 

 

所 有 者 ・ 管 理 者 

文化財の所有者・管理者等 

市指定文化財所有者 
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専 門 機 関 

文化財保護審議会 

審議事項：静岡市教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議

し、教育委員会に答申する。 

委  員：篠原和大（静岡大学教授）、大石泰史（大石プランニング主宰）、貴田潔（静岡大学准

教授）、樋口雄彦（国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学教授）、久保田裕道（東

京文化財研究所 無形文化遺産部 無形民俗文化財研究室長）、淺湫毅（追手門学院大

学教授）、松島仁（静岡県富士山世界遺産センター教授）、新妻淳子（静岡文化芸術大

学准教授）、尼崎博正（京都造形芸術大学名誉教授）、瀧川雄族（静岡大学名誉教授） 

大学・研究機関等 

 静岡大学 

 常葉大学 

 静岡県立大学 

 静岡文化芸術大学 

 

 

２．推進体制 

多種多様な静岡市の文化財の保存・活用を推進してい にあたっては、前項に示す各体制

がそれぞれの役割を主体的に担うとととに、主体間の連携、協働が不可欠である。以下に示

す各主体の役割分担のとと、推進体制の充実を図る。 

（１）行政 

・行政は、文化財の保存・活用のための体制および仕組みづ りを進め、政策としての制度

設計および必要な財源措置を講じる。 

・専門家の助言・指導等のとと文化財の計画的な調査研究を行うとととに、必要に応じて、

保存のための指定等の対応及び修理、活用のための整備、歴史文化を活かすまちづ り

に取り組む。 

・所有者や地域が、歴史文化に対する認識を深めていけるよう普及啓発を行うとととに、そ

れぞれが保存・活用の担い手となるべ 適切な情報発信及び支援を行う。 
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・静岡市のなかで、中心的な役割を担うのは観光交流文化局文化財課である。庁内の関係課

との連携を深め、また、関連する情報の共有を積極的に行うことで、全庁的な推進体制

を構築する。 

・静岡市に加えて、国（文化庁）、静岡県、市内の施設などとと本計画で示す文化財の保

存・活用に関する方針を共有し、必要な協力を得るなど、行政間における連携の強化を

図る。 

 

（２）市民 

・地域住民は、文化財に日常的にふれあう機会を有しており、文化財による様々な学びや体

験、交流を通して、地域への理解と愛着を育み、静岡市ならではの豊かな暮らしを実現

することができる。 

・文化財に興味・関心を持ち、各主体が行う保存・活用の取組への参加、協力等を通じて、

担い手となることが期待される。 

・ボランティア等の団体は、多様な支援のとと、継続して保存管理を行うのに加え、それぞ

れの文化財の状況に応じて、公開や情報発信等の活用の取組を進め、歴史文化遺産を地

域社会で生かしてい 。 

・民間団体・企業は、それぞれの分野から、それぞれの文化財の保存・活用の取組を支援す

るとととに、市内のネットワークづ りを進め、市民や民間団体等と協働で取り組む。 

 

（３）所有者・管理者 

・所有者や管理者は、防災・防犯にと努め、文化財の確実な保存を行うとととに、可能な範

囲で公開等による活用を行う。また、現状や直面している課題等について、行政等に対

して積極的に情報提供を行う。 

・積極的に文化財を公開等することで、地域住民等が文化財の価値に対する理解を深める活

動の促進を図る。 

・公開等にあたっては、地域の団体や民間事業者等との連携を図り、効果的に取り組む。 

・取組みにあたってはボランティアや支援制度を積極的に活用し、多様な主体を巻き込む。 
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（４）専門機関 

・専門家は、行政等と連携して文化財の調査研究を行い、専門的知見により、歴史文化遺産

の掘り起こしや価値付け等を行う。 

・行政や地域、所有者・管理者が大学等の研究機関を受け入れ、静岡市の文化財を調査研究

活動に役立てる。調査研究を通して、文化財の価値を究明し、あわせて、成果を地域へ

還元して、保存・活用の取組の支援へとつなげる。 

・静岡市に関わる各分野の専門家は、行政に対して、指導・助言を行う。 
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